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は
じ
め
に

現
在
の
東
京
23
区
の
地
域
（
東
京
大
都
市
地
域
）
に
お
け
る
自
治
は
、
明

治
に
は
じ
ま
る
近
代
化
の
な
か
で
、
他
の
地
域
に
は
な
い
独
自
の
変
遷
を

経
験
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
す
を
資
料
に
も
と
づ
い
て
た

ど
り
、
基
礎
的
な
自
治
体
の
視
点
か
ら
全
体
像
を
記
し
た
も
の
は
ほ
と
ん

ど
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
で
は
、
い
つ
の
日
か
編
纂
さ
れ
る
で
あ
ろ
う

「
東
京
大
都
市
地
域
自
治
史
」
に
向
け
た
序
奏
と
し
て
、
時
代
を
追
い
な
が

ら
、
ハ
ン
デ
ィ
な
分
冊
形
式
で
素
描
を
試
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

第
３
冊
目
は
、
昭
和
27
（
１
９
５
２
）
年
に
特
別
区
が
都
の
内
部
的
な
団

体
と
な
る
と
こ
ろ
か
ら
、
自
治
権
拡
充
運
動
を
経
て
昭
和
39
（
１
９
６
４
）

年
の
地
方
自
治
法
改
正
で
事
務
権
限
の
拡
大
な
ど
が
実
施
さ
れ
る
ま
で
を

扱
い
ま
す
。
こ
の
間
は
、
特
別
区
の
基
礎
的
な
自
治
体
へ
の
基
礎
固
め
、

言
わ
ば
再
生
の
い
し
ず
え
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
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おことわり　
○ 本書では、「東京大都市地域」を、現在の東京23区の地域の意で用い

ています。
○ 本書では、法令用語の「地方公共団体」ではなく、広く一般的に使
　われている「自治体」を用いています。
○ 本書では、制度との混同を避けるため、例えば、市制、東京都制な
　どの法律の名前に「　」を付しています。
○ 文中の年月日は、日本暦を主とし、参考として（　）内に西暦を入

れました。
○ 引用文には、現代では差別的あるいは不適切な表現が用いられてい

ることがありますが、歴史史料として原文のまま記載しています。
なお、引用文は原資料を尊重しつつも、用字、送りがな、句読点に

ついて現代表記に改める等、読解の便宜を図るために調整したものが
あります。

○ 文中の引用部分の出典や主要参考文献については、巻末にまとめて
掲載しています。
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復
権
へ
の
第
一
歩

「
東
京
大
都
市
地
域
の
物
語
」
の
第
１
冊
目
『
東
京
23
区
の
な
り
た
ち
』
で
は
、
明
治
期
に
誕
生
し
た
「
区
」
が
「
府
の

区
」「
市
の
区
」「
都
の
区
」
を
経
て
、「
特
別
区
」
と
し
て
誕
生
す
る
ま
で
を
自
治
制
度
の
変
遷
を
中
心
に
み
て
き
ま
し
た
。

第
２
冊
目
『
東
京
23
区
自
治
へ
の
た
た
か
い
』
で
は
、
昭
和
22
（
１
９
４
７
）
年
に
基
礎
的
な
自
治
体
と
し
て
「
特
別
区
」

が
誕
生
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
曲
折
を
経
て
昭
和
27
（
１
９
５
２
）
年
に
都
の
内
部
的
な
団
体
と
な
る
ま
で
の
お
話
で
し
た
。

今
回
の
第
３
冊
目
で
は
、
東
京
大
都
市
地
域
へ
の
人
口
・
産
業
が
集
中
す
る
時
代
を
背
景
に
、
内
部
的
な
団
体
と
さ
れ
た
特

別
区
が
、
昭
和
39
（
１
９
６
４
）
年
、
復
権
運
動
の
第
一
歩
と
な
る
大
幅
な
事
務
権
能
拡
大
を
得
る
ま
で
の
歩
み
を
た
ど
り
ま

す
。復

権
に
向
け
た
理
論
構
築
、
特
別
区
の
行
政
区
化
を
巡
る
都
区
の
攻
防
、
特
別
区
の
憲
法
上
の
性
格
が
争
わ
れ
た
法
廷
論
争
、

昭
和
39
（
１
９
６
４
）
年
の
地
方
自
治
法
改
正
ま
で
の
顚
末
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
動
き
に
迫
り
ま
す
。
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一
　
運
動
の
終
息

自
治
権
の
拡
充
を
求
め
て
始
ま
っ
た
特
別
区
の
運
動
は
、
や
が
て
、
特
別
区
の
自
治
の
後
退
を
も
た
ら
す
地
方
自
治
法
改
正

に
対
す
る
反
対
と
抵
抗
の
運
動
へ
と
移
行
し
て
激
し
さ
を
増
し
ま
す
が
、
つ
い
に
法
案
は
国
会
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
に
、

特
別
区
は
新
た
な
局
面
を
迎
え
、
運
動
は
岐
路
に
立
た
さ
れ
ま
す
。

一
‐
一
　
閉
幕
の
日

昭
和
27
（
１
９
５
２
）
年
7
月
9
日
、
天
気
は
お
も
わ
し
く
な
く
、
午
後
か
ら
は
雨
模
様
と
な
る
な
か
、
特
別
区
の
関
係
者

が
集
ま
り
、
重
苦
し
い
空
気
の
た
だ
よ
う
部
屋
で
、
協
議
が
は
じ
ま
り
ま
し
た
。

「
本
日
、
参
議
院
で
、
地
方
自
治
法
の
改
正
案
が
可
決
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。
特
別
区
の
反
対
運
動
は
閉
幕
と
な
り
ま
す
。」

さ
て
、
こ
の
後
は
ど
う
す
る
の
か
、
憲
法
違
反
の
訴
訟
を
起
こ
す
の
か
、
運
動
の
続
け
方
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
、
四
者
合
同
会

の
指
導
部
会
、
役
員
会
、
個
別
会
、
全
員
会
と
協
議
が
重
ね
ら
れ
ま
し
た
。
自
治
の
後
退
と
な
っ
た
現
状
で
よ
い
と
い
う
わ
け

に
は
い
き
ま
せ
ん
。
特
別
区
の
自
治
の
復
権
と
拡
充
に
向
け
た
運
動
へ
の
再
構
築
が
必
要
で
す
。
こ
の
間
の
運
動
を
進
め
て
き

た
区
民
自
治
擁
護
連
盟
へ
の
報
告
も
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
こ
の
日
は
、
と
も
か
く
も
、
二
つ
の
こ
と
を
合
意
し
ま
し
た
。
一
つ
は
、
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近
く
国
に
設
置
さ
れ
る
予
定
の
地
方
制
度
調
査
会
に
、
特
別
区
の
問
題
を
持
ち
込
み
働
き
か
け
る
も
の
で
、
異
論
は
な
く
一
致

し
ま
し
た
。
も
う
一
つ
は
、
改
正
法
が
憲
法
違
反
で
あ
る
と
提
訴
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
、
時
期
や
方
法
な
ど
の
検
討
は
指
導

部
に
一
任
と
な
り
ま
し
た
。
よ
う
や
く
一
連
の
協
議
が
終
わ
っ
た
と
き
に
は
、
も
う
午
後
５
時
を
ま
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

一
‐
二
　
報
告
と
解
散

一
か
月
余
り
た
っ
た
8
月
15
日
、
荒
川
区
で
は
区
民
自
治
擁
護
連
盟
と
区
議
会
が
合
同
で
、
地
方
自
治
法
改
正
に
対
し
て
展

開
し
て
き
た
運
動
の
結
果
報
告
を
行
な
い
ま
し
た
。
こ
の
日
は
、
改
正
さ
れ
た
地
方
自
治
法
が
公
布
さ
れ
た
日
に
あ
た
り
ま
す
。

そ
の
時
の
報
告
書
で
は
、「
我
々
は
区
民
の
た
め
の
区
政
の
確
立
、
区
の
自
治
権
の
確
保
の
た
め
に
、
政
府
、
国
会
、
各
政

党
、
学
識
経
験
者
、
全
国
の
地
方
公
共
団
体
、
諸
団
体
等
に
陳
情
、
請
願
、
依
頼
を
な
し
、
全
区
住
民
に
内
容
を
報
告
し
、
そ

の
批
判
に
訴
え
、
精
力
的
な
運
動
を
闘
い
続
け
た
」
と
運
動
を
回
顧
し
て
い
ま
す
。「
そ
の
結
果
、
衆
議
院
は
政
府
原
案
を
修

正
し
、
更
に
参
議
院
で
重
ね
て
こ
れ
を
修
正
」
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
主
な
修
正
事
項
を
述
べ
て
か
ら
、「
特
筆
す
べ

き
は
、
区
を
単
な
る
都
の
出
先
機
関
と
す
る
行
政
区
化
の
策
謀
を
粉
砕
し
」
た
点
が
大
き
な
収
穫
で
あ
っ
た
と
し
つ
つ
、「
区

長
公
選
制
度
が
間
接
選
挙
制
度
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
地
方
自
治
の
本
旨
に
鑑
み
、
か
え
す
が
え
す
も
惜
し
い
こ
と
で
あ

る
」
と
し
て
い
ま
す
。
後
者
に
つ
い
て
は
、「
憲
法
違
反
の
提
訴
問
題
が
残
さ
れ
」
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
ま
す
。
そ
し
て
、

最
後
に
、「
今
後
我
々
は
、
区
長
公
選
の
実
現
、
区
の
自
治
権
の
拡
充
、
都
区
調
整
の
推
進
、
区
民
の
た
め
の
区
政
の
確
立
の

た
め
に
更
に
邁
進
い
た
し
た
い
と
存
じ
ま
す
」
と
述
べ
て
か
ら
結
び
と
し
ま
し
た
。
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そ
れ
ぞ
れ
の
区
で
も
、
こ
の
よ
う
に
運
動
の
ま
と
め
と
終
息
が
な
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

し
ば
ら
く
た
っ
た
昭
和
34
（
１
９
５
９
）
年
2
月
25
日
、
区
民
自
治
擁
護
連
盟
大
田
区
本
部
で
は
役
員
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
存
続
し
て
き
た
大
田
区
の
連
盟
を
ど
う
す
る
か
話
し
合
う
た
め
で
す
。
午
前
10
時
に
会
が
始
ま
り
、
会
長
か
ら
、
昭

和
26
（
１
９
５
１
）
年
8
月
31
日
に
区
民
自
治
擁
護
連
盟
大
田
区
本
部
を
結
成
し
て
以
来
、
地
方
自
治
法
改
悪
反
対
の
運
動
を

実
施
し
て
き
た
が
、
昭
和
28
（
１
９
５
３
）
年
6
月
か
ら
は
そ
の
運
動
も
停
止
状
態
と
な
り
今
日
に
及
ん
で
い
る
と
話
が
切
り

出
さ
れ
ま
し
た
。
す
で
に
他
の
区
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
区
民
自
治
擁
護
連
盟
の
解
散
の
手
続
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
会
計

も
厳
し
い
状
況
に
あ
る
こ
と
、
な
ど
が
語
ら
れ
ま
し
た
。
実
際
、
そ
の
時
の
解
散
状
況
調
で
は
、
23
区
の
う
ち
18
区
が
す
で
に

解
散
し
、
残
る
5
区
の
う
ち
大
田
区
を
除
く
4
区
は
、
事
務
局
職
員
の
異
動
に
よ
り
解
散
の
措
置
そ
の
も
の
が
不
明
で
し
た
。

こ
の
あ
と
会
長
が
「
一
応
目
的
は
達
成
さ
れ
た
の
で
存
否
に
つ
い
て
ご
協
議
願
い
た
い
」
と
投
げ
か
け
る
と
、
自
治
権
拡
充
運

動
に
つ
い
て
は
、
区
議
会
に
区
制
調
査
特
別
委
員
会
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
解
散
に
異
議
は
な
い
と
意
見
が
あ
り
、
全
員

こ
れ
に
賛
意
を
表
し
ま
し
た
。
あ
ら
た
め
て
解
散
を
諮
り
決
定
し
て
か
ら
解
散
式
の
協
議
に
は
い
り
、
3
月
8
日
（
日
曜
日
）

午
後
2
時
、
場
所
は
大
田
区
役
所
議
場
と
決
ま
り
ま
し
た
。
解
散
式
か
ら
2
か
月
を
経
た
5
月
8
日
、
解
散
の
通
知
が
全
会
員

に
配
布
さ
れ
、
同
日
付
け
で
、
大
田
区
選
挙
管
理
委
員
会
に
政
治
資
金
規
正
法
に
基
づ
く
解
散
届
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

一
‐
三
　
特
別
区
の
変
容

区
長
公
選
制
の
廃
止
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
地
方
自
治
法
の
改
正
に
よ
っ
て
、
特
別
区
は
大
き
な
変
化
を
蒙
り
ま
し
た
。
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市
と
同
じ
基
礎
的
な
自
治
体
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
特
別
区
で
し
た
が
、
こ
の
法
改
正
を
機
に
、
そ
の
性
格
や
位
置
づ
け
を

変
え
た
と
、
政
府
は
、
国
会
の
法
案
審
議
の
際
や
改
正
後
の
通
達
の
な
か
で
説
明
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、「
地
方
自
治
法
制

定
の
際
は
、
特
別
区
は
憲
法
上
の
地
方
公
共
団
体
と
し
て
発
足
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、［
…
］
今
回
改
正
を
加
え
ま
し
て
、

憲
法
上
の
本
来
の
地
方
公
共
団
体
な
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
立
案
い
た
し
た
」
と
い
う
の
で
す
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、

特
別
区
を
「
大
都
市
の
内
部
的
部
分
団
体
と
し
て
そ
の
性
格
に
変
更
を
加
え
」、「
大
都
市
の
内
部
的
な
特
別
地
方
公
共
団
体
」

に
し
た
と
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、「
都
が
特
別
区
の
存
す
る
区
域
を
基
礎
と
し
て
成
立
す
る
基
礎
的
地
方
公
共
団
体
で
あ

る
」
と
し
て
い
ま
す
か
ら
、
特
別
区
の
地
域
に
は
、「
大
都
市
」
と
し
て
の
都
が
あ
り
、
そ
の
内
部
に
は
特
別
区
と
い
う
地
方

公
共
団
体
が
存
在
し
、
大
都
市
と
し
て
の
都
の
地
域
を
越
え
る
範
囲
を
包
括
す
る
広
域
の
地
方
公
共
団
体
に
都
が
あ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
特
別
区
は
、
行
政
区
と
は
な
ら
ず
地
方
公
共
団
体
に
と
ど
ま
り
、
し
か
も
、
公
選
の
議
会
は
変
る
こ
と

な
く
存
続
し
、
市
に
関
す
る
規
定
を
特
別
区
に
適
用
す
る
と
定
め
る
第
２
８
３
条
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
で
し
た
か
ら
、
特
別

区
ば
か
り
で
な
く
東
京
都
も
き
わ
め
て
特
別
な
地
方
公
共
団
体
に
な
り
ま
し
た
。
主
な
変
化
は
表
１
の
よ
う
で
す
。

一
‐
四
　
運
動
の
成
果

大
き
な
変
動
に
見
舞
わ
れ
た
と
は
い
え
、
先
に
み
た
荒
川
区
の
区
民
自
治
擁
護
連
盟
の
報
告
の
よ
う
に
、
特
別
区
の
運
動
が

実
を
結
び
、
地
方
自
治
法
改
正
の
国
会
審
議
の
な
か
で
い
く
つ
か
政
府
案
の
修
正
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
一
つ
に
、
特
別
区
を
規
定
す
る
第
２
８
１
条
第
１
項
の
議
論
が
あ
り
ま
す
。「
都
の
区
は
、
こ
れ
を
特
別
区
と
い
う
」
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と
あ
る
の
を
、
政
府
案
で
は
、「
都
の
区
は
」
で
は
な
く
「
都
に
区
を
置
き
」
と

変
更
し
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
国
会
で
修
正
を
受
け
、
も
と
の
と
お
り
「
都
の
区

は
」
に
と
ど
ま
り
ま
し
た
。

も
う
一
つ
は
、
区
長
の
選
出
方
法
を
規
定
す
る
第
２
８
１
条
の
２
第
1
項
に
か

か
わ
る
も
の
で
す
。
政
府
の
改
正
案
は
、
特
別
区
の
区
長
は
、「
都
知
事
が
特
別

区
の
議
会
の
同
意
を
得
て
こ
れ
を
選
任
す
る
」
と
な
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
国
会

で
修
正
の
結
果
、
都
知
事
と
議
会
が
入
れ
替
わ
り
、「
特
別
区
の
議
会
が
都
知
事

の
同
意
を
得
て
こ
れ
を
選
任
す
る
」
と
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
第
２
８
３
条
に
お
い
て
も
修
正
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
政
府
は
、

「
第
二
編
中
市
に
関
す
る
規
定
は
、
特
別
区
に
こ
れ
を
適
用
す
る
」
と
い
う
文
言

の
う
ち
、「
適
用
す
る
」
を
「
準
用
す
る
」
に
変
え
よ
う
と
し
た
の
で
す
が
、
こ

れ
に
対
し
て
、
特
別
区
の
性
格
に
も
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
議
論
が
行
な
わ
れ
、

政
府
案
を
修
正
し
て
「
適
用
す
る
」
に
も
ど
し
ま
し
た
。

こ
う
し
た
修
正
は
、
そ
の
後
に
つ
な
が
る
重
要
な
成
果
で
し
た
。

表１　地方自治法の改正　

特別区の性格

都の性格

区長
事務の範囲

都の関与

昭和22（1947）年
基礎的な地方公共団体

（憲法上の地方公共団体）
広域の地方公共団体

公選制
市と同様

条例制定

昭和27（1952）年
都の内部的な地方公共団体

広域の地方公共団体と同時に、特
別区の存する区域における基礎的
な地方公共団体
区議会が都知事の同意を得て選任
10項目の制限列挙

（それ以外の市の事務は都が処理）
調整条例制定
都知事の助言・勧告
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二
　
運
動
の
転
換
点

昭
和
26
（
１
９
５
１
）
年
９
月
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
日
本
と
連
合
国
48
か
国
が
平
和
条
約
を
締
結
し
、
翌
27
（
１
９
５

２
）
年
４
月
１
日
に
日
本
は
独
立
を
回
復
し
ま
す
。
都
区
間
の
紛
争
激
化
を
理
由
に
区
長
公
選
制
を
廃
止
し
、
そ
の
性
格
を
都

の
内
部
的
団
体
で
あ
る
と
し
た
同
年
８
月
の
法
律
改
正
は
、
日
本
が
経
済
的
な
自
立
を
急
ぎ
、
民
主
化
の
徹
底
を
基
調
と
し
た

占
領
政
策
を
見
直
す
な
か
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
改
正
で
都
区
間
の
紛
争
が
収
ま
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
い
ま
ま
で
の
自
治
権
拡
充
運
動
に

区
長
公
選
復
活
が
新
た
に
加
わ
り
、
奪
わ
れ
た
基
礎
的
な
自
治
体
へ
の
復
権
を
悲
願
と
す
る
特
別
区
と
、
こ
の
改
正
で
基
礎
的

自
治
体
の
地
位
を
も
獲
得
し
た
も
の
の
、
特
別
区
の
行
政
区
化
を
な
し
得
ず
に
不
満
を
つ
の
ら
せ
る
都
と
の
間
に
は
、
そ
の
後

し
ば
ら
く
は
消
え
る
こ
と
の
な
い
火
種
が
く
す
ぶ
り
つ
づ
け
ま
す
。

二
‐
一
　
区
長
の
顔
ぶ
れ

区
長
の
公
選
制
廃
止
そ
の
も
の
は
、
昭
和
27
（
１
９
５
２
）
年
９
月
１
日
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
時
点
で
在
職
し
て
い
る
区

長
は
、
任
期
が
終
了
す
る
ま
で
は
継
続
し
て
従
来
ど
お
り
在
職
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、
大
多
数
の
区
で
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は
、
任
期
が
満
了
と
な
る
昭
和
30
（
１
９
５
５
）
年
４
月
の
統
一
地
方
選
挙
の
前
後
か
ら
、
新
し
く
「
区
議
会
に
よ
る
区
長
の

選
任＊
１

」
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
結
果
は
、
選
任
日
に
ば
ら
つ
き
が
あ
り
ま
す
が
、
顔
ぶ
れ
は
大
き
く
変
わ
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

初
代
の
区
議
会
選
任
区
長
の
就
任
状
況
は
、
表
２
（
17
頁
）
に
ま
と
め
ま
し
た
が
、
公
選
区
長
の
任
期
終
了
か
ら
議
会
選
任

区
長
の
誕
生
ま
で
に
要
し
た
日
数
は
、
半
月
以
内
は
７
区
、
百
日
を
超
え
る
区
が
２
区
あ
り
、
残
り
14
区
の
平
均
は
、
約
51
日

で
あ
る
よ
う
に
各
区
ば
ら
ば
ら
で
、
全
て
の
区
に
選
任
区
長
が
誕
生
し
た
の
は
、
改
正
地
方
自
治
法
の
施
行
か
ら
４
年
後
の
昭

和
31
（
１
９
５
６
）
年
８
月
26
日
の
こ
と
で
し
た
。

選
任
区
長
の
選
任
日
が
区
に
よ
っ
て
異
な
る
の
は
、
一
つ
に
は
２
期
８
年
間
つ
づ
い
た
公
選
時
代
の
区
長
が
そ
の
任
期
中
に

死
亡
や
病
気
な
ど
で
退
職
し
た
た
め
で
す
が
、
そ
れ
に
加
え
て
大
き
な
ば
ら
つ
き
が
生
じ
て
い
る
の
は
、
区
長
候
補
者
を
区
議

会
が
決
定
す
る
方
法
や
手
続
き
な
ど
の
規
定
が
法
律
や
施
行
令
に
な
く
、
各
議
会
の
判
断
に
任
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
し
た
。
こ

の
た
め
、
区
長
公
選
復
活
の
運
動
を
超
党
派
で
展
開
し
て
い
る
各
区
の
議
会
が
、
憲
法
違
反
を
訴
え
な
が
ら
選
任
で
き
る
の
か
、

あ
る
い
は
区
長
公
選
運
動
と
切
り
離
し
て
、
現
行
法
令
ど
お
り
選
任
す
る
と
し
て
、
よ
り
公
選
に
準
じ
た
区
長
候
補
者
の
決
定

の
た
め
の
基
準
や
方
法
は
ど
う
す
る
か
、
さ
ら
に
は
改
選
間
近
い
現
議
会
で
選
ぶ
べ
き
か
、
新
議
会
成
立
ま
で
待
つ
べ
き
か
な

ど
、
多
く
の
区
議
会
が
こ
う
し
た
議
論
と
意
見
の
調
整
に
て
ま
ど
っ
た
の
で
す
。

初
代
の
選
任
区
長
は
、
こ
れ
ま
で
自
治
権
拡
充
運
動
を
精
力
的
に
推
進
し
て
き
た
区
長
が
16
人
、
共
に
運
動
を
進
め
て
き
た

助
役
や
区
議
会
議
長
出
身
者
を
加
え
る
と
、
８
割
強
の
区
長
が
そ
の
ま
ま
運
動
を
継
続
す
る
か
た
ち
と
な
り
、
そ
の
後
の
復
権

運
動
を
牽
引
し
て
い
き
ま
し
た
。



17　二　運動の転換点

前任者任期満了（退職）

リコール失職 S28.04.30
任期中死亡  S28.08.01
３代目区長  S28.12.04
２代目区長 S29.12.09
２代目区長  S30.01.11
初代区長  S30.01.08
初代区長  S30.01.23
初代区長  S30.03.29
初代区長  S30.03.27
２代目区長  S30.04.13
初代区長  S30.04.22
初代区長  S30.04.22
初代区長  S30.04.22
２代目区長  S30.04.22
初代区長  S30.04.22
初代区長  S30.04.22
２代目区長 S30.04.22
初代区長  S30.04.22
初代区長  S30.04.22
２代目区長  S30.04.22
２代目区長  S30.09.19
２代目区長  S31.05.22
２代目区長  S31.08.25

表２　特別区初代議会選任区長一覧（選任年月日順）

区名

渋　谷
世田谷

港
台　東
中　央
中　野
豊　島
足　立
江　東
荒　川
品　川
千代田
目　黒

北
新　宿
墨　田
江戸川
葛　飾
文　京
板　橋
練　馬
杉　並
大　田

選任年月日

S28 . 08 . 03
S28 . 09 . 30
S28 . 12 . 25
S29 . 12 . 17
S30 . 01 . 22
S30 . 01 . 29
S30 . 03 . 07
S30 . 03 . 31
S30 . 04 . 11
S30 . 04 . 14
S30 . 05 . 21
S30 . 05 . 28
S30 . 06 . 03
S30 . 06 . 03
S30 . 06 . 22
S30 . 06 . 29
S30 . 07 . 16
S30 . 07 . 18
S30 . 08 . 13
S30 . 08 . 13
S30 . 11 . 09
S31 . 06 . 05
S31 . 08 . 26

区 長 名

角 谷  輔 清
長 島  壮 行
中 西 清太郎
三 木  筆 一
野 宗 英一郎
皆 川  五 郎
木 村  秀 崇
斉 藤  恒 助
二 瓶  哲 治
村 上 勇三郎
鏑 木  忠 正
村 瀬     清
広 瀬  俊 吉
髙 木  惣 市
岡 田  昇 三
勝 田  菊 蔵
佐 藤 富一郎
小 川 孝之助
井 形  卓 三
村 田  哲 雄
須 田     操
髙 木  敏 雄
代 田  朝 義

前　職

選管委員長
農業委員

公選区長１期
公選区長１期
公選区長１期
公選区長２期

区助役
区助役

公選区長２期
公選区長１期
公選区長２期
公選区長２期
公選区長２期
公選区長１期
公選区長２期
公選区長２期
区議会議長
区収入役

公選区長２期
区助役

公選区長１期
公選区長２期
公選区長２期

注： 区長不在欄の数字は、前任者任期終了日から次期区長就任日間の区長不在日数である。

区長
不在

94
59
20
9

10
20
42
1

14
0

28
35
41
41
60
57
84
86

112
112
50
13
0
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＊
１　

区
議
会
に
よ
る
区
長
の
選
任　

改
正
地
方
自
治
法
の
国
会
審
議
の
過
程
で
、
政
府
原
案
で
あ
る
「
都
知
事
に
よ
る
区
長
任
命
制
」
が

特
別
区
の
猛
烈
な
反
対
運
動
を
受
け
て
、
自
由
・
改
進
両
党
の
共
同
修
正
案
と
し
て
可
決
さ
れ
た
も
の
で
す
。
こ
の
選
任
の
手
順
は
、
区
議

会
議
員
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
で
年
齢
25
歳
以
上
の
者
の
中
か
ら
、
①
区
議
会
が
区
長
候
補
者
を
決
め
る
、
②
そ
の
候
補
者
に
つ
い
て
都
知

事
の
同
意
を
得
る
、
③
都
知
事
が
同
意
し
た
候
補
者
を
区
議
会
が
正
式
に
選
任
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。

二
‐
二
　
復
権
運
動
へ

憲
法
第
98
条
第
２
項
は
、「
地
方
公
共
団
体
の
長
」
は
「
そ
の
地
方
公
共
団
体
の
住
民
が
、
直
接
こ
れ
を
選
挙
す
る
」
と
定

め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
東
京
都
の
区
は
、
昭
和
21
（
１
９
４
６
）
年
の
第
一
次
地
方
制
度
改
革＊

１

に
よ
っ
て
、
憲
法
上
の
地
方
公

共
団
体
と
さ
れ
、
市
町
村
と
同
様
に
そ
の
首
長
は
住
民
の
直
接
選
挙
に
よ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
引
き
続
き
行
わ
れ
た

昭
和
22
（
１
９
４
７
）
年
の
第
二
次
地
方
制
度
改
革＊

２

で
も
、
都
の
区
に
つ
い
て
は
第
一
次
改
革
の
と
お
り
と
し
、
新
た
に
一
つ

の
法
律
と
し
て
制
定
さ
れ
た
地
方
自
治
法
で
は
、
都
の
区
を
特
別
区
と
し
、
市
と
同
じ
基
礎
的
な
自
治
体
と
し
て
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
昭
和
27
（
１
９
５
２
）
年
、
神
戸
第
二
次
勧
告
を
受
け
た
改
正
と
さ
れ
る
地
方
自
治
法
改
正
に
よ
り
、
区
長
公
選

制
が
廃
止
さ
れ
た
特
別
区
は
、
自
治
権
復
権
運
動
へ
と
長
い
道
程
を
歩
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。

＊
１　

第
一
次
地
方
制
度
改
革　

こ
の
改
革
は
、
敗
戦
後
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
の
精
神
に
基
づ
き
国
が
新
憲
法
制
定
作
業
と
同
時
並
行
で
行

っ
た
、
地
方
制
度
の
民
主
・
分
権
化
改
革
で
す
。
こ
の
改
革
に
よ
る
「
都
の
区
」
の
変
革
に
つ
い
て
は
、
本
書
の
シ
リ
ー
ズ
の
第
１
冊
目
「
東

京
23
区
の
な
り
た
ち
」
の
「
三 

特
別
区
の
誕
生
前
夜
」
44
頁
以
降
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。
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＊
２　

第
二
次
地
方
制
度
改
革　

第
一
次
に
つ
づ
く
こ
の
改
革
で
、
地
方
に
関
す
る
四
つ
の
法
律
（
東
京
都
制
・
府
県
制
・
市
制
・
町
村
制
）

が
一
つ
の
法
律
に
統
合
さ
れ
て
地
方
自
治
法
が
制
定
さ
れ
ま
す
。
そ
の
法
案
の
提
案
理
由
で
、「
区
は
こ
れ
を
特
別
区
と
し
、
原
則
と
し
て
市

と
同
一
の
権
能
を
認
め
る
こ
と
と
し
、
東
京
都
は
基
礎
的
地
方
公
共
団
体
で
な
く
、
道
府
県
と
同
様
に
市
区
町
村
を
包
括
す
る
複
合
的
地
方

公
共
団
体
と
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。」
と
内
務
大
臣
の
説
明
が
あ
り
、
ま
た
地
方
自
治
法
の
施
行
と
同
時
に
出
さ
れ
た
内
務
次
官
の
通
達
で
は

「
東
京
都
は
、
本
法
施
行
と
と
も
に
基
礎
的
地
方
公
共
団
体
で
な
く
、［
…
］
そ
の
性
格
が
全
く
異
な
る
よ
う
に
な
る
か
ら
、
経
過
的
運
営
に

つ
い
て
は
特
に
留
意
す
る
と
と
も
に
、
特
別
区
の
存
す
る
区
域
に
つ
い
て
は
、
そ
の
特
殊
性
に
即
応
す
る
行
政
を
行
う
に
遺
憾
な
き
を
期
す

る
こ
と
。」
と
注
意
を
喚
起
し
て
い
ま
す
。（
昭
和
22
年
内
務
省
発
第
１
１
１
号
）

　

◆
合
憲
か
違
憲
か

昭
和
27
（
１
９
５
２
）
年
４
月
、
政
府
は
、
地
方
自
治
法
を
改
正
し
て
区
長
公
選
制
を
廃
止
す
る
法
案
を
国
会
に
提
出
し
ま

す
。
す
で
に
、
本
書
の
シ
リ
ー
ズ
『
物
語
２
』
の
３
章
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、「
特
別
区
は
原
則
市
と
同
じ
権
能
を
有
す
る
」
と

い
う
従
来
の
原
則
の
否
定
だ
け
で
な
く
、
神
戸
勧
告
で
は
憲
法
違
反
の
疑
い
が
あ
る
と
し
て
見
送
ら
れ
た
区
長
任
命
制
が
盛
り

込
ま
れ
た
政
府
の
改
正
案
に
、
特
別
区
の
区
長
も
区
議
会
も
猛
烈
な
反
対
運
動
を
展
開
し
ま
し
た
。

国
会
審
議
で
は
、
そ
の
合
憲
性
に
つ
い
て
あ
る
い
は
政
策
的
妥
当
性
に
つ
い
て
、
激
し
い
議
論
が
行
わ
れ
ま
す
が
、
な
か
で

も
、
参
議
院
特
別
委
員
会
で
は
、
か
つ
て
都
区
調
整
協
議
会
の
中
立
委
員＊
３

で
あ
っ
た
岡
本
愛
祐
議
員
が
、
第
二
次
地
方
制
度
改

革
を
審
議
し
た
帝
国
議
会
で
の
政
府
説
明
・
答
弁
を
引
用
し
な
が
ら
、
政
府
案
は
憲
法
違
反
で
は
な
い
か
と
迫
り
、
民
主
制
度

・
民
主
政
治
の
基
本
で
あ
る
公
選
制
と
い
う
よ
う
な
憲
法
問
題
を
時
の
政
府
の
解
釈
で
行
う
べ
き
で
は
な
く
、
特
別
区
の
性
格

を
変
え
る
の
な
ら
ば
今
後
設
置
が
予
定
さ
れ
て
い
る
地
方
制
度
調
査
会
で
、
取
り
上
げ
審
議
す
べ
き
で
あ
る
と
追
求
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
国
務
大
臣
は
、
区
長
の
「
公
選
制
度
を
廃
止
し
て
も
憲
法
違
反
の
問
題
は
な
い
」
と
、
法
制
意
見
長
官＊
４

と
打
合
せ
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た
政
府
統
一
解
釈
を
示
し
て
、
法
案
は
成
立
し
た
の
で
し
た
。

＊
３　

都
区
調
整
協
議
会
中
立
委
員　

岡
本
愛
祐
議
員
は
、
昭
和
25
年
に
地

方
自
治
庁
の
勧
告
に
よ
っ
て
、
都
区
間
の
紛
争
を
仲
裁
す
る
た
め
に
設
置
さ

れ
た
都
区
調
整
協
議
会
の
中
立
委
員
の
ひ
と
り
で
、
当
時
参
議
院
地
方
行
政

委
員
長
で
し
た
。
な
お
、
詳
し
く
は
本
書
の
シ
リ
ー
ズ
『
物
語
２
』
の
69
頁

以
降
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
４　

法
制
意
見
長
官　

現
在
の
内
閣
法
制
局
長
官
に
相
当
す
る
職
。
法
制

局
が
占
領
期
（
昭
和
23
年
～
27
年
）
に
廃
止
さ
れ
て
設
置
さ
れ
た
法
務
府
の

長
官
の
一
人
で
、
法
律
案
・
政
令
案
・
条
例
案
の
審
査
を
所
管
す
る
部
署
の

長
。
当
時
は
、
憲
法
や
法
律
に
つ
い
て
の
内
閣
統
一
解
釈
は
法
制
意
見
長
官

が
示
す
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

◆
裁
判
所
の
対
応

こ
う
し
て
、
特
別
区
の
自
治
権
拡
充
運
動
は
公
選
制
廃
止
違
憲
論
に

結
び
つ
い
た
復
権
運
動
と
な
り
、
そ
の
手
始
め
は
文
京
区
議
会
議
員
三

名
が
個
人
の
資
格
で
最
高
裁
判
所
に
国
（
法
務
大
臣
）
を
相
手
に
起
こ

し
た
訴
訟
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
訴
え
で
、
昭
和
27
年
の
改
正
に
よ

る
「
区
長
公
選
制
廃
止
」
は
、
憲
法
違
反
で
無
効
で
あ
る
こ
と
の
確
認

を
求
め
ま
し
た
が
、
昭
和
28
（
１
９
５
３
）
年
６
月
に
最
高
裁
判
所
第

鈴木俊一氏の回想　区長公選制の廃止

昭和27年の大幅な地方自治法改革当時、自治庁の次長であった鈴木俊
一氏は、区長公選制廃止について、次のように回想されています。
「特別区の区長の公選廃止は27年改正の最大の事項であった。特別区

長の公選制を廃止してくれということを強く言ってきたのは、安井誠一
郎東京都知事であった。安井さん一人だけではなく、副知事や局長等も
同様の意見だった。[…]戦後の改正で区長が直接選挙になってからは、
区長は知事と対等というだけでなく、知事に対して非常に反抗的にさえ
なって、仕事がうまく進まないことが多かった。［…］これでは都も仕
事ができないから、どうしても知事が区議会の同意を得て任命するとい
う形にしてくれと言ってきた。」（『回想・地方自治五十年』より）
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三
小
法
廷
は
、
憲
法
第
81
条
で
定
め
る
最
高
裁
判
所
の
違
憲
審
査
権
は
、
具
体
的
な
訴
訟
に
つ
い
て
審
判
す
る
た
め
に
必
要
な

範
囲
に
お
い
て
行
使
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
最
高
裁
判
所
の
管
轄
に
つ
い
て
、
裁
判
所
法
は
一
審
裁
判
所
と
し
て
の
管

轄
権
を
規
定
し
て
い
な
い
か
ら
、
最
高
裁
判
所
が
審
判
す
べ
き
訴
え
で
は
な
い
と
し
て
、
内
容
審
査
に
入
ら
ず
訴
え
は
却
下
さ

れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
昭
和
28
（
１
９
５
３
）
年
９
月
か
ら
昭
和
33
（
１
９
５
８
）
年
９
月
に
か
け
て
選
任
区
長
が
誕
生
す
る

た
び
に
、
渋
谷
区
民
、
世
田
谷
区
民
、
目
黒
区
民
、
文
京
区
民
、
北
区
民
か
ら
、
選
任
の
根
拠
法
令
（
地
方
自
治
法
）
の
審
査

と
区
長
選
任
が
無
効
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
求
め
る
都
合
７
件
の
訴
訟＊
５

が
、
繰
り
返
し
東
京
地
方
裁
判
所
に
提
訴
さ
れ
、
う
ち

１
件
は
最
高
裁
判
所
ま
で
上
告
さ
れ
ま
し
た
が
、
い
ず
れ
も
、
具
体
的
な
法
律
関
係
に
つ
い
て
の
紛
争
に
関
す
る
も
の
で
は
な

い
こ
と
、
選
挙
権
の
性
質
か
ら
み
て
個
人
の
具
体
的
な
権
利
義
務
に
直
接
関
係
の
あ
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
理
由

に
却
下
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
、
法
廷
に
お
け
る
違
憲
論
争
は
、
昭
和
37
（
１
９
６
２
）
年
２
月
の
い
わ
ゆ
る
「
野
瀬
判

決
」（
51
頁
）
ま
で
、
影
を
ひ
そ
め
ま
す
。

＊
５　

７
件
の
訴
訟　

提
訴
の
仕
方
は
、
①
区
長
就
任
が
無
効
で
あ
る
と
す
る
訴
え
、
②
自
治
法
の
区
長
選
任
規
定
が
憲
法
違
反
だ
と
す
る

訴
え
、
③
そ
の
両
方
と
異
な
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
区
長
公
選
制
の
廃
止
が
憲
法
違
反
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
る
も
の
で
す
。
○
渋
谷
区
で
は
、

昭
和
28
年
９
月
に
７
人
の
区
民
か
ら
渋
谷
区
長
が
提
訴
さ
れ
、
翌
年
11
月
に
一
審
（
東
京
地
方
裁
判
所
）
は
却
下
、
昭
和
31
年
４
月
の
二
審

（
東
京
高
等
裁
判
所
）
で
は
控
訴
破
棄
と
な
っ
て
い
ま
す
。
○
世
田
谷
区
で
は
、
昭
和
28
年
10
月
に
①
４
人
の
区
民
が
区
長
を
提
訴
し
、
②
１

人
の
区
民
が
区
議
会
・
都
知
事
・
国
を
被
告
に
提
訴
し
ま
し
た
が
、
翌
年
11
月
に
一
審
は
①
②
の
い
ず
れ
も
却
下
、
二
審
で
は
昭
和
30
年
５

月
に
①
が
破
棄
さ
れ
、
②
は
同
年
４
月
に
破
棄
さ
れ
上
告
し
、
翌
31
年
２
月
最
高
裁
判
所
第
二
小
法
定
が
上
告
を
棄
却
し
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、
区
長
・
区
議
会
・
都
知
事･

国
を
訴
え
る
訴
訟
は
、
昭
和
30
年
６
月
に
目
黒
区
、
同
年
９
月
に
文
京
区
、
昭
和
33
年
６
月
に
再
び

目
黒
区
、
同
年
９
月
に
北
区
で
提
起
さ
れ
、
い
ず
れ
も
一
審
で
却
下
さ
れ
て
い
ま
す
。
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三
　
復
権
理
論
の
構
築

政
府
は
、
リ
ッ
ジ
ウ
エ
ー
声
明
に
始
ま
っ
た
「
占
領
政
策
の
見
直
し＊

１

」
の
一
環
と
し
て
地
方
制
度
の
改
革
を
俎
上
に
載
せ
、

昭
和
27
（
１
９
５
２
）
年
の
地
方
自
治
法
改
正
に
つ
づ
い
て
、
さ
ら
に
改
革
す
べ
き
も
の
が
あ
る
と
し
て
同
年
８
月
18
日
地
方

制
度
調
査
会＊
２

を
設
置
し
ま
す
。

第
１
次
地
方
制
度
調
査
会
は
、
行
政
部
会
と
財
政
部
会
に
分
か
れ
て
審
議
を
開
始
し
ま
す
が
、
切
迫
す
る
地
方
自
治
体
の
財

政
問
題
を
中
心
に
審
議
を
優
先
し
、「
地
方
制
度
の
根
本
的
改
革
」
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
当
面
と
る
べ

き
措
置
と
し
て
、
昭
和
28
（
１
９
５
３
）
年
10
月
、「
地
方
制
度
の
改
革
」
を
答
申
し
ま
す
。
ま
た
、
同
年
12
月
、
最
後
の
総

会
で
「
首
都
制
度
及
び
大
都
市
制
度
」
を
含
む
五
つ
の
調
査
事
項＊
３

を
決
定
し
次
の
調
査
会
へ
引
き
継
ぎ
ま
す
。

こ
う
し
て
、
い
よ
い
よ
首
都
東
京
の
自
治
の
あ
り
方
が
俎
上
に
上
る
こ
と
に
な
り
、
特
別
区
も
都
も
そ
れ
ぞ
れ
の
構
想
を
地

方
制
度
調
査
会
へ
反
映
さ
せ
る
べ
く
動
き
だ
し
ま
す
。

＊
１　

占
領
政
策
の
見
直
し　

昭
和
25
年
６
月
の
朝
鮮
戦
争
勃
発
は
、
連
合
国
の
対
日
政
策
に
大
き
な
転
換
を
も
た
ら
し
、
昭
和
26
年
４
月
、

最
高
司
令
官
が
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
か
ら
リ
ッ
ジ
ウ
エ
ー
中
将
に
交
代
し
ま
す
。
同
年
５
月
１
日
、
新
司
令
官
は
、
日
本
占
領
の
終
了
を
視

野
に
、「
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
る
管
理
緩
和
」
と
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
時
代
に
発
し
た
指
令
に
よ
る
民
主
改
革
を
「
見
直
し
再
検
討
す
る
権
限
」
を
日
本
政

府
に
付
与
す
る
と
宣
言
し
ま
す
。
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＊
２　

地
方
制
度
調
査
会　

50
人
の
委
員
と
20
人
以
内
の
臨
時
委
員
で
構
成
さ
れ
た
内
閣
総
理
大
臣
の
諮
問
機
関
で
す
。
昭
和
27
年
12
月
17

日
の
第
１
回
総
会
で
、
地
方
自
治
庁
長
官
の
「
わ
が
国
の
実
状
に
則
り
、
一
層
合
理
的
な
安
定
し
た
地
方
制
度
を
確
立
」
し
た
い
と
の
挨
拶

か
ら
も
、
制
度
が
現
実
に
合
っ
て
い
な
い
と
の
政
府
の
認
識
を
窺
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

＊
３　

五
つ
の
調
査
項
目　

地
方
制
度
の
根
本
的
改
革
に
関
す
る
問
題
と
し
て
、
①
道
府
県
制
度
・
道
州
制
、
②
国
の
地
方
出
先
機
関
、
③

首
都
制
度
及
び
大
都
市
制
度
、
④
地
方
公
共
団
体
の
機
構
、
⑤
地
方
財
政
制
度
の
５
事
項
を
決
定
し
、
そ
の
検
討
を
次
の
調
査
会
に
引
継
い

で
い
ま
す
。

三
‐
一
　
特
別
区
の
構
想

昭
和
29
（
１
９
５
４
）
年
７
月
に
発
足
し
た
第
２
次
地
方
制
度
調
査
会
は
、
自
治
庁
長
官
よ
り
、
道
府
県
及
び
道
州
制
の
問

題
・
首
都
制
及
び
大
都
市
制
の
問
題
等
の
諮
問
を
う
け
、
第
１
次
か
ら
引
き
継
い
だ
調
査
項
目
に
「
国
と
地
方
団
体
と
の
行
政

事
務
の
適
正
な
配
分
」
の
１
項
を
加
え
、
審
議
を
開
始
し
ま
す
。
こ
う
し
た
国
の
動
き
に
対
し
、
同
年
８
月
に
全
国
市
長
会
は

府
県
制
廃
止
を
打
ち
出
し
、
９
月
に
全
国
都
道
府
県
議
会
議
長
会
は
地
方
制
度
改
革
意
見
を
表
明
、
次
い
で
10
月
に
全
国
知
事

会
も
意
見
を
表
明
し
11
月
に
は
府
県
制
度
・
道
州
制
度
に
関
す
る
意
見
を
発
表
し
、
全
国
都
道
府
県
議
会
議
長
会
は
道
州
制
反

対
の
意
見
を
発
表
す
る
な
ど
地
方
自
治
体
の
あ
り
方
が
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
動
き
を
み
て
い
た
区
長
会
も
、
公
選
区
長
の
任
期
が
切
れ
る
前
に
、
急
い
で
地
方
制
度
調
査
会
に
提
出
す
べ
き

意
見
書
を
つ
く
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
昭
和
29
（
１
９
５
４
）
年
11
月
16
日
の
定
例
会
で
、
区
長
会
幹
事
（
港
・
文
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京
・
品
川
・
杉
並
・
江
戸
川
）
と
ブ
ロ
ッ
ク
代
表

（
中
央
・
文
京
〈
兼
〉・
大
田
・
中
野
・
江
東
）
を
互

選
し
、
杉
並
区
長
を
委
員
長
に
推
挙
し
て
区
長
会

に
「
首
都
自
治
制
度
調
査
会
」
を
立
ち
上
げ
ま
す
。

翌
12
月
16
日
に
開
催
さ
れ
た
第
１
回
の
調
査
会

で
は
、
事
務
局
が
準
備
し
た
参
考
資
料
の
説
明
を

う
け
、
各
委
員
が
明
春
に
開
催
す
る
第
２
回
ま
で

に
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
て
く
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
う
し
た
顛
末
は
、
年
が
明
け
た
昭
和
30
（
１
９

５
５
）
年
１
月
６
日
の
区
長
会
・
議
長
会
の
合
同

役
員
会
で
、
区
長
会
か
ら
報
告
さ
れ
、
議
長
会
は

「
首
都
自
治
制
度
の
構
想
」
の
検
討
を
了
承
し
作

業
を
区
長
会
に
一
任
し
ま
す
。

同
年
１
月
31
日
の
第
２
回
調
査
会
で
は
、
各
委

員
の
検
討
結
果
を
基
に
審
議
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
、

次
回
に
「
首
都
自
治
制
度
の
構
想
」
の
試
案
と
外

国
の
大
都
市
制
度
に
関
す
る
資
料
の
提
出
を
、
事

区
長
会
事
務
局
提
出
資
料

首
都
自
治
制
度
調
査
会
の
委
員（
区
長
）が
年
内
に
検
討
し
た
資
料
は
、

お
よ
そ
次
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
。

一
　
特
別
区
及
び
識
者
の
意
見

１　

神
戸
委
員
会
提
出
意
見
等

特
別
区
「
首
都
市
の
構
想
」・
東
京
都
「
行
政
区
の
構
想
」・
弓
家

七
郎
意
見
・
東
京
市
政
調
査
会
意
見

２　

杉
村
章
三
郎
「
都
制
改
革
私
案
」（
衆
議
院
公
聴
会
口
述
補
足
）

３　

蝋
山
政
道
「
地
方
都
設
置
の
要
綱
」（
市
制
二
卷
一
号
所
蔵
） 　

４　

都
議
会
自
由
党
政
務
調
査
会
長
私
案
「
首
都
法
の
基
本
構
想
」

５　

都
議
会
地
方
制
度
調
査
特
別
委
員
会
決
定
「
調
査
方
針
」

６　

磯
崎
辰
五
郎
「
東
京
都
の
制
度
に
関
す
る
所
見
」

二
　
区
の
制
度
に
関
す
る
諸
案
と
意
見
等
（
主
に
帝
国
議
会
）

１　

 
提
出
議
案
一
覧
表
（
明
治
二
六
年
～
昭
和
一
五
年
の
主
と
し
て
都

制
案
中
関
係
箇
所
）

２　

大
正
一
三
年
政
府
提
出
「
区
制
案
」
と
「
提
案
説
明
」

３　

昭
和
八
年
・
意
見
・
中
島
賢
蔵
・
質
疑
・
都
制
委
員
会

昭
和
一
一
年
・
意
見
・
池
田
宏
・
浅
沼
稲
次
郎
・
加
藤
勘
十
・
船

田
中
・
長
谷
川
久
一
・
報
知
新
聞
・
等

４　

 

昭
和
一
三
年
・
意
見
・
吉
川
末
次
郎
・
宮
沢
俊
義
・
金
谷
重
義
・

宇
賀
田
順
三
・
三
沢
寛
一
・
読
売
新
聞
・
報
知
新
聞
・
衆
参
両
院
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の
質
疑

５　

 

昭
和
二
一
年
・
速
記
録
抄
録
（
本
会
議
・
衆
議
院
委
員
会
・
貴
族

院
委
員
会
）・
改
正
地
方
制
度
資
料
第
二
部

６　

昭
和
二
二
年
・
貴
族
院
委
員
会
・
衆
議
院
委
員
会
の
速
記
録
抄
録

三
　
特
別
区
の
沿
革

　

①
区
域
、
②
機
関
、
③
性
格
、
④
事
務
所
、
⑤
警
察
と
の
関
係

（「
特
別
区
政
の
変
遷
」
総
括
編
［
そ
の
六
］
よ
り
作
成
）

務
局
に
下
命
し
ま
す
。
こ
う
し
て
、
翌
２
月
16
日

に
開
催
さ
れ
た
第
３
回
調
査
会
で
は
、
事
務
局
か

ら
、「
構
想
の
試
案
」
と
外
国
の
首
都
ニ
ュ
ー
ヨ

ー
ク
市
・
ロ
ン
ド
ン
県
・
パ
リ
市
・
旧
ベ
ル
リ
ン

市
に
お
け
る
区
の
制
度
に
関
す
る
資
料
の
説
明
、

及
び
地
方
制
度
調
査
会
の
審
議
状
況
な
ど
の
報
告

を
う
け
て
、
審
議
の
う
え
「
首
都
自
治
制
度
の
構
想
（
試
案
）」
を
決
定
し
、
同
日
開
か
れ
た
区
長
会
・
議
長
会
合
同
会
に
提

出
し
、
特
別
区
の
構
想
と
し
て
仮
決
定
し
ま
し
た
。

仮
決
定
さ
れ
た
構
想
の
骨
格
は
こ
う
な
り
ま
す
。
特
別
区
の
区
域
を
東
京
特
別
市＊
１

と
し
、
そ
の
な
か
に
特
別
区
を
設
け
ま
す
。

東
京
特
別
市
と
特
別
区
の
あ
い
だ
で
、
新
た
に
事
務
と
財
源
を
配
分
し
ま
す
が
、
そ
れ
以
外
は
当
時
の
地
方
自
治
法
に
あ
っ
た

特
別
市
の
制
度
と
法
改
正
前
の
特
別
区
の
制
度
に
基
づ
き
ま
す
。
新
し
い
こ
と
は
、
東
京
特
別
市
と
特
別
区
及
び
特
別
区
相
互

間
の
連
絡
調
整
の
た
め
に
、
公
選
の
東
京
特
別
市
長
と
特
別
区
長
で
構
成
員
す
る
「
東
京
特
別
市
区
理
事
会
」
を
置
く
と
い
う

も
の
で
し
た
。

第
２
次
地
方
制
度
調
査
会
に
向
け
て
、
３
か
月
と
い
う
わ
ず
か
な
期
間
に
素
早
く
構
想
を
立
案
で
き
た
の
は
、
か
つ
て
、
区

長
会
・
議
長
会
・
自
治
権
拡
充
委
員
長
会
の
共
同
に
な
る
「『
二
十
三
首
都
市
』
の
方
式＊
２

」
が
あ
り
、
四
者
全
員
合
同
会
が
決

定
し
た
「
要
請
要
領＊
３

」
が
既
に
特
別
区
の
共
通
認
識
と
し
て
あ
っ
た
か
ら
で
し
た
。
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し
か
し
、
こ
の
首
都
自
治
制
度
の
構
想
（
試
案
）
は
、
地
方
制
度
調
査
会
が
窮
乏
す
る
地
方
税
財
政
対
策
や
道
州
制
等
の
審

議
に
追
わ
れ
た
め
に
陽
の
目
を
み
る
機
会
が
な
く
、
昭
和
33
（
１
９
５
８
）
年
10
月
の
第
６
次
地
方
制
度
調
査
会
の
発
足
ま
で
、

区
長
会
・
議
長
会
の
仮
決
定
の
ま
ま
出
番
を
ま
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

＊
１　

特
別
市　

地
方
自
治
法
第
三
編
第
一
章
の
第
２
６
４
条
か
ら
第
２
８
０
条
ま
で
は
昭
和
31
年
の
改
正
で
削
除
さ
れ
、
現
在
で
も
「
削

除
」
と
記
載
さ
れ
た
ま
ま
残
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
都
道
府
県
の
区
域
外
に
置
か
れ
る
特
別
市
制
度
が
規
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の

特
別
市
の
要
件
は
、
市
で
あ
る
こ
と
、
人
口
が
五
十
万
人
以
上
で
あ
る
こ
と
、
法
律
で
指
定
す
る
こ
と
の
三
つ
で
し
た
。
ま
た
、
特
別
市
に

条
例
で
置
か
れ
る
行
政
区
に
は
公
選
の
区
長
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
制
度
は
、
五
大
市
を
対
象
と
し
た
大
都
市
制
度

の
問
題
と
し
て
地
方
自
治
法
施
行
以
来
激
し
い
論
議
が
あ
り
、
昭
和
31
年
の
改
正
で
第
二
編
に
新
た
に
第
十
二
章
大
都
市
等
に
関
す
る
特
例

（
指
定
都
市
）
が
追
加
さ
れ
て
、
特
別
市
制
度
は
実
施
さ
れ
ぬ
ま
ま
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

＊
２

二
十
三
首
都
市
の
方
式　

区
を
都
の
区
域
か
ら
独
立
し
た
23
の
首
都
市
と
し
、
そ
の
区
域
の
府
県
事
務
、
大
都
市
事
務
、
相
互
の
連

絡
調
整
事
務
は
連
合
体
を
組
織
し
て
執
行
す
る
自
治
方
式
。
経
緯
等
は
、『
物
語
２
』
の
89
頁
を
参
照
。

＊
３　

要
請
要
項　

昭
和
26
年
12
月
、
四
者
全
員
合
同
会
（
区
長
会
・
議
長
会
・
自
治
権
拡
充
委
員
長
会
・
財
政
委
員
長
会
の
全
員
）
は
、

今
後
の
基
本
方
針
（
自
治
制
度
を
担
当
す
る
政
府
・
国
会
・
政
党
・
地
方
制
度
調
査
会
が
納
得
で
き
る
よ
う
に
、
理
論
的
・
科
学
的
・
紳
士

的
に
推
進
す
る
。）
を
決
定
し
、
今
後
の
要
請
行
動
の
要
項
を
定
め
ま
す
。
要
項
は
、
基
礎
的
自
治
体
へ
の
復
帰
を
基
本
に
、
行
政
権
・
財
政

権
・
人
事
権
・
議
会
の
組
織
運
営
の
内
容
や
改
正
す
べ
き
13
の
法
令
の
条
文
案
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
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三
‐
二
　
都
の
執
着

昭
和
30
（
１
９
５
５
）
年
代
に
入
り
、
首
都
建
設
法
に
基
づ
く
東
京
の
復
興
事
業
は
み
る
べ
き
成
果
が
挙
が
ら
な
い
ま
ま
に
、

区
部
へ
の
人
口
・
産
業
の
集
中
は
増
加
の
一
途
を
た
ど
り
、
交
通
・
住
宅
・
環
境
衛
生
な
ど
「
東
京
プ
ロ
ブ
レ
ム
」
と
い
わ
れ

る
都
市
問
題
が
深
刻
化
し
は
じ
め
ま
す
。

こ
う
し
た
中
で
、
４
月
の
第
３
回
統
一
地
方
選
挙
で
都
知
事
に
立
候
補
し
た
現
職
の
安
井
誠
一
郎
は
、
首
都
復
興
の
最
後
の

仕
上
げ
の
た
め
、「
首
都
圏
の
構
想
」
を
視
野
に
入
れ
た
「
グ
レ
ー
タ
ー
東
京＊
１

」
の
実
現
を
訴
え
て
３
選
を
果
た
し
ま
す
。
オ

リ
ン
ッ
ピ
ッ
ク
も
見
す
え
て
首
都
の
復
興
を
急
ぎ
、
そ
の
た
め
に
は
特
別
区
の
自
治
権
を
制
限
し
て
都
が
権
限
を
も
つ
必
要
が

あ
る
と
考
え
る
安
井
知
事
の
続
投
は
、
地
方
制
度
調
査
会
へ
照
準
を
定
め
た
特
別
区
に
と
つ
て
、
無
視
で
き
な
い
問
題
と
な
り

ま
す
。＊

１　

グ
レ
ー
タ
ー
東
京　

昭
和
30
年
６
月
か
ら
首
都
建
設
の
基
本
構
想
と
し
て
、
国
の
首
都
建
設
委
員
会
が
検
討
し
て
い
た
「
首
都
圏
の

構
想
（
素
案
）」
の
こ
と
で
、
都
知
事
は
、
昭
和
25
年
４
月
の
首
都
建
設
法
制
定
以
来
、
建
設
大
臣
を
委
員
長
と
す
る
首
都
建
設
委
員
会
の
委

員
（
８
人
）
で
し
た
。

　

◆
行
政
区
化
の
思
惑

一
方
、
特
別
区
で
は
４
月
30
日
に
区
議
会
議
員
選
挙
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
半
数
の
区
議
会
で
は
議
長
な
ど
議
会
の
構
成
が

す
ぐ
に
は
決
ま
っ
て
い
な
い
だ
け
で
な
く
、
区
長
の
選
任
が
多
く
の
区
で
な
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
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そ
ん
な
５
月
26
日
の
役
員
区
長
会
で
、
不
可
解
な
出
来
事
が
起
こ
り
ま
す
。

出
席
し
て
い
た
都
の
行
政
部
長
が
、
相
談
し
た
い
こ
と
が
あ
る
と
い
っ
て
、「
改
正
案
要
綱＊
２

」
と
題
す
る
文
書
を
示
し
、
区

側
の
意
見
を
求
め
て
き
ま
し
た
。
特
別
区
に
関
す
る
地
方
自
治
法
改
正
の
自
治
庁
案
で
、
今
次
の
特
別
国
会
で
審
議
が
予
定
さ

れ
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。

全
国
市
町
村
と
は
別
に
、
特
別
区
だ
け
を
対
象
と
し
て
権
能
や
実
態
を
理
由
に
権
限
を
縮
小
す
る
改
正
案
の
提
示
を
う
け
、

役
員
区
長
会
は
、
23
区
議
会
が
ま
だ
構
成
さ
れ
て
い
な
い
区
側
の
空
白
時
に
、「
空
き
巣
狙
い
の
よ
う
な
や
り
方
」
は
面
白
く

な
い
と
憤
慨
し
ま
す
。
し
か
し
、
閣
議
決
定
が
来
週
31
日
に
迫
っ
て
い
る
の
で
、
急
き
ょ
臨
時
区
長
会
を
召
集
し
、
ま
た
議
長

に
も
連
絡
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。

同
月
27
日
午
前
９
時
30
分
、
召
集
さ
れ
た
臨
時
区
長
会
で
は
、
議
長
が
定
ま
る
の
を
待
っ
て
か
ら
で
は
遅
い
、
区
長
会
の
責

任
で
手
を
打
つ
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
一
般
的
な
改
正
で
な
く
特
別
区
だ
け
の
権
限
の
縮
小
に
は
反
対
で
あ
る
と
し
て
、

直
ち
に
自
治
庁
と
都
に
対
し
反
対
の
意
思
を
表
明
す
る
こ
と
を
決
定
し
ま
す
。

ひ
き
続
き
同
日
午
前
10
時
30
分
か
ら
正
午
に
か
け
て
臨
時
議
長
会
が
開
か
れ
、
集
ま
っ
た
13
区
の
議
長
に
区
長
会
会
長
か
ら

こ
と
の
顚
末
が
報
告
さ
れ
ま
す
。
座
長
を
務
め
た
練
馬
区
議
会
議
長
は
、
①
区
長
会
の
決
定
に
同
調
す
る
こ
と
、
②
30
日
に
、

ブ
ロ
ッ
ク
代
表
と
し
て
中
央
・
北
・
品
川
・
練
馬
・
足
立
の
議
長
が
区
長
会
役
員
と
同
行
す
る
こ
と
、
③
明
日
、
議
長
の
有
志

で
非
公
式
に
自
治
庁
長
官
に
接
触
す
る
こ
と
、
④
30
日
の
結
果
報
告
と
陳
情
書
の
写
し
を
各
区
に
送
付
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
各

区
で
議
決
し
て
自
治
庁
と
都
に
提
出
す
る
こ
と
、
の
４
点
を
ま
と
め
、
全
員
が
了
承
し
て
行
動
を
起
こ
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
う
し
て
５
月
30
日
の
午
前
に
自
治
庁
を
訪
れ
た
区
長
会
役
員
と
議
長
会
代
表
が
、
自
治
庁
長
官
（
国
務
大
臣
）
と
行
政
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部
長
に
面
会
し
、「
今
次
地
方
自
治
法
改
正
に
あ
た
り
、
都
か
ら
併
せ
て
特
別
区
制
も
改
正
す
る
と
の
連
絡
を
受
け
た
。
現
在
、

地
方
制
度
調
査
会
で
首
都
制
に
つ
い
て
研
究
中
と
聞
い
て
い
る
が
、
そ
の
最
中
に
特
別
区
制
に
つ
い
て
手
を
着
け
な
い
で
い
た

だ
き
た
い
。」
と
陳
情
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
な
ん
と
、
長
官
か
ら
は
、
事
務
当
局
が
都
と
話
し
て
い
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る

が
「
特
別
区
の
問
題
は
、
今
回
の
改
正
に
は
入
れ
て
い
な
い
。」
と
の
明
言
が
あ
り
、
ま
た
、
同
席
の
自
治
庁
行
政
部
長
か
ら

は
「
都
か
ら
話
し
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
だ
が
、
今
回
の
法
律
改
正
で
は
考
え
な
い
と
話
し
て
あ
る
。」
と
の
返
事
が
あ
り
ま

し
た
。
さ
ら
に
、「
政
令
で
や
ら
れ
て
は
困
る
」
と
の
区
側
の
確
認
の
問
い
に
は
、
そ
れ
ら
は
「
法
律
事
項
で
あ
る
。」
と
の
回

答
が
あ
り
ま
し
た
。

次
い
で
、
そ
の
日
の
午
後
に
都
庁
を
訪
れ
た
一
行
に
対
し
て
、
対
応
し
た
副
知
事
は
、「
特
別
区
の
権
限
縮
小
な
ど
全
然
考

え
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
法
律
改
正
運
動
な
ど
一
切
や
っ
て
い
な
い
。
区
の
趣
旨
を
よ
く
知
事
に
伝
え
る
。」
と
の
回
答

が
あ
っ
た
の
で
し
た
。

こ
の
結
果
は
30
日
に
区
長
会
会
長
よ
り
各
区
長
に
報
告
さ
れ
自
治
庁
長
官
の
言
明
を
信
じ
、
区
ご
と
に
準
備
し
て
い
た
「
陳

情
書
を
議
決
し
波
状
的
に
行
動
す
る
計
画
」
は
中
止
さ
れ
ま
し
た
。

法
律
案
は
、
翌
日
31
日
の
閣
議
で
決
定
さ
れ
ま
す
が
、
特
別
区
制
に
つ
い
て
は
、「
公
衆
用
ご
み
容
器
の
設
置
及
び
維
持
管

理
」
が
特
別
区
の
事
務
に
加
え
ら
れ
た
ほ
か
に
は
手
が
つ
け
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

結
局
、
都
の
行
政
部
長
の
不
可
解
な
言
動
に
振
り
回
さ
れ
た
形
と
な
り
、
区
長
と
議
長
は
都
の
真
意
を
計
り
き
れ
な
い
ま
ま

で
し
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
特
別
区
の
行
政
区
化
」
へ
と
い
う
都
の
執
念
の
一
端
が
垣
間
見
え
た
騒
動
で
し
た
。

な
お
、
こ
の
昭
和
30
年
の
地
方
自
治
法
改
正
案
は
、
地
方
公
共
団
体
に
基
礎
（
市
町
村
）
と
広
域
（
府
県
）
と
い
う
区
分
を
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は
じ
め
て
導
入
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
や
事
務
配
分
な
ど
を
定
め
る
も
の
で
し
た
。
こ
れ
は
地
方
制
度
調
査
会
の
第
１
次
答
申

に
よ
る
も
の
で
す
。
一
方
、
答
申
の
基
本
部
分
に
あ
た
る
「
行
政
の
簡
素
化
・
合
理
化
及
び
能
率
化
」
は
、
行
政
委
員
会
制
度

の
廃
止
を
含
み
、
議
会
の
権
能
を
縮
小
し
そ
の
活
動
を
制
限
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
地
方
議
会
か
ら
強
力
な
反
対
運
動＊
３

が

起
こ
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
改
選
後
の
区
議
会
も
、
特
別
区
を
挙
げ
て
地
方
自
治
擁
護
の
運
動
を
展
開
す
べ
き
だ
と
騒
然
と
し
ま
す
が
、
区

長
会
・
議
長
会
の
執
行
部
の
判
断
は
、
自
治
庁
と
事
を
構
え
ず
第
２
次
地
方
制
度
調
査
会
の
審
議
項
目
に
挙
が
っ
て
い
る
「
首

都
制
」
に
向
け
て
「
紳
士
的
・
理
論
的
」
に
運
動
を
す
す
め
る
方
針
を
再
確
認
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
区
議
会
議
長
会
は
、

都
議
会
議
長
か
ら
協
力
要
請
を
う
け
た
同
年
６
月
26
日
実
施
の
「
全
国
地
方
議
員
に
よ
る
東
京
大
会
」
に
つ
い
て
区
議
会
議
員

の
参
加
を
了
承
し
て
い
ま
す
。

法
律
案
は
、
こ
う
し
た
地
方
議
会
の
反
対
運
動
の
た
め
に
審
議
に
入
れ
ず
、
明
け
て
昭
和
31
（
１
９
５
６
）
年
の
第
24
回
国

会
で
、
内
容
に
修
正
・
緩
和
が
加
え
ら
れ
、
再
度
提
出
さ
れ
て
成
立
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
も
っ
て
、
民
主
化
最
優
先
の
時
代
が

終
わ
り
、
新
し
い
時
代
（
新
中
央
集
権
体
制
）
に
入
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

＊
２　

改
正
案
要
綱　

提
示
さ
れ
た
要
綱
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
し
た
。

①
特
別
区
の
権
能
に
か
ん
が
み
、
区
議
会
に
常
任
委
員
会
を
置
か
な
い
こ
と
。
②
特
別
区
の
実
態
に
か
ん
が
み
、
助
役
及
び
収
入
役
は
、

都
の
事
務
吏
員
又
は
区
の
事
務
吏
員
か
ら
任
命
す
る
こ
と
。
③
都
区
関
係
の
特
殊
性
に
適
合
さ
せ
る
た
め
、
支
所
、
出
張
所
及
び
部
課
の
設

置
・
廃
止
は
、
予
め
都
知
事
に
協
議
す
る
こ
と
。
④
区
の
境
界
変
更
は
、
都
知
事
が
区
の
意
見
を
き
い
て
定
め
る
こ
と
。
⑤
区
長
は
、
議
長

の
申
出
に
よ
り
、
区
配
属
の
都
職
員
を
区
議
会
事
務
部
局
に
配
属
で
き
る
こ
と
。
⑥
特
別
区
の
公
平
委
員
会
は
廃
止
し
、
都
の
人
事
委
員
会
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が
処
理
す
る
こ
と
。
⑦
特
別
区
は
、
公
共
便
所
及
び
公
衆
用
ご
み
容
器
の
設
置
及
び
維
持
管
理
が
で
き
る
こ
と
。

＊
３　

反
対
運
動　

昭
和
30
（
１
９
５
５
）
年
５
月
24
日
か
ら
、
全
国
都
道
府
県
議
会
議
長
会
、
全
国
市
議
会
議
長
会
、
全
国
町
村
会
議
長

会
の
三
団
体
に
よ
る
個
別
反
対
陳
情
が
始
ま
り
、
６
月
８
日
か
ら
は
都
道
府
県
議
長
会
と
衆
参
両
院
議
員
の
反
対
署
名
運
動
に
入
り
、
26
日

に
は
三
団
体
主
催
に
よ
る
「
地
方
自
治
擁
護
全
国
議
員
大
会
」
が
東
京
で
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

◆
制
度
の
合
理
化

昭
和
30
（
１
９
５
５
）
年
７
月
、
安
井
知
事
は
、「
グ
レ
ー
タ
ー
東
京
」
の
実
現
を
め
ざ
し
て
「
都
政
審
議
会
条
例
案
」
を

都
議
会
に
提
出
し
ま
す
が
、
継
続
審
議
と
な
り
ま
し
た
。
同
年
12
月
の
都
議
会
に
、
一
部
修
正
し
条
例
名
も
「
都
制
調
査
会
条

例
」
に
変
更
し
て
改
め
て
提
出
し
、
よ
う
や
く
議
決
さ
れ
て
、
翌
31
（
１
９
５
６
）
年
１
月
12
日
公
布
施
行
と
な
り
ま
す
。

都
知
事
は
、
同
年
３
月
24
日
、
都
議
会
議
員
7
人
と
学
識
経
験
者
６
人
の
13
人
を
委
員
に
、
専
門
の
学
識
経
験
者
7
人
を
専

門
調
査
員
に
委
嘱
し
、
同
月
31
日
、
第
１
回
の
都
制
調
査
会
総
会
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
都
知
事
か
ら
の
諮
問
は
、「
都
の
行
政

制
度
お
よ
び
そ
の
合
理
的
運
営
方
策
に
つ
い
て
」
意
見
を
求
め
る
も
の
で
、
諮
問
文
の
別
紙
に
は
問
題
点
と
し
て
、
①
特
別
区

制
度
の
合
理
化
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
、
②
郡
部
お
よ
び
島
し
ょ
の
行
政
制
度
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
、
③
都
の
財
政
の
合
理

化
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
、
の
３
点
が
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
日
の
総
会
で
は
、
知
事
挨
拶
の
後
に
委
員
か
ら
の
質
疑
が
あ
り
、「
区
の
問
題
を
挙
げ
て
い
る
が
区
側
の
委
員
を
入
れ

る
必
要
は
な
い
の
か
」
と
の
質
問
に
、
知
事
は
「
こ
の
ま
ま
の
形
で
進
め
て
、
必
要
な
場
合
に
意
見
を
き
く
よ
う
に
し
た
い
」

と
答
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
他
の
委
員
か
ら
は
、「
政
治
問
題
の
渦
中
に
入
る
こ
と
な
く
運
営
し
て
ほ
し
い
」
と
の
注
文
も
で
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ま
し
た
が
、
調
査
会
は
、
諮
問
文
の
別
紙
に
あ
る
問
題
点
の
中
か
ら
、
理
事
者
側
の
要
望
に
基
づ
き
ま
ず
「
特
別
区
制
度
の
合

理
化
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
」
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
ま
す
。

つ
づ
く
４
月
18
日
の
第
2
回
総
会
で
は
、
会
長
に
首
都
建
設
委
員
会
委
員
の
次
田
大
三
郎
委
員
が
就
任
し
、
副
会
長
に
都

議
会
議
員
の
菊
地
民
一
委
員
が
指
名
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
追
加
さ
れ
た
専
門
調
査
員
（
雄
川
一
郎
東
大
助
教
授
）
の
紹
介
の
後
、

す
で
に
準
備
作
業
を
開
始
し
て
い
た
専
門
調
査
委
員
会
か
ら
、
調
査
方
針
と
調
査
方
式
に
つ
い
て
の
報
告
が
行
わ
れ
ま
す
。

こ
の
総
会
で
、
調
査
方
針
の
報
告
に
つ
い
て
、
会
長
か
ら
「
特
別
区
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
都
区
間
の
現
在
の
さ
し
あ
た
り

の
問
題
で
は
な
い
」
と
説
明
が
付
け
加
え
ら
れ
る
と
、
都
議
の
委
員
か
ら
「
問
題
を
し
ぼ
っ
て
、
現
実
の
問
題
解
決
の
方
向
に

し
た
ら
ど
う
か
」
と
の
発
言
が
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
「
現
実
の
問
題
解
決
策
を
作
る
と
い
う
こ
と
な
ら
、
私
は
ご
免
を
こ
う
む

り
た
い
。
将
来
の
大
東
京
に
な
っ
た
と
き
の
区
は
ど
う
か
と
い
う
広
い
視
野
か
ら
み
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
、
調
査
会
設
置
の
趣

旨
か
ら
も
適
当
で
な
い
。
現
実
の
問
題
は
、
都
議
会
な
り
、
区
と
都
の
間
で
解
決
す
べ
き
だ
」
と
の
田
中
二
郎
委
員
の
発
言
が

あ
り
、
こ
の
よ
う
な
総
会
の
様
子
は
区
側
に
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　
◆
特
別
区
の
対
応

区
側
で
は
、
調
査
会
の
所
掌
事
項
は
設
置
条
例
第
２
条
に
、
①
都
の
性
格
・
組
織
お
よ
び
機
構
に
関
す
る
こ
と
、
②
都
の
財

政
制
度
に
関
す
る
こ
と
、
③
都
と
国
と
の
関
係
に
関
す
る
こ
と
、
④
人
口
の
増
加
に
伴
う
広
域
行
政
に
関
す
る
こ
と
、
⑤
都
制

の
整
備
確
立
お
よ
び
都
の
行
財
政
の
管
理
の
合
理
化
に
関
す
る
こ
と
、
と
定
め
ら
れ
て
い
る
の
に
、
真
っ
先
に
特
別
区
制
を
取

上
げ
た
こ
と
に
驚
き
な
が
ら
、
都
制
の
調
査
で
あ
る
な
ら
ば
特
別
区
関
係
者
を
委
員
に
参
加
さ
せ
る
べ
き
だ
と
都
に
申
し
入
れ
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ま
す
。
し
か
し
、
都
は
必
要
が
あ
れ
ば
意
見
を
聴
く
機
会
を
与
え
る
と
し
て
、
区
側
の
参
加
を
認
め
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
う
し

た
こ
と
か
ら
、
特
別
区
側
は
、
都
は
特
別
区
を
行
政
区
と
す
る
た
め
に
、
こ
の
調
査
会
を
「
隠
れ
ミ
ノ
」
と
し
て
利
用
す
る
つ

も
り
だ
と
断
定
し
、
し
ば
ら
く
こ
の
調
査
会
設
置
を
黙
殺
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
し
た
。

そ
の
後
、
調
査
会
主
査
と
専
門
調
査
員
は
、
都
の
事
務
局
か
ら
都
政
・
区
政
の
概
要
な
ど
の
説
明
を
う
け
、
ま
た
同
年
６
月

13
日
の
第
６
回
打
合
せ
会
に
は
、
専
門
調
査
員
の
要
望
に
よ
り
、
特
別
区
協
議
会
の
事
務
局
長
が
特
別
区
の
陳
情
の
要
旨
・
地

方
自
治
法
改
正
前
と
改
正
後
の
都
区
行
財
政
の
調
整
に
つ
い
て
説
明
に
応
じ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
て
、
調
査
会
主
査
と
専
門
調
査
員
は
、
同
年
12
月
26
日
開
催
の
第
４
回
総
会
で
、
５
か
月
間
に
わ
た
っ
た
特
別
区
の

実
態
調
査
の
中
間
報
告
を
行
い
、
そ
の
後
、
調
査
会
は
本
格
的
な
審
議
に
入
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
第
４
回
総
会
で
特
別
区
が
注
目
し
た
の
は
、
本
格
的
な
審
議
に
入
る
た
め
に
新
た
に
知
事
が
追
加
し
た
６
名
の
新
委
員＊
４

に
、
木
下
義
介
氏
が
い
た
こ
と
で
し
た
。
木
下
氏
は
、
昭
和
30
（
１
９
５
５
）
年
６
月
か
ら
31
（
１
９
５
６
）
年
10
月
ま
で
世

田
谷
区
議
会
の
自
治
権
拡
充
委
員
長
で
あ
り
、
改
革
の
基
本
理
念
を
「
民
主
主
義
と
住
民
の
利
便
に
あ
る
」
と
し
て
い
ま
し
た
。

以
後
、
特
別
区
の
代
弁
者
と
し
て
活
躍
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

＊
４　

新
委
員　

調
査
会
の
委
員
は
条
例
で
20
人
以
内
と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
都
制
調
査
会
は
当
初
、
委
員
13
人
で
出
発
し
ま
し
た
が
、

都
知
事
は
、
追
加
委
員
と
し
て
、
朝
日
新
聞
論
説
委
員
土
屋
清
、
地
方
財
政
審
議
会
委
員
荻
田
保
、
日
本
専
売
公
社
総
裁
松
隈
秀
雄
、
東
京

新
聞
論
説
副
委
員
長
福
良
俊
之
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
会
長
水
野
東
太
郎
、
東
京
地
方
裁
判
所
調
停
委
員
木
下
義
介
、
の
６
氏
を
委
嘱
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
昭
和
32
年
６
月
３
日
の
都
制
調
査
会
総
会
で
の
区
長
会
会
長
・
議
長
会
会
長
の
意
見
陳
述
は
、
木
下
委
員
の
斡
旋
で
実
現

し
て
い
ま
す
。
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◆
黙
殺
か
ら
対
抗
へ

昭
和
32
（
１
９
５
７
）
年
4
月
24
日
の
都
制
調
査
会
総
会
は
、
６
月
に
答
申
を
行
う
こ
と
を
目
標
に
し
、
田
中
委
員
・
小
倉

委
員
・
荻
田
委
員
を
起
草
委
員
と
し
て
、
答
申
案
の
起
草
に
着
手
す
る
こ
と
を
決
定
し
ま
す
。
区
長
会
・
議
長
会
で
は
、
こ
の

間
の
審
議
の
核
心
が
区
の
性
格
を
「
自
治
区
」
と
す
べ
き
か
「
行
政
区
」
と
す
べ
き
か
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
結
論
は

「
区
長
は
知
事
が
任
命
し
、
区
の
性
格
は
行
政
区
と
す
る
」
も
の
と
予
想
し
ま
し
た
。

同
年
５
月
15
日
の
区
長
会
・
議
長
会
役
員
合
同
会
で
は
、
こ
の
ま
ま
都
制
調
査
会
の
動
向
を
黙
殺
す
る
こ
と
は
、
特
別
区
が

了
承
し
て
い
る
も
の
と
の
誤
解
を
世
間
に
与
え
る
恐
れ
が
あ
る
と
し
て
、
行
動
を
起
こ
す
こ
と
に
し
ま
す
。
そ
し
て
、
取
り
あ

え
ず
区
長
・
議
長
連
名
で
意
見
書
を
出
し
、
各
区
で
も
議
決
し
て
、
都
・
自
治
庁
・
地
方
制
度
調
査
会
に
特
別
区
の
組
織
及
び

運
営
に
関
す
る
意
見
書＊
５

を
提
出
す
る
こ
と
で
意
見
の
一
致
を
み
ま
し
た
。

こ
の
日
の
役
員
合
同
会
で
は
、
都
区
間
の
縄
張
争
い
と
の
印
象
を
避
け
る
た
め
に
、
世
論
喚
起
は
第
三
者
の
協
力
を
求
め
る

こ
と
が
決
定
さ
れ
て
、
同
月
16
日
の
区
長
会
、
17
日
の
議
長
会
に
報
告
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
了
承
さ
れ
ま
し
た
。

同
年
６
月
11
日
午
後
２
時
か
ら
開
か
れ
た
区
長
会
役
員
会
で
、
協
力
の
申
出
の
あ
っ
た
東
京
都
政
調
査
会＊
６

の
常
務
理
事
を
招

い
て
「
特
別
区
の
問
題
に
対
す
る
基
本
方
針
」
な
ど
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
、
２
時
半
か
ら
の
議
長
会
役
員
会
で
も
同
様
の
説

明
を
受
け
ま
し
た
。
引
き
つ
づ
き
３
時
に
開
催
さ
れ
た
「
区
長
会
・
議
長
会
・
役
員
合
同
会
」
に
お
い
て
協
議
し
、
第
三
者
に

よ
る
世
論
喚
起
に
つ
い
て
は
、
東
京
都
政
調
査
会
に
委
託
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
す
。

こ
の
と
き
、
東
京
都
政
調
査
会
の
示
し
た
基
本
方
針
は
次
の
と
お
り
で
す
。
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「
特
別
区
を
原
則
と
し
て
自
治
区
の
た
て
ま
え
と
す
る
か
、
行
政
区
＝
任
命
区
長
に
す
る
か
、
と
い
う
問
題
は
、
つ
き
つ
め

れ
ば
、
現
行
憲
法
の
規
定
に
そ
っ
て
民
主
主
義
を
つ
ら
ぬ
く
か
、
そ
れ
と
も
戦
前
の
よ
う
な
官
治
行
政
に
逆
戻
り
す
る
か
、
と

い
う
問
題
に
帰
着
す
る
。

し
か
し
、
残
念
な
が
ら
、
こ
の
大
切
な
問
題
が
、
都
民
＝
区
民
に
よ
く
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
や
や
も
す
れ

ば
、
都
区
の
縄
張
り
争
い
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
て
い
る
。
従
っ
て
世
論
に
訴
え
、
そ
の
支
持
を
得
る
こ
と
な
し
に
、
根
本
的

解
決
を
は
か
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

か
か
る
見
地
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
つ
ぎ
の
二
つ
の
方
法
を
と
り
た
い
。

第
一
に
は
、
特
別
区
の
自
治
権
確
立
の
意
味
や
問
題
点
を
、
誰
に
も
分
か
る
よ
う
に
、
ア
ッ
ピ
ー
ル
す
る
と
い
う
、
継
続
的

な
宣
伝
啓
蒙
活
動
を
行
う
こ
と
。
そ
の
対
象
は
、
地
元
の
い
ろ
い
ろ
な
市
民
団
体
、
有
識
者
か
ら
始
ま
っ
て
、
言
論
機
関
・
国

会
関
係
ま
で
。

第
二
に
は
、
都
政
調
査
会
独
自
の
立
場
か
ら
、
第
三
者
を
説
得
せ
し
め
る
よ
う
な
合
理
性
を
も
つ
『
特
別
区
の
あ
り
方
』
に

つ
い
て
の
調
査
意
見
書
を
つ
く
り
、
こ
れ
に
賛
意
す
る
学
者
、
政
治
家
、
著
名
人
な
ど
の
署
名
を
得
て
、
関
係
方
面
に
提
出
す

る
と
共
に
、
こ
れ
を
公
表
し
て
世
論
の
批
判
を
仰
ぐ
こ
と
。」

＊
５　

意
見
書　

組
織
と
運
営
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。
⑴
組
織
で
は
、
①
大
都
市
行
政
の
一
体
性
を
損
な
わ
な
い
限
り
に
お
い
て
、

最
大
の
自
治
権
を
有
す
る
公
共
団
体
と
す
る
こ
と
。
②
議
会
は
現
行
制
度
に
よ
る
こ
と
。
③
区
長
は
住
民
に
よ
る
直
接
選
挙
と
す
る
こ
と
。

④
住
民
に
身
近
な
事
務
は
、
特
別
区
の
事
務
と
し
都
の
事
務
で
も
区
ま
た
は
区
長
に
委
任
す
る
こ
と
。
⑵
運
営
で
は
、
①
都
区
連
絡
協
議
会

を
法
定
化
す
る
こ
と
。
②
納
付
区
・
交
付
区
の
制
度
を
な
く
す
こ
と
。
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＊
６　

東
京
都
政
調
査
会　

月
刊
の
『
都
政
』
を
発
行
す
る
財
団
法
人
で
、
学
者
側
役
員
理
事
に
大
内
兵
衛
法
政
大
学
総
長
・
鈴
木
武
雄
武

蔵
大
学
教
授･

鵜
飼
信
成
東
京
大
学
教
授
・
藤
田
武
夫
立
教
大
学
教
授
・
柴
田
徳
衛
東
京
都
立
大
学
講
師
・
小
沢
辰
男
武
蔵
大
学
助
教
授
・
相

原
茂
東
京
大
学
教
授
な
ど
の
ほ
か
、
学
者
側
理
事
と
し
て
芹
沢
彪
衛
武
蔵
大
学
教
授
・
高
橋
正
雄
九
州
大
学
教
授
・
中
村
哲
法
政
大
学
教
授･

阿
利
莫
二
法
政
大
学
助
教
授
な
ど
多
く
の
学
者
が
参
画
し
て
い
ま
す
。

　
◆
対
抗
の
た
め
の
新
委
員
会

昭
和
32
（
１
９
５
７
）
年
６
月
18
日
開
催
の
議
長
会
で
、
多
く
の
区
か
ら
特
別
委
員
会
の
設
置
が
提
案
さ
れ
議
論
と
な
り
ま

し
た
。
い
っ
た
ん
休
憩
し
た
あ
と
役
員
会
を
開
き
、
そ
の
上
で
議
長
会
を
再
開
し
て
か
ら
、
特
別
区
制
に
つ
い
て
調
査
研
究
し
、

都
制
調
査
会
に
対
抗
す
る
た
め
、
あ
わ
せ
て
非
常
時
に
備
え
る
た
め
、
各
区
の
議
会
内
に
「
特
別
区
制
調
査
特
別
委
員
会
」（
後
、

区
制
調
査
特
別
委
員
会
と
改
称
さ
れ
ま
す
）
を
設
置
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

同
年
８
月
１
日
、
特
別
委
員
会
の
委
員
長
が
参
集
し
て
「
特
別
区
制
調
査
特
別
委
員
長
会
」
が
結
成
さ
れ
、
①
当
面
は
、
都

制
調
査
会
の
動
き
に
対
す
る
運
動
や
現
行
制
度
下
の
自
治
権
拡
充
運
動
を
行
う
、
②
将
来
は
、
地
方
制
等
、
大
改
正
が
行
わ
れ

た
場
合
の
首
都
、
特
別
区
の
区
域
に
お
け
る
「
行
政
方
式
」
の
調
査
立
案
を
行
う
、
と
い
う
運
営
方
針
を
定
め
ま
す
。
な
お
、

こ
の
行
政
方
式
の
立
案
方
法
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
各
区
の
区
制
調
査
特
別
委
員
会
で
行
政
方
式
案
を
作
り
、
こ
れ
を
５
ブ
ロ

ッ
ク
ご
と
に
一
案
に
と
り
ま
と
め
、
そ
れ
を
23
の
統
一
案
に
調
整
統
合
し
て
、
区
長
会･

議
長
会
に
提
出
し
協
議
す
る
と
し
て

い
ま
し
た
。
こ
う
し
て
誕
生
し
た
区
制
調
査
特
別
委
員
長
会
は
、
同
月
19
日
、
区
長
会
会
長
あ
て
に
、
次
の
二
つ
の
申
し
入
れ

を
し
ま
す
。
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一
つ
は
、
特
別
区
の
自
治
権
確
立
に
関
し
、
必
要
な
措
置
を
講
ぜ
ら
れ
る
よ
う
国
会
及
び
各
政
党
に
対
し
、
強
力
に
要
請
す

る
こ
と
。

二
つ
は
、
今
後
の
方
針
検
討
の
た
め
、
区
長
会
、
議
長
会
及
び
本
特
別
委
員
長
会
の
連
絡
会
議
を
至
急
開
催
す
る
こ
と
。

こ
の
申
し
入
れ
に
関
し
、
９
月
12
日
午
後
３
時
か
ら
区
長
会
役
員
会
が
開
か
れ
ま
し
た
。
区
長
会
長
か
ら
、
都
制
調
査
会
の

答
申
は
「
行
政
区･
区
長
任
命
制
」
の
気
配
が
濃
厚
だ
っ
た
の
で
、
各
区
に
特
別
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
が
、
現
在
は
、
政
府

の
道
州
制
が
表
面
に
出
た
の
で
、
心
配
さ
れ
た
都
の
答
申
は
相
当
先
に
な
る
見
込
み
で
あ
る
こ
と
、
し
か
し
、
手
遅
れ
が
な
い

よ
う
に
す
る
と
し
て
も
、
従
来
の
運
動
の
や
り
方
で
は
、
都
区
間
の
縄
張
り
争
い
の
感
が
あ
り
面
白
く
な
い
こ
と
、
し
ば
ら
く

は
東
京
都
政
調
査
会
に
委
託
し
た
冊
子
等
に
よ
り
住
民
意
識
の
高
揚
に
努
め
る
こ
と
に
し
た
い
と
い
っ
た
報
告
が
あ
り
、
そ
の

方
向
で
相
談
す
る
こ
と
の
了
承
を
得
ま
す
。
さ
っ
そ
く
、
午
後
４
時
半
か
ら
区
長
会
・
議
長
会
の
役
員
会
合
同
会
で
協
議
し
、

ひ
き
続
き
午
後
５
時
40
分
に
開
か
れ
た
「
三
者
（
区
長
会
・
議
長
会
・
特
別
委
員
長
会
）
役
員
合
同
会
」
で
話
し
合
い
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

こ
の
結
果
、
①
情
勢
の
変
化
に
よ
り
、
都
制
調
査
会
に
対
す
る
運
動
は
、
今
し
ば
ら
く
静
観
す
る
、
②
道
州
制
下
に
お
け
る

特
別
区
制
の
あ
り
方
に
つ
き
調
査
研
究
、
立
案
す
る
、
③
当
面
、
第
三
者
作
成
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
よ
り
、
世
論
を
喚
起
す
る
、

こ
と
で
、
意
見
の
一
致
を
み
ま
す
。

こ
う
し
て
、
特
別
区
は
、
三
者
役
員
合
同
会
の
決
定
に
基
づ
き
、
東
京
都
政
調
査
会
刊
行
の
冊
子
『
特
別
区
は
こ
れ
で
よ
い

の
か
』
を
23
区
に
千
部
づ
つ
入
手
し
、
こ
れ
に
よ
り
区
民
に
対
し
て
「
特
別
区
制
並
び
に
こ
れ
に
関
す
る
都
及
び
特
別
区
の
考

え
方
」
を
宣
伝
し
ま
す
。
ま
た
、
同
年
6
月
17
日
の
区
長
会
、
同
18
日
の
議
長
会
の
決
定
に
よ
り
「
特
別
区
制
に
関
す
る
調
査
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研
究
と
活
動
」
の
委
託
を
受
け
た
東
京
都
政
調
査
会
は
、
雑
誌
『
都
政
』
6
月
号
以
降
毎
号
に
こ
の
問
題
を
取
上
げ
、
さ
ら
に
、

討
論
会
・
座
談
会
を
開
催
す
る
な
ど
活
発
な
活
動
を
展
開
し
ま
す
。

　
◆
都
知
事
の
軌
道
修
正

昭
和
31
（
１
９
５
６
）
年
10
月
に
発
足
し
た
第
４
次
地
方
制
度
調
査
会
は
、
昭
和
32
（
１
９
５
７
）
年
７
月
の
第
６
回
総
会
で
、

現
行
都
道
府
県
制
度
に
つ
い
て
は
根
本
的
改
革
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
り
、
小
委
員
会
を
設
け
具
体
的
審
議
に
入
り
、
同
年
10

月
18
日
ま
で
に
答
申
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
す
。

安
井
知
事
は
、
都
制
調
査
会
に
「
特
別
区
制
の
合
理
化
」
問
題
を
諮
問
し
た
も
の
の
、
国
の
ほ
う
で
は
都
制
そ
の
も
の
の
問

題
が
浮
上
す
る
一
方
、
自
身
の
進
退
に
関
連
す
る
次
期
都
知
事
の
候
補
者
選
定
問
題＊
７

も
あ
り
、
事
態
は
大
き
く
変
わ
り
、
か
り

に
答
申
を
得
て
も
直
ち
に
取
上
げ
る
訳
に
は
い
か
な
い
事
態
と
な
り
ま
し
た
。

区
長
会
会
長
の
命
に
よ
り
特
別
区
協
議
会
事
務
局
長
は
、
今
さ
ら
特
別
区
制
度
の
合
理
化
を
研
究
し
て
も
無
意
味
で
あ
り
、

都
が
、
あ
く
ま
で
答
申
に
固
執
す
る
な
ら
ば
、
23
区
は
自
衛
の
た
め
決
起
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
、
都
に
伝
え
ま
す
。

す
る
と
、
同
年
９
月
30
日
、
知
事
は
区
長
会
会
長
に
、

１　

都
制
調
査
会
に
対
し
て
、
道
州
制
下
に
お
け
る
都
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
諮
問
す
る
、

２　

特
別
区
制
に
つ
い
て
は
、
摩
擦
を
避
け
る
た
め
結
論
は
出
さ
せ
な
い
、
と
言
明
し
ま
し
た
。

同
年
10
月
5
日
、
区
長
会
会
長
と
議
長
会
会
長
は
、
区
制
調
査
特
別
委
員
長
会
に
出
席
し
、
こ
の
間
の
活
動
の
お
礼
と
あ
わ

せ
て
、
本
来
の
使
命
で
あ
る
「
道
州
制
下
に
お
け
る
特
別
区
は
如
何
に
あ
る
べ
き
か
」
の
研
究
に
入
る
よ
う
要
望
し
ま
す
。
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特
別
委
員
長
会
は
、
同
月
15
日
、
辻
清
明
東
大
教
授
に
、
第
四
次
地
方
制
度
調
査
会
の
答
申
案
「
道
州
制
」
に
つ
い
て
の
講

演
を
依
頼
し
、
研
究
に
入
り
ま
し
た
が
、
想
定
外
の
都
の
動
き
に
対
応
す
る
た
め
、
一
時
中
断
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

＊
７　

都
知
事
候
補
者
選
定
問
題　

安
井
知
事
は
、
も
と
も
と
都
知
事
を
２
期
務
め
、
衆
議
院
議
員
と
し
て
中
央
政
界
で
の
活
動
を
望
ん
で

い
ま
し
た
。
し
か
し
、
自
民
党
内
に
知
事
選
候
補
者
が
な
く
、
党
総
裁
や
役
員
か
ら
の
再
出
馬
要
請
を
う
け
て
三
選
出
馬
に
至
っ
た
経
緯
が

あ
り
ま
す
。
知
事
は
、
昭
和
32
年
４
月
に
、
次
期
衆
議
院
解
散
の
際
に
は
、
知
事
を
辞
め
て
東
京
一
区
か
ら
立
候
補
す
る
こ
と
を
決
心
し
て

い
ま
し
た
が
、
岸
内
閣
改
造
の
際
に
安
井
の
後
任
知
事
候
補
者
が
閣
僚
に
選
考
さ
れ
、
さ
ら
に
同
年
７
月
11
日
、
岸
首
相
が
一
存
で
後
任
候

補
者
を
発
表
し
た
た
め
、
安
井
知
事
が
不
満
を
表
明
し
、
結
局
、
後
任
知
事
候
補
者
の
選
定
を
め
ぐ
る
遅
延
か
ら
、
昭
和
33
年
４
月
の
衆
議

院
解
散
総
選
挙
出
馬
の
機
会
を
失
っ
て
い
ま
す
。

　
◆
波
乱 

昭
和
32
（
１
９
５
７
）
年
12
月
11
日
、
安
井
知
事
は
、
先
の
区
長
会
へ
の
言
明
に
そ
っ
て
、
第
10
回
都
制
調
査
会
に
、「
現

行
東
京
都
制
に
全
般
的
な
検
討
を
加
え
、
将
来
の
地
方
制
度
の
あ
り
方
か
ら
み
て
、
大
都
市
及
び
首
都
と
し
て
の
東
京
の
地
位

及
び
制
度
を
確
立
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
し
て
「
地
方
制
下
の
首
都
制
度
の
要
綱
に
つ
い
て
」
意
見
を
示
す
よ
う
諮
問
し
な
お

し
ま
す
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
都
制
調
査
会
事
務
局
か
ら
、
第
一
次
答
申
案
・
同
説
明
書
と
し
て
準
備
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
ラ

ジ
オ
・
新
聞
に
公
表
さ
れ
た
の
で
す
。
こ
の
答
申
案
は
、
次
の
３
点
を
骨
子
と
す
る
驚
く
べ
き
内
容
の
も
の
で
し
た
。

１　

区
長
は
、
都
の
吏
員
（
職
員
）
と
す
る
こ
と
。
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２　

区
議
会
は
、
諮
問
機
関
程
度
と
す
る
こ
と
。

３　

区
の
課
税
権
は
、
な
く
す
る
こ
と
。

さ
ら
に
、
こ
の
答
申
案
説
明
書
の
末
尾
に
、
結
語
と
し
て
次
の
文
書
が
添
え
て
あ
り
ま
し
た
。

「
本
答
申
案
は
、
基
本
方
針
の
備
考
に
付
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
都
の
制
度
は
お
お
む
ね
現
行
の
ま
ま
と
い
う
基
礎
の
上
に

立
案
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
全
体
の
地
方
制
度
の
構
造
な
ら
び
に
首
都
制
度
そ
の
も
の
に
大
き
な
変
革
が
加
え

ら
れ
る
場
合
に
は
、
本
答
申
に
も
再
検
討
を
必
要
と
す
る
事
態
が
生
ず
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
本
案
の
基
本
的
考
え
方

に
つ
い
て
は
こ
れ
を
貫
く
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
確
信
す
る
。」

な
お
、
昭
和
32
（
１
９
５
７
）
年
12
月
11
日
の
夕
刻
、
公
表
に
反
対
し
て
い
た
木
下
委
員
か
ら
特
別
区
協
議
会
の
事
務
局
長

へ
、
次
の
よ
う
な
総
会
の
模
様
が
つ
た
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
マ
ル
秘
扱
い
と
な
っ
て
い
た
答
申
案
に
つ
い
て
は
、
会
長
も
『
案
は
公
表
し
な
い
。
し
か
し
、
秘
密
は
保
て
な
い
か
も
知

れ
な
い
。
委
員
各
位
の
良
識
に
待
つ
。』
と
言
っ
た
が
、
委
員
の
中
に
『
ど
う
せ
分
か
る
。
公
表
し
た
方
が
よ
い
。』
と
言
う
人

が
あ
り
、
結
局
公
表
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
は
、
起
草
委
員
の
責
任
解
除
と
の
意
味
も
あ
る
。
ま
た
、
調
査
会
が
設
置
さ
れ
て
か

ら
『
１
年
９
か
月
、
何
も
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
て
は
ま
ず
い
。』
と
の
含
み
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。」

い
ず
れ
に
し
て
も
、
安
井
知
事
の
意
思
表
明
に
反
す
る
こ
の
公
表
は
、
特
別
区
関
係
者
を
痛
く
憤
慨
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

同
月
16
日
、
直
ち
に
三
者
役
員
合
同
会
が
開
催
さ
れ
、
対
応
が
協
議
さ
れ
ま
す
。
そ
の
結
果
は
、「
都
制
調
査
会
は
答
申
し

た
の
で
は
な
く
、
答
申
案
は
ま
だ
継
続
審
議
中
で
あ
り
、
正
式
に
答
申
が
あ
っ
た
と
き
立
ち
上
が
る
」
こ
と
と
し
、
第
一
弾
と

し
て
三
者
の
名
に
よ
り
反
対
声
明
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
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同
月
18
日
、
三
者
の
起
草
委
員
会
は
、「
時
代
に
逆
行
す
る
都
本
位
の
独
善
的
な
答
申
案
に
絶
対
反
対
し
、
万
難
を
排
し
て
、

区
民
自
治
の
徹
底
、
民
主
主
義
政
治
の
確
立
を
期
す
る
」
と
の
声
明
書
の
ほ
か
、
ポ
ス
タ
ー
２
万
枚
・
チ
ラ
シ
５
万
枚
を
各
区

に
配
付
し
、
そ
の
取
り
扱
い
は
区
制
調
査
特
別
委
員
長
会
に
一
任
さ
れ
ま
し
た
。

年
が
明
け
た
昭
和
33
（
１
９
５
８
）
年
１
月
16
日
、
都
知
事
は
、
恒
例
の
区
長
・
議
長
招
待
の
席
で
、
地
方
制
度
調
査
会
が

答
申
に
む
け
審
議
に
着
手
し
た
こ
と
で
、「
あ
の
答
申
案
は
意
味
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
総
会
で
も
決
定
し
て
い
な
い
。
聞
き

置
く
程
度
の
も
の
で
あ
る
。」
と
し
て
「
こ
の
問
題
は
消
え
た
と
了
承
願
い
た
い
。」
と
釈
明
が
あ
り
、
特
別
区
は
こ
れ
を
了
承

す
る
こ
と
に
し
ま
す
。

一
方
で
、
都
制
調
査
会
で
は
、
第
一
次
答
申
案
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
同
年
２
月
27
日
の
総
会
で
は
意
見
が
ま
と
ま
ら
ず
、

次
回
総
会
に
持
ち
越
さ
れ
ま
し
た
が
、
６
月
２
日
の
総
会
で
、
地
方
制
度
調
査
会
か
ら
の
「
地
方
制
」
答
申
に
よ
り
、
現
行
制

度
下
を
前
提
と
し
た
「
特
別
区
制
度
の
合
理
化
」
の
答
申
案
は
、
研
究
し
て
も
実
情
に
添
わ
ず
不
適
当
で
あ
る
と
し
て
、
経
過

の
報
告
に
と
ど
め
打
切
る
こ
と
に
決
定
し
、
同
月
７
日
、
知
事
に
、
こ
の
旨
の
報
告
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
う
し
て
、
無
用
な
波
乱
は
そ
れ
以
上
大
き
く
な
ら
ず
終
息
し
、
都
制
調
査
会
は
、
知
事
の
第
二
次
諮
問
に
応
じ
、
本
来
の

使
命
で
あ
る
首
都
制
度
改
革
の
検
討
に
入
り
ま
す
。

特
別
区
は
、
同
年
３
月
７
日
、
都
制
度
調
査
会
の
運
営
の
公
正
を
期
す
た
め
に
、
委
員
に
特
別
区
の
代
表
を
都
議
会
議
員
の

委
員
と
同
数
程
度
委
嘱
す
べ
き
と
の
意
見
書
を
都
知
事
に
提
出
し
、
副
知
事
に
も
要
望
し
ま
す
が
、
満
足
な
回
答
は
得
ら
れ
ま

せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
明
春
４
月
の
知
事
選
を
控
え
た
同
年
12
月
23
日
に
な
っ
て
、
都
は
、
明
春
４
月
２
日
よ
り
、
議
長
会

と
区
制
調
査
特
別
委
員
長
会
か
ら
各
１
名
を
臨
時
委
員
と
し
て
参
加
す
る
こ
と
を
認
め
ま
す
。
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三
‐
三
　
都
の
方
向
転
換

昭
和
34
（
１
９
５
９
）
年
４
月
の
第
４
回
統
一
地
方
選
挙
を
迎
え
、
安
井
知
事
は
、
同
月
18
日
、
連
続
在
任
12
年
の
任
期
を

終
え
て
東
京
都
知
事
を
辞
任
し
ま
す
。
そ
し
て
、
同
月
23
日
の
首
長
選
挙
で
「
区
長
公
選
制
」
を
公
約
に
掲
げ
た
東
龍
太
郎
氏

が
当
選
し
ま
す
。
こ
の
都
知
事
の
交
代
は
、
都
制
調
査
会
設
置
の
底
流
に
あ
っ
た
「
特
別
区
の
行
政
区
化
」
に
、
大
き
な
転
換

を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
◆
新
知
事
の
意
向

こ
の
年
10
月
１
日
に
発
足
し
た
第
６
次
地
方
制
度
調
査
会
は
、
三
た
び
「
首
都
制
」
の
諮
問
を
う
け
ま
し
た
。
そ
こ
に
設
置

さ
れ
た
行
政
部
会
は
、
12
月
に
、
直
接
、
特
別
区
に
対
し
意
見
の
陳
述
を
求
め
ま
す
（
89
頁
）。
こ
の
動
き
に
呼
応
し
て
特
別

区
で
は
、
翌
35
（
１
９
６
０
）
年
１
月
23
日
、
区
制
調
査
特
別
委
員
長
会
が
事
務
局
に
「
首
都
行
政
制
度
の
構
想
」
の
試
案
作

成
を
下
命
し
ま
す
。

こ
う
し
た
背
景
の
中
で
、
同
年
２
月
１
日
の
都
制
調
査
会
総
会
で
、
東
知
事
が
「
理
想
的
改
革
案
の
前
に
、
当
面
と
る
べ
き

首
都
制
度
の
改
革
案
」
に
つ
い
て
検
討
を
求
め
た
の
で
す
。
二
度
に
わ
た
る
審
議
内
容
の
変
更
に
都
制
調
査
会
は
書
面
に
よ
る

要
請
を
求
め
、
都
知
事
職
務
代
理
の
鈴
木
俊
一
副
知
事
か
ら
同
月
19
日
付
の
追
加
諮
問
書
簡
を
受
け
た
う
え
で
こ
れ
を
了
承
し

ま
す
。
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都
制
調
査
会
は
、
同
月
19
日
に
、
区
長
会
会
長
か
ら
「
特
別
区
の
事
情
」
に
つ
い
て
総
括
的
説
明
を
聴
取
し
た
、
同
年
11
月

に
「
当
面
審
議
す
べ
き
事
項
案
」
を
ま
と
め
ま
す
が
、
こ
の
間
の
９
月
５
日
に
次
田
大
三
郎
会
長
が
逝
去
し
、
12
月
１
日
の
総

会
で
後
任
に
就
い
た
田
中
二
郎
会
長
が
追
加
諮
問
「
首
都
制
度
当
面
の
改
革
」
の
審
議
に
着
手
し
て
い
ま
す
。

都
制
調
査
会
は
、
翌
36
（
１
９
６
１
）
年
７
月
19
日
を
も
っ
て
総
会
を
打
ち
切
り
、
答
申
目
標
を
９
月
と
し
、
小
委
員
会
を

設
け
て
小
倉
庫
次
・
藤
田
武
夫
・
荻
田
保･

松
隈
秀
雄
・
木
下
義
介
の
五
氏
を
起
草
委
員
と
し
ま
す
。
ま
た
、
答
申
の
内
容
は
、

都
や
特
別
区
の
性
格
、
長
の
選
出
方
法
等
の
根
本
的
な
事
項
に
触
れ
ず
、
現
行
制
度
下
に
お
け
る
都
行
政
の
改
善
策
に
と
ど
め

る
こ
と
が
決
定
さ
れ
ま
す
が
、
答
申
案
の
決
定
は
、
田
中
会
長
の
海
外
出
張
等
に
よ
り
翌
37
（
１
９
６
２
）
年
１
月
17
日
と
な

り
ま
し
た
。

　
◆
波
乱
再
び

ひ
き
続
き
同
年
５
月
よ
り
、
都
制
調
査
会
は
、
９
月
上
旬
を
目
途
に
、
首
都
制
度
の
根
本
的
改
革
に
着
手
し
、
同
年
７
月

小
倉
庫
次
・
荻
田
保
・
松
隈
秀
雄
・
木
下
義
介
・
佐
藤
達
夫
（
国
会
図
書
館
専
門
調
査
員
・
９
月
３
日
人
事
院
総
裁
就
任
の
た
め

辞
任
）
の
五
委
員
を
起
草
委
員
と
し
て
、
同
年
９
月
４
日
の
総
会
に
答
申
案
を
提
出
し
ま
す
。
し
か
し
、
特
別
区
に
関
し
て
は
、

区
長
に
つ
い
て
「
知
事
に
よ
る
任
命
制
」
と
「
住
民
に
よ
る
公
選
制
」
の
二
案
併
記
と
し
た
ほ
か
は
、
特
別
区
を
「
都
の
下

部
機
構
と
し
て
、
都
の
統
制
下
に
お
け
る
制
限
自
治
体
と
す
る
」
な
ど
、
昭
和
32
（
１
９
５
７
）
年
に
公
表
さ
れ
て
「
お
蔵
入

り
」
と
な
っ
た
答
申
案
（
39
頁
）
と
同
一
の
内
容
で
あ
り
、
完
全
な
「
行
政
区
案
」
で
し
た
。

こ
の
総
会
前
日
の
午
後
1
時
、
木
下
委
員
か
ら
答
申
案
を
内
示
さ
れ
た
特
別
区
協
議
会
の
浅
井
事
務
局
長
は
、
急
遽
の
策
と
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し
て
、
栗
原
輝
臨
時
委
員
（
中
野
区
区
制
調
査
特
別
委
員
長
）、
国
分
好
一
臨
時
委
員
（
台
東
区
議
会
議
長
）、
木
下
委
員
の
各
委

員
と
連
絡
を
と
り
、
事
務
局
長
が
修
正
案
を
立
案
し
て
栗
原
臨
時
委
員
が
こ
れ
を
総
会
に
提
出
し
、
国
分
臨
時
委
員
が
そ
の
採

用
を
強
力
に
推
進
す
る
の
を
木
下
委
員
が
全
面
的
に
支
持
す
る
こ
と
で
意
見
が
一
致
し
ま
す
。

当
日
８
日
の
総
会
は
、
栗
原
臨
時
委
員
が
提
出
し
た
「
特
別
区
に
関
す
る
項
に
つ
い
て
の
修
正
案
」
を
め
ぐ
り
、
午
前
９
時

30
分
か
ら
午
後
４
時
に
わ
た
る
長
時
間
の
討
議
の
末
、
田
中
会
長
の
斡
旋
に
よ
り
、「
区
長
公
選
制＊
１

」
を
含
む
特
別
区
の
要
望

の
大
筋
を
入
れ
て
答
申
原
案
を
修
正
可
決
し
、
即
日
、
知
事
に
答
申
さ
れ
ま
す
。
こ
の
「
首
都
制
度
に
関
す
る
答
申
」
を
も
っ

て
、
設
置
か
ら
６
年
有
余
を
か
け
た
都
制
調
査
会
の
活
動
は
幕
を
閉
じ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

な
お
、
こ
の
最
終
答
申
は
、
特
別
区
に
関
す
る
事
項
で
、
①
区
長
を
直
接
住
民
に
よ
る
公
選
制
と
し
、
②
都
か
ら
区
へ
大
幅

な
事
務
を
委
譲
す
る
こ
と
、
③
特
別
区
の
事
務
に
見
合
う
自
主
財
源
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
基
本
的
な
理
念
は
別
と

し
て
、
特
別
区
が
誕
生
以
来
、
不
断
に
求
め
て
き
た
努
力
が
実
っ
た
も
の
で
し
た
。

＊
１　

区
長
公
選
制　

最
も
難
航
し
た
「
区
長
公
選
制
」
の
答
申
は
、
一
方
で
大
都
市
の
一
体
性
を
確
保
す
べ
き
事
務
に
つ
い
て
、
区
長
が

都
知
事
の
指
揮
監
督
に
服
さ
ず
、
又
は
執
行
を
怠
る
場
合
に
は
、
知
事
は
区
民
の
一
般
投
票
に
よ
る
区
長
の
解
職
を
請
求
で
き
る
こ
と
に
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
都
が
大
都
市
行
政
の
一
体
性
確
保
を
公
選
制
の
条
件
と
し
た
か
ら
で
、
妥
協
の
結
果
で
し
た
。

三
‐
四
　
構
想
の
成
立

昭
和
34
（
１
９
５
９
）
年
10
月
発
足
の
第
６
次
地
方
制
度
調
査
会
が
「
首
都
制
」
の
検
討
に
着
手
し
、
ま
た
、
安
井
知
事
が
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田
中　

二
郎

藤
田　

武
夫

小
倉　

庫
次

次
田　

大
三
郎

岡
松　

成
太
郎

岸　
　

喜
二
郎

菊
地　

民
一

大
沢　

梅
次
郎

曽
根　

光
造

清
水　

長
雄

篠　
　

統
一
郎

岡
田　

助
雄

加
藤　

千
太
郎

小
沢　

辰
男

川
上　

勝
巳

永
田　

一
郎

柴
田　

徳
衛

黒
沼　

稔

髙
木　

鉦
作

田
原　

大
千

表３　都制調査会員・専門調査員名簿
専 門 調 査 員 委　　　　　員

　

都
制
調
査
会
設
置
時
（
Ｓ
31
・
３
・
24
）

東
京
大
学
教
授

立
教
大
学
教
授

東
京
市
政
調
査
会
理
事

首
都
建
設
委
員
会
委
員

東
京
商
工
会
議
所
専
務
理
事

日
本
銀
行
政
策
委
員
会
委
員

東
京
都
議
会
議
員

同　

右

同　

右　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

右　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

右　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

右

同　

右

武
蔵
大
学
助
教
授

国
学
院
大
学
助
教
授

法
政
大
学
助
教
授

東
京
都
立
大
学
講
師

東
京
市
政
調
査
会
研
究
員

東
京
市
政
調
査
会
研
究
員

東
京
商
工
会
議
所
調
査
部
副
部
長

田
中　

二 

郎

藤
田　

武 

夫

小
倉　

庫 

次

土
屋　

清

荻
田　

保

松
隈　

秀
雄

福
良　

俊
行

水
野　

東
太
郎

木
下　

義
介

高
山　

英
華

菊
地　

民
一

田
村　

宇
之
吉

四
宮　

久
吉

小
川　

清
一

青
山　

良
道

加
藤　

清
政

中
島　

喜
三
郎

栗
原　

輝

国
分　

好
一

小
沢　

辰
男

川
上　

勝
巳

永
田　

一
郎

柴
田　

徳
衛

黒
沼　

稔

髙
木　

鉦
作

田
原　

大
千

小
島　

和
司

東
京
大
学
教
授

立
教
大
学
教
授

東
京
都
立
大
学
教
授

朝
日
新
聞
論
説
委
員

地
方
財
政
審
議
会
委
員

日
本
専
売
公
社
総
裁

東
京
新
聞
社
論
説
委
員
長

日
本
弁
護
士
連
合
会
会
長

東
京
地
方
裁
判
所
調
停
委
員

東
京
大
学
教
授

東
京
都
議
会
議
員

同　

右

同　

右　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

右　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

右　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

右

同　

右

（
臨
時
）
区
制
調
査
特
別
委
員
長

（
臨
時
）
区
議
会
議
長

武
蔵
大
学
助
教
授

国
学
院
大
学
助
教
授

法
政
大
学
教
授

東
京
都
立
大
学
助
教
授

東
京
市
政
調
査
会
研
究
員

東
京
市
政
調
査
会
研
究
員

東
京
商
工
会
議
所
調
査
部
部
長

東
京
都
立
大
学
助
教
授

　

第
二
次
答
申
時
（
Ｓ
37
・
９
・
８
）

注： 委員は、設置条例第３条により、20名以内で構成することになっているが、特別の事項を調査するために
臨時委員を置くことができることになっている。表中の（臨時）は、昭和34年２月12日から議長会・特別
委員長会から２名の参加が認められた臨時委員である。
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行
っ
た
諮
問
第
二
号
（
39
頁
）
の
審
議
が
大
詰
め
に
近
づ
い
た
頃
、
区
制
調
査
特
別
委
員
長
会
は
、
本
来
の
設
置
目
的
で
あ
る

「
首
都
に
お
け
る
行
政
方
式
」
の
立
案
を
急
い
で
い
ま
し
た
。

立
案
に
先
立
ち
、
区
制
調
査
特
別
委
員
長
会
は
、
同
年
11
月
26
日
の
三
者
役
員
合
同
会
で
、
首
都
制
に
関
す
る
特
別
区
の
基

本
方
針
の
指
示
を
求
め
ま
す
。
区
長
会
会
長
は
、
昭
和
30
（
１
９
５
５
）
年
２
月
に
、
区
長
会
の
「
首
都
自
治
制
度
調
査
会
」

が
策
定
し
、
区
長
会
・
議
長
会
が
特
別
区
の
構
想
と
し
て
仮
決
定
し
た
『
首
都
自
治
制
度
の
構
想
（
試
案
）』（
25
頁
）
を
提
示

し
ま
す
。
次
い
で
、
区
制
調
査
特
別
委
員
長
会
役
員
か
ら
は
、
構
想
立
案
の
た
め
に
、
特
別
区
協
議
会
に
専
門
職
（
学
識
経
験

者
）
を
二
、
三
人
置
く
こ
と
を
要
望
し
ま
す
が
、
議
長
会
役
員
は
こ
れ
を
認
め
ず
、
事
務
局
を
使
い
自
分
た
ち
で
策
定
す
る
よ

う
に
指
示
し
ま
す
。

　
◆
総
意
の
結
集

昭
和
35
（
１
９
６
０
）
年
１
月
開
催
の
区
制
調
査
特
別
委
員
長
会
で
、
首
都
自
治
制
度
の
構
想
と
そ
の
説
明
書
の
試
案
は
、

事
務
局
で
あ
る
特
別
区
協
議
会
に
依
頼
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
ま
す
。

下
命
を
受
け
た
事
務
局
は
、
首
都
自
治
制
度
の
構
想
（
試
案
）
を
根
底
に
、
今
ま
で
種
々
の
機
会
に
表
明
さ
れ
て
き
た
特
別

区
の
意
見
と
、
昭
和
34
（
１
９
５
９
）
年
12
月
に
第
６
次
地
方
制
度
調
査
会
の
行
政
部
会
で
区
長
会
会
長
が
行
っ
た
総
合
意
見

陳
述
（
89
頁
）
と
を
勘
案
し
て
「
試
案
」
を
作
成
し
、
同
年
４
月
19
日
、
区
制
調
査
特
別
委
員
長
会
に
提
出
し
ま
し
た
。

区
制
調
査
特
別
委
員
長
会
は
、
会
の
設
立
時
に
決
め
た
立
案
方
法
（
36
頁
）
に
基
づ
き
、
事
務
局
か
ら
の
試
案
を
「
第
一
次

試
案
」
と
し
て
、
各
区
や
ブ
ロ
ッ
ク
で
の
検
討
を
開
始
し
ま
す
。
そ
の
結
果
、
８
月
23
日
に
は
、
文
言
や
表
現
な
ど
に
関
す
る
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33
件
の
修
正
意
見
が
提
出
さ
れ
ま
す
。
９
月
13
日
の
同
会
の
役
員
会
で
は
、
こ
れ
ら
の
修
正
意
見
を
検
討
し
て
「
第
二
次
試

案
」
を
作
成
し
、
翌
10
月
24
日
の
総
会
で
審
議
し
た
結
果
、
各
区
へ
持
ち
帰
り
検
討
し
次
回
に
修
正
意
見
を
提
出
す
る
こ
と
が

決
定
さ
れ
ま
す
。
こ
う
し
て
11
月
５
日
に
、
文
言
・
表
現
の
加
除
な
ど
10
件
の
再
修
正
意
見
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

翌
36
（
１
９
６
１
）
年
２
月
21
日
開
催
の
役
員
会
で
は
、
こ
の
再
修
正
意
見
に
基
づ
き
、「
第
二
次
試
案
」
を
再
修
正
し
て

「
最
終
案
」
を
得
ま
す
。
こ
の
役
員
会
の
「
最
終
案
」
は
、
３
月
22
日
の
総
会
に
提
出
さ
れ
全
会
一
致
を
見
て
、
４
月
10
日
に

再
度
確
認
の
う
え
、
区
制
調
査
特
別
委
員
長
会
か
ら
議
長
会
に
送
付
さ
れ
て
い
ま
す
。

24
日
開
催
の
議
長
会
で
は
、
持
ち
帰
り
検
討
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
、
翌
５
月
４
日
の
議
長
会
に
お
い
て
、
全
面
的
に
承
認

さ
れ
、
こ
こ
に
『
首
都
行
政
制
度
の
構
想
』
が
成
立
し
ま
し
た
。

　
◆
理
念
と
原
則

立
案
さ
れ
た
構
想
の
基
本
理
念
は
、「
民
主
政
治
の
確
立
と
住
民
の
利
便
の
達
成
で
あ
る
」
と
し
、「
民
主
政
治
の
た
め
の
機

構
が
確
立
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
結
果
と
し
て
必
然
的
に
住
民
の
利
便
へ
の
サ
ー
ビ
ス
も
達
成
さ
れ
る
。
両
者
が
互
い
に
因
と
な
り

果
と
な
っ
て
、
福
祉
行
政
の
実
を
上
げ
る
こ
と
と
な
る
」
と
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
首
都
の
制
度
を
考
え
る
場
合
に
こ
う
し

た
理
念
を
守
る
べ
き
だ
と
し
て
、
四
つ
の
原
則
を
掲
げ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
原
則
に
理
由
や
具
体
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
そ
の
要
旨
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

第
一
の
原
則
は
「
能
率
主
義
の
行
き
過
ぎ
を
排
除
す
る
こ
と
」
で
す
。
行
政
の
能
率
化
と
経
費
の
節
減
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、

民
主
政
治
の
基
本
線
を
滅
却
し
住
民
の
利
便
を
そ
こ
な
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。
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第
二
の
原
則
は
「
機
能
を
異
に
す
る
二
種
の
地
方
公
共
団
体
を
置
く
こ
と
」
で
す
。
人
口
九
百
万
を
擁
す
る
東
京
都
が
一
個

の
行
政
体
と
し
て
事
務
を
処
理
す
る
場
合
は
、
①
住
民
と
の
距
離
が
大
と
な
り
、
批
判
や
監
視
が
行
き
届
か
な
く
な
る
、
②
事

務
量
が
ぼ
う
大
の
た
め
、
迅
速
能
率
的
な
処
理
が
困
難
と
な
る
、
③
複
雑
多
様
な
住
民
意
思
の
行
政
へ
の
反
映
が
困
難
と
な
る
、

④
地
域
の
特
性
に
即
応
し
た
行
政
が
不
可
能
と
な
り
、
画
一
的
機
械
的
に
処
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の

で
分
担
処
理
す
る
と
し
て
、　

①
特
別
区
は
、
名
称
を
特
別
市
と
改
め
、
そ
の
性
格
を
基
礎
的
地
方
公
共
団
体
と
し
、
権
能
は
大
都
市
の
一
体
性
保
持
に
必

要
な
事
務
を
除
く
一
般
市
の
事
務
と
す
る
こ
と
、

②
都
は
、
包
括
的
地
方
公
共
団
体
と
し
、
特
別
市
を
包
括
し
、
概
ね
府
県
と
同
様
の
性
格
を
与
え
、
府
県
本
来
の
事
務
の
ほ

か
、「
大
都
市
と
し
て
の
特
殊
性
に
よ
り
特
別
市
の
処
理
で
き
な
い
事
務
ま
た
は
処
理
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
事
務
」
及
び

連
絡
調
整
の
事
務
を
併
せ
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
、
と
し
て
い
ま
す
。

第
三
の
原
則
は
「
都
と
特
別
市
お
よ
び
特
別
市
相
互
間
の
調
整
と
協
力
が
必
要
で
あ
る
こ
と
」
で
す
。
二
十
三
特
別
市
は
、

一
個
の
連
た
ん
市
街
地
を
な
し
、
一
大
共
同
社
会
を
形
成
し
て
い
る
現
状
に
即
応
し
て
、
施
策
を
行
う
場
合
に
各
特
別
市
住
民

の
負
う
義
務
と
受
け
る
福
祉
と
に
著
し
い
差
違
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
、
都
と
特
別
市
お
よ
び
特
別
市
相
互
の
間
で
は
調

整
と
協
力
が
必
要
で
あ
る
、
と
し
て
い
ま
す
。

第
四
の
原
則
は
「
特
に
官
治
的
行
政
制
度
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
」
で
す
。
東
京
に
中
央
政
府
が
あ
り
首
都
で
あ
る
た
め
、

特
別
の
官
治
的
行
政
制
度
を
必
要
と
す
る
意
見
が
あ
る
が
、
警
察
法
の
改
正
が
行
わ
れ
た
現
在
、
ま
た
首
都
と
し
て
の
特
殊
性

に
よ
る
行
政
施
設
の
充
実
に
至
っ
て
は
財
源
の
裏
付
け
さ
え
あ
れ
ば
事
足
り
る
も
の
で
、
行
政
に
中
央
政
府
の
介
入
を
必
要
と
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す
る
事
柄
で
は
な
い
、
と
し
て
い
ま
す
。

構
想
は
、
こ
う
し
た
四
つ
の
原
則
を
基
底
に
お
き
、「
都
の
制
度
の
概
要
」、

「
特
別
市
の
制
度
の
概
要
」、「
都
と
特
別
市
及
び
特
別
市
相
互
間
の
調
整
」
に

つ
い
て
、
具
体
的
な
内
容
を
述
べ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
て
、
区
制
調
査
特
別
委
員
長
会
立
案
の
『
首
都
行
政
制
度
の
構
想
』

は
、
特
別
区
の
総
意
に
基
づ
く
統
一
的
な
考
え
方
と
し
て
、
国
会
・
政
党
・
自

治
省
・
第
８
次
地
方
制
度
調
査
会･
都
・
都
議
会
・
都
制
調
査
会
な
ど
関
係
各

方
面
に
提
出
さ
れ
、
な
か
で
も
昭
和
39
（
１
９
６
４
）
年
の
地
方
自
治
法
改
正

の
際
に
は
、
関
係
資
料＊
１

と
し
て
、
地
方
制
度
調
査
会
の
答
申
、
都
制
調
査
会
の

答
申
と
並
ん
で
国
に
採
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

＊
１　

関
係
資
料　

自
治
省
編
『
改
正
地
方
制
度
資
料
第
十
六
部
』
に
収
録
（
５
７

４
頁
）
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、
こ
の
冊
子
は
、
地
方
自
治
制
度
の
所
管
部
局
（
内

務
省
・
内
事
局
・
自
治
庁
・
自
治
省
な
ど
）
が
制
度
の
改
正
理
由
と
経
緯
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
、
国
会
の
審
議
内
容
・
提
出
資
料
な
ど
改
正
関
係
諸
資
料
を
収
録
編
纂

し
た
も
の
で
、
昭
和
22
年
に
内
務
省
が
編
集
発
行
し
た
第
一
部
が
始
ま
り
で
す
。

　　　「首都行政制度の構想」から
「[…]特別区行政関係者の意見を総合し、調整したものであって、すべ

ての事柄は、すでに種々の機会に表明されたものに外ならない。国全体の
立場を没却した素朴な地方分権論や大都市集団の一環としての特質を無視
した住民自治論は採らないところであって、過去十数年にわたる特別区制
度の運営の体験から得た一応の結論である。特別区行政関係者は、ひとし
く、首都行政はかくの如く制度化せられ、かくの如く運営せられることを
望んでいる。[…]」

　上記は、『首都行政制度の構想』に添えられた前書きの抜粋です。
この構想の全文は、特別区協議会編『東京23区 自治権拡充運動と「首

都行政制度の構想」』に復刻し収録（68頁）されています。
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表４「首都行政制度の構想」作成の背景
国（地方制度調査会）

S27.12.18 設置
S28.10.16 「地方制度の
改革」第１次答申
S29.7.17 第２次発足

S31.10.19 第４次発足

S32.10.18 「地方制度の
改革」（道州制）第４次答申

S34.10.1 第６次発足
S34.12.7 行政部会で特
別区の意見聴取

S35.10.1 第７次発足
S35.10.3 首都制度の改
革の検討経緯の中間報告

S36.10.5 第８次発足

特　別　区

S29.11.16 区長会が首都自
治制度調査会を設置
S30.1.6 議長会は検討一任
S30.2.1 「首都自治制度の
構想試案」を区長会・議長
会で仮決定

S32.6.18 区制調査特別委
員会を結成
S32.10.15 道州制下の特別
区制度の研究開始

（都の答申案公表により中
断）

S35.1.23 研究再開

S36.5.4 「首都行政制度の
構想」を議長会で承認

東 京 都

S31.1.12 都制度調査会を
条例で設置
S31.3.31 諮問第１号「特
別区制度の合理化」

S32.12.11 諮問第２号「道
州制下の首都制度改革案」
同日　第１次答申案公表

S33.6.2 第１次答申案の経
過報告
S33.6.7 諮問第２号の審議
開始

S35.2.1 追加諮問「首都制
度当面の改革」

S36.7.19 首都制度当面の
改革を答申

S37.5 諮問第２号の審議再
開
S37.9.8 最終答申「首都制
度に関する答申」
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四
　
法
廷
の
変

区
長
公
選
制
を
廃
す
る
地
方
自
治
法
の
改
正
に
対
し
て
、
特
別
区
側
は
違
憲
訴
訟
を
何
度
も
提
起
し
ま
し
た
が
、
判
決
に
ま

で
は
達
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
よ
う
な
な
か
、
区
長
選
任
を
め
ぐ
る
刑
事
事
件
が
起
こ
る
と
、
そ
の
裁
判
で
は
憲
法
解
釈
が

争
点
と
な
り
、
期
せ
ず
し
て
最
高
裁
判
所
の
判
断
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
判
決
は
、
今
日
に
い
た
る
ま
で
唯

一
の
も
の
と
し
て
大
き
な
影
響
力
を
も
つ
一
方
、
多
く
の
議
論
を
呼
び
起
こ
し
て
き
ま
し
た
。

四
‐
一
　
区
長
選
任
事
件

渋
谷
区
議
会
で
区
長
の
選
任
が
な
さ
れ
て
２
か
月
ほ
ど
経
た
昭
和
32
（
１
９
５
７
）
年
10
月
2
日
、
渋
谷
区
長
の
候
補
者
と

し
て
名
前
を
連
ね
て
い
た
う
ち
の
１
人
が
警
視
庁
に
逮
捕
さ
れ
ま
し
た
。
翌
々
日
の
4
日
に
区
議
2
人
が
、
続
く
5
日
に
区
議

1
人
が
相
次
い
で
逮
捕
さ
れ
ま
し
た
。
区
長
選
任
を
め
ぐ
る
贈
収
賄
容
疑
で
す
。
そ
し
て
7
日
に
は
、
警
視
庁
刑
事
部
捜
査
第

二
課
か
ら
渋
谷
区
区
議
会
事
務
局
に
対
し
て
、
区
長
選
任
に
か
か
わ
る
文
書
な
ど
の
提
出
を
求
め
て
き
ま
し
た
。
新
聞
は
連
日

の
よ
う
に
報
じ
、
区
民
の
関
心
は
高
ま
り
ま
す
。

容
疑
者
は
さ
ら
に
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。
警
視
庁
は
、
8
日
、
元
教
育
委
員
長
に
出
頭
を
求
め
る
も
の
の
不
在
の
た
め
、
9
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日
に
逮
捕
状
を
も
っ
て
自
宅
に
お
も
む
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
行
方
が
わ
か
ら
ず
、
全
国
に
指
名
手
配
す
る
事
態
に
な
り
、
13

日
夕
方
、
よ
う
や
く
本
人
が
警
視
庁
に
出
頭
し
ま
し
た
。
16
日
に
は
元
都
議
が
、
18
日
に
は
会
派
幹
事
長
の
区
議
が
逮
捕
さ
れ

ま
す
。
そ
し
て
、
19
日
の
朝
、
つ
い
に
区
議
会
議
長
が
逮
捕
さ
れ
る
に
い
た
り
、
あ
わ
せ
て
、
区
議
3
人
と
元
収
入
役
に
も
逮

捕
状
を
も
っ
て
出
頭
を
求
め
て
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
29
日
に
副
議
長
が
、
11
月
9
日
に
仮
議
長
ま
で
も
が
逮
捕
さ
れ
、
と
う

と
う
選
任
さ
れ
た
区
長
も
取
調
べ
を
う
け
書
類
送
検
と
な
り
ま
し
た
。

よ
う
や
く
捜
査
が
一
段
落
す
る
ま
で
に
、
容
疑
者
は
16
名
に
及
び
ま
し
た
。
東
京
地
検
特
捜
部
は
、
12
月
5
日
に
処
分
を
決

め
、
起
訴
は
収
賄
の
4
名
と
贈
賄
の
3
名
の
計
7
名
と
し
、
残
り
の
9
名
は
不
起
訴
と
し
ま
し
た
。

最
初
に
逮
捕
者
が
で
た
翌
日
の
10
月
3
日
、
区
議
会
定
例
会
が
開
催
さ
れ
る
と
、
事
件
へ
の
関
心
の
高
ま
り
か
ら
、
傍
聴
席

は
区
民
で
満
員
で
し
た
。
こ
の
問
題
を
取
上
げ
た
議
員
の
一
人
か
ら
は
、
逮
捕
ま
で
の
噂
や
経
過
が
述
べ
ら
れ
、「
区
議
会
は

あ
く
ま
で
区
議
会
の
責
任
に
お
い
て
事
件
の
糾
明
を
す
る
こ
と
」
と
の
主
張
が
あ
り
、
ま
た
、
別
の
議
員
か
ら
は
、「
自
治
権

拡
充
の
た
め
に
と
も
に
活
躍
し
て
い
る
１
０
０
０
名
の
23
区
の
議
員
に
対
し
申
し
訳
な
い
」
と
発
言
が
あ
り
ま
し
た
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
10
月
28
日
午
後
、
渋
谷
駅
前
で
街
頭
録
音
を
行
い
ま
し
た
。
参
集
し
た
４
０
０
人
の
な
か
か
ら
は
、「
区
議
会
は

責
任
を
と
っ
て
総
辞
職
す
べ
き
だ
」「
区
長
選
挙
が
区
民
の
直
接
選
挙
で
は
な
く
、
区
議
会
で
選
挙
す
る
と
い
う
間
接
選
挙
に

な
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
う
い
う
事
件
が
お
き
る
の
だ
」
と
い
っ
た
意
見
が
述
べ
ら
れ
、
翌
朝
放
送
さ
れ
る
と
、
ま
す
ま
す
世
間

の
注
目
を
集
め
ま
す
。

区
議
会
は
、
10
月
30
日
に
臨
時
会
を
開
催
し
、
議
長
と
副
議
長
が
と
も
に
逮
捕
さ
れ
て
い
る
た
め
、
冒
頭
で
仮
議
長
の
選
出
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を
行
な
い
ま
し
た
。
事
件
を
め
ぐ
る
質
疑
応
答
で
は
、
疑
惑
の
糾
明
や
辞
職
、
解
散
の
件
に
加
え
て
、「
公
選
制
を
ふ
く
む
特

別
区
の
自
治
権
拡
充
と
い
う
点
に
ま
で
盛
り
あ
げ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
発
展
的
な
見
解
も
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
あ
と
、
追
加
日
程
と
し
て
「
区
議
会
自
粛
決
議
」
が
議
論
さ
れ
、
可
決
と
な
り
ま
し
た
。

11
月
2
日
、
代
々
木
・
幡
ヶ
谷
地
区
住
民
大
会
が
開
か
れ
、
汚
職
議
員
の
除
名
、
解
任
、
区
議
会
総
辞
職
な
ど
を
要
求
す
る

決
議
を
し
ま
し
た
。
数
日
経
た
7
日
に
は
、
汚
職
究
明
区
政
刷
新
区
民
大
会
が
渋
谷
公
会
堂
で
開
催
さ
れ
、
実
行
委
員
会
が
招

待
し
た
Ｐ
Ｔ
Ａ
、
商
店
会
、
町
会
、
医
師
会
、
婦
人
団
体
、
子
供
の
会
、
労
組
、
防
犯
協
会
、
遺
族
会
、
文
化
団
体
、
政
党
支

部
な
ど
80
数
団
体
か
ら
８
０
０
人
が
参
集
し
ま
し
た
。
こ
の
区
民
大
会
実
行
委
員
会
は
、
区
政
刷
新
区
民
同
盟
の
結
成
へ
と
向

か
い
ま
す
。

議
長
と
副
議
長
は
不
起
訴
と
な
り
ま
す
が
、
そ
の
政
治
的
責
任
は
ま
ぬ
が
れ
な
い
と
し
て
、
12
月
17
日
の
区
議
会
に
、
正
副

議
長
の
辞
職
勧
告
決
議
案
が
提
出
さ
れ
ま
す
が
、
翌
日
に
も
ち
越
さ
れ
た
採
決
で
否
決
さ
れ
ま
す
。
年
が
明
け
た
昭
和
33
（
１

９
５
８
）
年
1
月
31
日
の
臨
時
会
で
、
議
長
が
発
言
を
求
め
、
昭
和
33
年
度
予
算
議
会
終
了
の
日
に
辞
職
す
る
と
心
境
を
披ひ

瀝れ
き

し
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
質
問
に
立
っ
た
議
員
は
、
予
算
成
立
後
に
辞
職
で
は
納
得
で
き
な
い
と
議
長
を
追
及
し
、
次
の
よ

う
な
言
及
を
し
て
い
ま
す
。「
渋
谷
区
は
他
の
23
区
と
と
も
に
、
住
民
自
治
の
本
旨
に
も
と
づ
く
と
こ
ろ
の
特
別
区
の
自
治
権

確
立
の
た
め
に
東
京
都
な
ら
び
に
自
治
庁
に
対
し
て
猛
烈
な
運
動
を
展
開
し
て
お
り
、
区
理
事
者
な
ら
び
に
区
議
会
、
区
民
が

一
丸
と
な
っ
て
自
治
権
確
立
の
た
め
に
一
大
区
民
運
動
を
推
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
大
な
段
階
で
あ
る
。［
…
］
区
議
会

に
対
す
る
不
信
と
な
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
単
に
渋
谷
区
ば
か
り
で
な
く
、
他
区
に
対
し
て
も
申
し
訳
な
い
こ
と
で
あ
る
。

東
京
都
は
こ
の
間
隙
に
乗
じ
て
、
区
の
自
治
権
を
剝
奪
し
て
行
政
区
に
転
落
せ
し
め
ん
と
し
て
い
る
意
図
が
十
分
に
う
か
が
う
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こ
と
が
で
き
る
。」

そ
の
後
、
区
議
会
で
は
、
二
度
に
わ
た
り
議
長
不
信
任
決
議
案
が
否
決
さ
れ
、
議
長
辞
任
問
題
は
長
引
き
ま
す
が
、
よ
う
や

く
５
月
１
日
に
辞
職
願
が
審
議
さ
れ
、
許
可
す
る
こ
と
に
決
ま
り
ま
す
。
新
議
長
は
27
日
に
選
出
さ
れ
ま
し
た＊
１

。

　
＊
１　

事
件
の
経
過
と
区
議
会
の
対
応
に
関
し
て
は
、『
渋
谷
区
議
会
史
』（
昭
和
51
（
１
９
７
６
）
年
）
の
８
０
８
頁
か
ら
８
３
８
頁
に
か

け
て
詳
し
く
書
か
れ
て
い
ま
す
。

四
‐
二
　
相
反
す
る
判
決

贈
収
賄
で
起
訴
さ
れ
た
7
名
に
対
す
る
第
一
審
の
判
決
は
、
数
年
た
っ
た
昭
和
37
（
１
９
６
２
）
年
2
月
26
日
、
東
京
地
方

裁
判
所
で
言
い
渡
さ
れ
ま
し
た
。
全
員
無
罪
で
す
。
起
訴
状
に
記
載
の
事
実
を
認
め
た
う
え
で
の
こ
と
で
す
。
こ
の
判
決
は
裁

判
官
の
名
を
冠
し
て
野
瀬
判
決
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
翌
日
の
朝
、
各
紙
は
い
っ
せ
い
に
記
事
を
掲
げ
ま
し
た
。

見
出
し
に
は
、「
贈
収
賄
は
成
立
せ
ず　

弁
護
側
の
無
罪
主
張
通
る
」「
区
議
贈
収
賄
に
無
罪
」
と
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
む

し
ろ
よ
り
大
き
く
目
立
つ
よ
う
に
「
区
議
の
〝
区
長
選
任
〟
は
違
憲
」「
区
長
選
任
に
違
憲
判
決　

地
方
自
治
法
が
無
効
」「
区

長
任
命
制
は
違
憲
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
刑
事
事
件
の
裁
判
で
、
区
長
公
選
制
を
廃
し
た
地
方
自
治
法
改
正
に
対
す
る
憲
法

判
断
が
示
さ
れ
た
の
で
す
。
10
年
ほ
ど
前
に
、
特
別
区
が
い
く
つ
も
の
違
憲
訴
訟
を
提
起
し
な
が
ら
果
せ
な
か
っ
た
判
決
が
、

奇
し
く
も
汚
職
事
件
を
機
に
得
ら
れ
た
の
で
し
た
。
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野
瀬
判
決
は
、
特
別
区
に
と
っ
て
は
年
来
の
主
張
に
そ
っ

た
歓
迎
す
べ
き
も
の
で
し
た
が
、
検
察
や
政
府
の
ほ
う
は
驚

き
と
困
惑
を
示
し
ま
す
。
新
聞
の
取
材
に
対
し
て
、
東
京

地
検
側
は
「
全
く
意
外
な
判
決
」「
判
決
に
は
全
面
的
に
不

服
」
と
コ
メ
ン
ト
し
、
自
治
相
は
「
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
違

憲
で
は
な
い
と
思
う
」
と
、
ま
た
、
都
知
事
は
「
第
一
審
の

判
決
だ
け
で
は
決
定
し
な
い
」
と
の
み
語
り
、
自
治
省
行
政

局
長
は
「
区
長
の
〝
選
任
制
〟
に
は
多
少
前
か
ら
議
論
は
あ

っ
た
」
と
し
つ
つ
、「
区
の
権
限
が
普
通
の
地
方
公
共
団
体

の
よ
う
に
普
遍
的
で
な
く
限
ら
れ
て
い
る
か
ら
憲
法
で
い
う

地
方
公
共
団
体
で
は
な
い
と
い
う
立
場
で
、
こ
れ
が
政
府
の

一
貫
し
た
公
式
解
釈
で
あ
り
国
会
も
そ
れ
を
了
承
し
た
。
い

っ
て
み
れ
ば
23
区
一
体
と
な
っ
て
は
じ
め
て
都
市
の
実
態
を

持
つ
わ
け
で
、
区
は
そ
の
一
分
子
に
す
ぎ
な
い
わ
け
だ
」
と

自
ら
の
見
解
を
主
張
し
ま
し
た
。
新
聞
の
論
説
で
は
、
法
律

が
で
き
て
10
年
近
く
を
経
て
違
憲
判
決
が
で
た
こ
と
か
ら
、

「
そ
れ
だ
け
に
政
府
、
都
当
局
の
受
け
た
シ
ョ
ッ
ク
は
大
き

　野瀬判事
区長選任をめぐる贈収賄騒動の１年ほど後の昭和33（1958）年9月1

日、野瀬判事は、横浜地方裁判所から東京地方裁判所に異動し、この事件
を担当しました。３年半近くたって判決を終え、さらに、最高裁判所と
差戻審の判決を見届けてから３か月ほど経た昭和39（1964）年8月1日、
前の任地である横浜地方裁判所に異動しています。その後は異動すること
なく、昭和47（1972）年8月19日の定年退官を迎えました。同年10月
13日には第二東京弁護士会に登録します。昭和50（1975）年10月、神
奈川県公安委員会委員に就任し、昭和59（1984）年10月に退任するま
で３期９年間在任し、３度委員長をつとめました。職を辞した翌年の昭和
60（1985）年7月4日午後5時40分、77歳で心筋梗塞のため死去しました。

東京から横浜地方裁判所にもどった頃、ちょうどそこで司法修習をして
いて後に弁護士になった人が、長年にわたり刑事事件に携わってきた野瀬
判事の当時のようすを、「検察官、特に若い検事には厳しく、被告人には
優しく、弁護人、特に駆け出し弁護士には厳しい中にも優しかった」と回
想しています。
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か
っ
た
よ
う
だ
」
と
評
し
て
い
ま
す
。
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
野
瀬
判
事
の
談
話
は
次
の
よ
う
で
す
。「
こ
の
判
決
を
下
す
に
あ

た
っ
て
は
、
第
13
回
国
会
当
時
の
議
論
や
議
事
録
な
ど
の
ほ
か
、
多
く
の
文
献
を
検
討
し
た
。
憲
法
は
国
の
基
本
法
だ
し
、
慎

重
に
解
釈
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
判
断
の
な
か
で
示
し
た
つ
も
り
だ
。」

翌
月
の
３
月
８
日
、
東
京
地
検
は
、
二
審
を
と
び
こ
え
て
最
高
裁
に
跳
躍
上
告＊
１

し
、
憲
法
判
断
を
求
め
ま
し
た
。
1
年
余

り
後
の
昭
和
38
（
１
９
６
３
）
年
3
月
27
日
、
最
高
裁
は
、
野
瀬
判
決
を
破
棄
し
て
、
事
件
を
東
京
地
裁
に
差
し
戻
し
ま
し
た
。

原
判
決
か
ら
一
転
し
て
、
改
正
地
方
自
治
法
の
第
２
８
１
条
の
２
は
合
憲
だ
と
判
断
し
た
の
で
す
。
こ
の
時
の
新
聞
の
見
出

は
、「『
区
長
選
任
制
』
は
合
憲　

東
京
都
特
別
区 

最
高
裁
が
新
判
例
」「
特
別
区
長
選
任
は
合
憲　

地
方
公
共
団
体
で
な
い
」

「
一
般
市
町
村
と
は
違
う　

特
別
区
の
実
情
を
認
め
る
」
な
ど
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
検
察
や
政
府
は
安
堵
し
、「
一
審
判
決
が

破
棄
さ
れ
た
こ
と
は
よ
ろ
こ
ば
し
い
」、「
こ
の
判
決
は
わ
れ
わ
れ
と
し
て
予
想
し
て
い
た
も
の
」
と
の
コ
メ
ン
ト
を
新
聞
に
寄

せ
て
い
ま
す
。
一
方
、
当
時
の
東
京
都
副
知
事
は
、
新
聞
に
対
し
趣
の
異
な
る
語
り
方
を
し
ま
し
た
。「
東
京
都
と
し
て
も
こ

れ
ま
で
区
長
公
選
問
題
で
混
乱
し
た
場
合
、
公
選
の
立
法
論
と
現
行
制
限
と
は
別
で
あ
る
と
の
考
え
で
指
導
し
て
き
た
。
そ
れ

が
最
高
裁
で
も
認
め
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。
た
だ
都
と
し
て
は
昨
年
都
制
調
査
会
か
ら
〝
区
長
は
公
選
制
に
〟
の
答
申
を
受
け

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
判
決
と
は
別
に
、
都
と
区
が
一
体
的
に
運
営
で
き
る
線
で
公
選
制
を
実
現
し
て
ゆ
く
よ
う
努
力
す

る
。」こ

の
最
高
裁
判
決
は
、
現
在
に
い
た
る
ま
で
、
特
別
区
の
性
格
や
憲
法
上
の
自
治
体
に
関
す
る
判
断
を
示
し
た
唯
一
の
判
例

に
な
っ
て
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
を
呼
び
起
こ
し
て
き
ま
し
た
。
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差
し
戻
し
を
受
け
て
、
東
京
地
裁
は
、
昭
和
39
（
１

９
６
４
）
年
５
月
２
日
、
改
め
て
判
決
を
下
し
、
被
告

人
た
ち
に
有
罪
を
言
い
渡
し
ま
し
た
。
こ
う
し
て
事
件

は
終
結
し
ま
し
た
。

さ
て
、
裁
判
の
内
容
を
す
こ
し
く
わ
し
く
み
て
い
き

ま
し
ょ
う
。

そ
も
そ
も
こ
の
事
件
の
場
合
、
贈
収
賄
の
事
実
が
明

ら
か
で
あ
る
よ
う
な
の
に
、
一
審
で
は
、
ど
う
し
て
無

罪
の
判
決
が
で
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
刑
法
の
罪

の
問
い
方
に
理
由
が
あ
り
ま
す
。
贈
収
賄
罪
に
問
わ
れ

る
の
は
、
公
務
員
が
、
そ
の
職
務
に
関
し
、
金
銭
な
ど

を
受
け
渡
し
し
た
と
き
で
す
。
公
務
員
に
は
議
員
も
含

ま
れ
ま
す
の
で
こ
の
点
で
は
該
当
し
ま
す
。
問
題
は

「
職
務
に
関
し
」
の
と
こ
ろ
で
す
。
区
長
を
選
任
す
る

こ
と
が
、
地
方
自
治
法
第
２
８
１
条
の
２
に
基
づ
く
公

的
な
行
い
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
関
す
る
議
員
の
行
為
は

　　　遠雷
野瀬判事は、横浜地方裁判所に異動になった昭和39（1964）年頃から、

俳句作りをはじめたようです。なにか心境の変化があったのでしょうか。
その時、浜の会で俳人今井つる女と出会いました。

晩年を迎えた昭和59（1984）年、それまでの20年間に書き留めた中
から選句して、和綴じの『句集 遠雷』を刊行しました。題名の「遠雷」
は、句集に収められた

　　法廷を出て遠雷に迎へらる
に由来します。題字は書を嗜む妻の美樹（春梢）の筆になり、序は師の今
井つる女が寄せました。野瀬判事にとって、「俳句とは客観を通じて情感
に訴える詩だと理解して」いると、句集のあとがきに記しています。

　　咳一つ法廷威儀を正しけり
　　擦り切れし六法全書や木の葉髪
　　大記録読みつぐ日々や去年今年
　　大記録机上にどかと読み初め
　　ほろ苦きわが七十年や蕗の薹
　　迷い蝉網戸を打ちて闇に消ゆ
　　鎌倉の名もなき谷戸の残ン菊



　58

職
務
と
な
り
ま
す
が
、
そ
の
規
定
が
違
憲
で
無
効
で
あ
れ
ば
、
区
長
選
任
に
関
す
る
行
為
は
公
的
根
拠
を
欠
き
、
任
意
な
私
的

活
動
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
、
職
務
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
そ
の
活
動
に
伴
っ
て
お
金
を
や
り
取
り
し
て
も
、
職
務
に
関
し

て
は
い
ま
せ
ん
か
ら
、
賄
賂
に
あ
た
ら
な
い
の
で
す
。
理
由
は
ど
う
あ
れ
、
無
罪

と
い
う
の
は
、
普
通
の
感
覚
か
ら
は
納
得
し
に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
野
瀬
裁

判
官
も
判
決
の
終
わ
り
の
ほ
う
で
、
こ
う
述
べ
て
い
ま
す
。「
も
ち
ろ
ん
被
告
人

ら
の
か
か
る
行
為
は
、
道
義
的
に
は
極
め
て
高
く
非
難
す
る
に
値
し
、
被
告
人
ら

に
お
い
て
そ
の
責
を
回
避
す
る
こ
と
は
断
じ
て
許
さ
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る

が
、
刑
法
上
同
罪
の
責
任
を
問
う
に
由
な
い
と
い
う
の
外
な
い
の
で
あ
る
。」

裁
判
に
あ
た
っ
て
、
被
告
の
弁
護
人
は
、
前
述
の
よ
う
な
刑
法
の
扱
い
方
を
考

慮
し
て
の
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
、
区
長
の
選
任
を
定
め
た
地
方
自
治
法
第
２
８
１

条
の
２
そ
の
も
の
が
憲
法
に
違
反
し
て
い
て
無
効
だ
と
主
張
し
ま
し
た
。
争
点
は

刑
法
の
問
題
か
ら
憲
法
の
問
題
に
移
行
し
た
の
で
す
。
弁
護
人
は
、
違
反
す
る
憲

法
の
条
項
は
、
地
方
公
共
団
体
の
長
の
直
接
選
挙
を
規
定
す
る
憲
法
第
93
条
第
２

項
と
住
民
投
票
を
規
定
す
る
第
95
条
の
二
つ
と
し
て
い
ま
す
が
、
後
者
に
つ
い
て

地
裁
の
判
決
は
判
断
を
省
略
し
て
議
論
が
進
展
し
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
前
者
の

ほ
う
を
め
ぐ
る
議
論
を
調
べ
て
い
き
ま
す
。

地
裁
か
ら
最
高
裁
ま
で
の
論
点
を
、
地
裁
判
決
を
ベ
ー
ス
に
整
理
し
、
ど
の
論

表５　憲法第93条第2項に関する論点と言及の有無　

１
２
３
４
５
６
７
８

憲法論議に関する認識
憲法第93条解釈の前提
憲法該当性の判断基準
特別区に関する判断理由
権能の程度と憲法保障
共同体意識要件の評価
都が基礎と広域である問題
内部的機構化による問題

検察の
主張

○

○

地裁
判決
○
○
○
○
○
○
○
○

検察上
告趣意

○
○
○

○
○
○

論点 最高裁
判決

○
○
○
○

※検察の主張については、地裁判決文の記載による。
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点
に
そ
れ
ぞ
れ
の
主
体
が
言
及
し
た
か
を
ま
と
め
る
と
表
５
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

論
点
１
は
、
昭
和
27
（
１
９
５
２
）
年
の
地
方
自
治
法
改
正
の
と
き
、
国
会
で
合
憲
か
違
憲
か
を
め
ぐ
り
さ
か
ん
に
議
論
さ

れ
た
こ
と
に
対
す
る
見
解
で
す
。
野
瀬
裁
判
官
は
、「
違
憲
論
の
声
が
大
で
あ
つ
た
の
に
拘
ら
ず
、
つ
い
に
合
憲
論
が
勢
を
制

し
」
た
と
述
べ
、「
国
会
に
お
け
る
論
戦
を
仔
細
に
検
討
す
る
と
き
は
、
合
憲
論
を
主
張
す
る
者
の
大
半
は
、
都
と
区
と
の
事

務
調
整
と
い
う
専
ら
行
政
的
方
面
に
論
戦
が
集
中
し
、
憲
法
解
釈
の
立
場
か
ら
合
憲
論
を
展
開
し
た
も
の
は
必
ら
ず
し
も
多
く

な
か
つ
た
よ
う
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
ま
す
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
検
察
と
最
高
裁
は
何
も
語
り
ま
せ
ん
。

論
点
２
で
は
、
憲
法
第
93
条
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
の
基
本
的
視
点
を
ど
こ
に
置
く
か
が
問
わ
れ
、
憲
法
第
92
条
の
地
方
自
治

の
本
旨
の
意
味
に
及
び
ま
す
。
地
裁
判
決
で
は
、「
由
来
憲
法
は
国
の
根
本
法
規
で
あ
り
、
国
家
存
立
の
法
的
基
礎
を
な
す
も

の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
解
釈
に
当
つ
て
は
細
心
慎
重
を
期
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
時
の
施
政
の
都
合
上
、
こ
れ
に
便
宜
的
恣
意
的

な
解
釈
を
下
す
こ
と
は
、
も
と
よ
り
許
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
憲
法
成
立
の
由
来
を
考
え
、
そ
の
企
図
せ
る
精
神
を
洞
察

し
、
こ
の
精
神
を
遵
奉
す
る
こ
と
こ
そ
、
真
に
憲
法
を
擁
護
す
る
国
民
の
崇
高
な
る
責
務
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
、
ま
ず
、

成
立
の
由
来
と
企
図
す
る
精
神
に
則
る
べ
き
こ
と
を
述
べ
ま
す
。
そ
し
て
、
地
方
自
治
に
つ
い
て
こ
れ
を
み
る
と
、「
民
主
政

治
確
立
の
た
め
そ
の
基
礎
と
し
て
地
方
自
治
の
重
要
性
を
認
め
、
過
去
に
お
い
て
犯
さ
れ
た
中
央
集
権
よ
り
由
来
す
る
弊
害
を

排
除
し
、
地
方
分
権
の
徹
底
化
、
す
な
わ
ち
民
主
主
義
原
理
よ
り
す
る
、
地
方
に
関
す
る
こ
と
は
地
方
民
の
自
治
に
委
す
と
い

う
団
体
自
治
、
住
民
自
治
の
精
神
を
貫
き
、
地
方
公
共
団
体
の
完
全
な
る
発
展
を
希
求
す
る
」
こ
と
で
あ
っ
て
、
地
方
自
治
の

本
旨
に
基
づ
く
と
は
こ
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
し
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
検
察
の
上
告
趣
意
で
は
、
地
方
分
権
の
徹
底
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化
と
い
う
部
分
を
取
上
げ
、「
地
方
自
治
は
そ
れ
を
成
り
立
た
せ
る
に
足
り
る
地
域
社
会
の
存
在
が
あ
つ
て
は
じ
め
て
可
能
で

あ
る
の
に
、
そ
の
地
域
社
会
の
実
体
は
社
会
条
件
の
変
化
に
伴
つ
て
動
く
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
れ
は
、
原
判
決
の
い
う

地
方
分
権
の
徹
底
化
を
可
能
又
は
容
易
な
ら
し
め
る
方
向
へ
向
つ
て
の
み
動
く
と
は
限
ら
」
ず
、
近
時
は
、
む
し
ろ
「
行
政
の

統
一
化
集
中
化
を
求
め
る
要
素
は
強
く
な
り
つ
つ
あ
る
」
と
論
じ
て
、
地
域
社
会
の
実
体
こ
そ
が
優
先
す
る
と
し
ま
す
。
地
方

自
治
の
本
旨
も
、「
国
内
に
お
け
る
地
域
社
会
の
現
実
と
そ
の
動
向
を
前
提
と
し
、
そ
の
前
提
の
下
に
団
体
自
治
、
住
民
自
治

の
精
神
に
基
い
て
法
律
の
制
定
に
当
る
べ
き
こ
と
を
求
め
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
最
高
裁
は
、
直
接
的
に
は
こ

の
論
点
に
言
及
し
ま
せ
ん
。

論
点
３
は
、
憲
法
第
93
条
第
2
項
に
該
当
す
る
地
方
公
共
団
体
を
、
ど
の
よ
う
な
基
準
で
判
断
す
る
か
で
す
。
憲
法
に
は
明

示
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
認
識
で
は
、
地
裁
も
最
高
裁
も
一
致
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
ど
う
考
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
、

地
裁
は
、「
憲
法
制
定
当
時
に
お
い
て
、
如
何
な
る
公
共
団
体
が
こ
れ
に
該
当
し
た
か
を
検
討
す
る
必
要
が
」
あ
る
と
し
ま
し

た
。
こ
れ
に
対
し
、
検
察
上
告
は
、「
憲
法
は
、
特
定
の
具
体
的
団
体
に
対
し
て
地
方
自
治
の
保
障
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な

い
。
地
方
公
共
団
体
と
し
て
の
実
体
を
備
え
て
い
る
団
体
に
自
治
の
保
障
を
与
え
て
い
る
」
と
主
張
し
、「
地
域
社
会
の
変
動

に
伴
い
」、「
実
体
の
失
わ
れ
た
団
体
に
対
し
て
は
、
憲
法
上
地
方
自
治
の
保
障
を
与
え
る
必
要
は
な
い
」
と
述
べ
ま
す
。
論
点

２
で
提
示
さ
れ
た
由
来
・
精
神
と
実
体
優
先
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
そ
っ
た
見
解
で
す
。
こ
こ
で
最
高
裁
は
、「
新
憲
法

の
基
調
と
す
る
政
治
民
主
化
の
一
環
と
し
て
」
地
方
自
治
が
あ
る
と
し
つ
つ
、
後
に
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
引
用
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
有
名
な
判
断
基
準
を
示
し
ま
す
。
憲
法
上
の
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、「
事
実
上
住
民
が
経
済
的

文
化
的
に
密
接
な
共
同
生
活
を
営
」
ん
で
い
る
こ
と
と
い
う
条
件
を
述
べ
ま
す
。
こ
の
条
件
に
、
さ
ら
に
、
論
点
5
と
論
点
６
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で
提
示
す
る
二
つ
の
条
件
を
加
え
、
あ
わ
せ
て
三
つ
の
条
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
と
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
あ
ら
か
じ
め
み

て
お
く
と
、
①
事
実
上
住
民
が
経
済
的
文
化
的
に
密
接
な
共
同
生
活
を
営
み
（
論
点
３
）、
②
共
同
体
意
識
を
も
ち
（
論
点
６
）、

③
相
当
程
度
の
地
方
自
治
の
基
本
的
権
能
を
付
与
さ
れ
て
い
る
（
論
点
５
）、
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
す
。
①
と
②
は
社
会

的
基
盤
の
存
在
の
有
無
を
、
③
は
憲
法
が
付
与
す
る
の
で
は
な
く
、
沿
革
的
に
も
現
実
的
に
も
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
問
う

も
の
で
、
い
ず
れ
も
実
体
優
先
の
立
場
と
い
え
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
特
別
区
に
関
し
て
ど
う
判
断
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
論
点
4
が
こ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。
特
別
区
は
憲
法
上
の

地
方
公
共
団
体
に
該
当
す
る
か
、
結
論
か
ら
い
え
ば
、
地
裁
が
イ
エ
ス
で
、
検
察
と
最
高
裁
が
ノ
ー
で
す
。
そ
の
判
断
は
現
状

と
沿
革
の
二
つ
の
側
面
か
ら
な
さ
れ
ま
す
。
地
裁
判
決
は
、
法
の
由
来
・
精
神
の
立
場
か
ら
、
区
は
住
民
に
直
接
行
政
を
執

行
す
る
団
体
で
あ
っ
て
、
沿
革
的
に
も
区
長
の
公
選
を
は
じ
め
自
治
体
と
し
て
の
展
開
を
も
ち
、「
こ
の
既
成
事
実
を
認
め
た

上
」
で
憲
法
の
地
方
公
共
団
体
の
概
念
が
あ
り
、
地
方
自
治
法
で
こ
れ
を
規
定
し
て
い
る
と
判
断
し
ま
す
。
特
別
区
に
は
市
と

異
な
っ
た
特
別
の
取
り
扱
い
が
認
め
ら
れ
ま
す
が
、「
こ
れ
は
都
と
区
と
の
間
に
お
け
る
特
殊
関
係
の
存
在
す
る
た
め
」
で
あ

っ
て
、
原
則
に
対
す
る
特
例
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
一
方
、
実
体
優
先
の
立
場
を
と
る
検
察
は
、
主
と
し
て
個
別
の
法
令
や
地
方
自

治
法
の
附
則
な
ど
を
縷る

る々

例
示
し
な
が
ら
、
特
別
区
は
「
大
都
市
内
の
一
区
劃
を
基
礎
と
す
る
地
域
団
体
で
あ
り
、
沿
革
的
に

も
一
個
の
市
の
一
部
と
し
て
他
の
部
分
と
と
も
に
一
体
を
な
し
て
発
展
し
て
来
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
実
質
的
に
は
市
と
同
様

に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
認
識
を
示
し
ま
す
。
特
別
区
の
「
地
域
社
会
の
客
観
的
な
社
会
的
経
済
的
実
体
」
に

関
し
て
は
、
大
都
市
の
人
口
特
性
や
地
域
特
性
の
一
般
的
な
記
述
に
留
ま
り
ま
す
。
最
高
裁
は
、
区
の
沿
革
上
「
未
だ
市
町
村

の
ご
と
き
完
全
な
自
治
体
と
し
て
の
地
位
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
な
く
、
そ
う
し
た
機
能
を
果
た
し
た
こ
と
も
な
か
つ
た
」
と
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認
識
を
述
べ
る
と
と
も
に
、「
特
別
区
は
区
域
内
の
住
民
に
対
し
て
直
接
行
政
を
執
行
す
る
と
は
い
え
、
そ
の
範
囲
お
よ
び
権

限
に
お
い
て
、
市
の
場
合
と
は
著
し
く
趣
き
を
異
に
す
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
か
つ
た
」
と
し
て
、
個
別
の
法
令
に
よ
り
特
例

を
い
く
つ
も
例
示
し
ま
す
。
そ
し
て
、
特
別
区
の
自
治
権
の
制
約
は
、「
二
三
区
の
存
す
る
地
域
全
体
に
わ
た
り
統
一
と
均
衡

と
計
画
性
の
あ
る
大
都
市
行
政
を
実
現
せ
ん
と
す
る
要
請
」
と
、「
所
詮
、
特
別
区
が
、
東
京
都
と
い
う
市
の
性
格
を
も
併
有

し
た
独
立
地
方
公
共
団
体
の
一
部
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。
判
断
に
あ
た
っ
て
の
三
条
件

の
一
つ
、
経
済
的
文
化
的
に
密
接
な
共
同
生
活
を
営
ん
で
い
る
こ
と
に
関
し
て
、
具
体
的
な
言
及
は
あ
り
ま
せ
ん
。

論
点
５
は
、
最
高
裁
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
憲
法
が
保
障
す
る
地
方
公
共
団
体
の
三
条
件
の
一
つ
で
す
。
先
に
論
点
3
で
み
た

条
件
の
③
に
あ
た
り
ま
す
。
判
決
文
に
は
、「
沿
革
的
に
み
て
も
、
ま
た
現
実
の
行
政
の
上
に
お
い
て
も
、
相
当
程
度
の
自
主

立
法
権
、
自
主
行
政
権
、
自
主
財
政
権
等
地
方
自
治
の
基
本
的
権
能
を
附
与
さ
れ
た
地
域
団
体
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
」

と
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
地
裁
判
決
は
、「
地
方
公
共
団
体
の
有
す
る
権
能
の
範
囲
の
如
何
に
よ
り
、
憲

法
に
お
け
る
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
か
否
か
を
決
す
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
府
県
の
権
能
を
法
律
で
奪
い
、
そ
の
結
果
と
し

て
府
県
は
一
般
的
権
能
を
有
し
な
い
地
方
団
体
な
り
と
し
て
、
そ
の
長
の
公
選
制
を
否
定
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
」
と
問
題

を
提
起
し
、「
特
別
区
の
権
能
の
如
何
に
よ
つ
て
、
こ
れ
を
憲
法
上
の
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
か
否
か
を
決
す
る
こ
と
は
許
さ

れ
」
な
い
と
し
ま
す
。
そ
う
で
は
な
く
、「
そ
も
そ
も
地
方
自
治
に
関
し
憲
法
の
企
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
前
述
せ
る
如
く
地
方

自
治
を
確
立
し
、
そ
の
た
め
既
存
の
地
方
公
共
団
体
は
こ
れ
を
一
層
完
全
な
自
治
体
と
す
る
こ
と
に
あ
る
の
は
論
を
俟ま

た
な
い

と
こ
ろ
で
、
こ
の
趣
旨
に
立
脚
す
る
限
り
、
特
別
区
も
前
述
の
如
く
憲
法
の
発
足
時
よ
り
存
在
し
た
団
体
で
あ
る
か
ら
、
た
と

え
こ
れ
が
重
要
機
能
を
全
面
的
に
は
持
た
な
い
特
殊
団
体
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
れ
を
一
層
完
全
な
る
自
治
体
へ
と
発
展
せ
し
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め
る
こ
と
こ
そ
」
が
憲
法
の
趣
旨
に
合
致
す
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。

続
く
論
点
６
も
三
条
件
の
一
つ
で
、
論
点
3
の
と
こ
ろ
で
触
れ
た
条
件
の
②
に
あ
た
り
、
共
同
体
意
識
の
有
無
を
問
う
も
の

で
す
。
検
察
は
、
共
同
体
意
識
を
重
要
視
し
、「
共
同
体
意
識
の
な
い
と
こ
ろ
に
真
の
意
味
の
自
治
は
成
り
立
た
な
い
」
と
断

言
し
た
上
、「
共
同
体
意
識
は
、
生
活
条
件
の
変
化
に
伴
つ
て
変
化
す
る
。
も
し
生
活
条
件
の
変
化
に
よ
つ
て
、
国
民
と
し
て

の
共
同
体
意
識
し
か
残
ら
な
い
時
代
が
来
れ
ば
、
す
べ
て
の
地
方
自
治
は
消
滅
す
る
か
も
知
れ
な
い
。［
…
］
共
同
体
意
識
が

あ
つ
て
は
じ
め
て
自
治
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
り
、
ま
た
如
何
な
る
原
因
に
よ
る
に
せ
よ
、
共
同
体
意
識
が
消
滅
し
て
し
ま
え

ば
自
治
は
実
質
的
に
消
滅
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
自
治
の
本
来
の
姿
で
あ
る
」
と
ま
で
言
い
切
り
ま
す
。
最
高
裁
は
、
共
同

体
意
識
を
条
件
の
一
つ
と
し
て
掲
げ
は
し
ま
す
が
、
そ
れ
以
上
な
に
も
言
及
は
な
い
ま
ま
で
す
。
こ
の
共
同
体
意
識
と
い
う
概

念
は
、
地
裁
判
決
の
な
か
で
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、「
明
白
な
も
の
で
は
な
く
」、
他
の
二
つ
の
条
件
以
上
に
と
ら
え
か
た

が
定
ま
ら
ず
、
恣
意
的
で
主
観
的
に
な
り
が
ち
で
す
。
判
断
条
件
と
す
る
に
は
、
尺
度
や
基
準
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
は

ず
で
す
。
さ
ら
に
、
地
裁
判
決
に
は
次
の
よ
う
な
指
摘
も
あ
り
ま
す
。「
現
今
の
市
町
村
の
実
態
を
見
る
と
き
は
、
交
通
不
便

な
る
昔
時
に
お
け
る
地
方
集
落
体
の
孤
立
し
た
時
代
と
は
異
り
、
都
市
が
膨
脹
、
発
展
、
隣
接
し
、
交
通
の
至
便
、
経
済
生
活

の
必
要
等
に
応
じ
、
各
市
区
町
村
間
の
住
民
の
交
流
が
極
め
て
頻
繁
な
る
現
状
に
お
い
て
は
、
共
同
体
意
識
と
い
う
観
念
は
し

か
く
強
固
で
あ
る
と
は
断
定
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
又
こ
の
共
同
体
意
識
を
強
調
し
、
共
同
体
的
自
治
を
あ
ま
り
に
も
固
執
す

る
と
き
は
、
過
去
に
お
い
て
苦
い
経
験
を
な
め
た
全
体
主
義
素
朴
な
る
中
央
集
権
へ
逆
行
す
る
の
危
験
を
は
ら
む
虞お
そ
れな

し
と
し

な
い
の
で
あ
る
。」

論
点
７
は
、
地
裁
判
決
で
提
起
さ
れ
た
問
題
で
す
。
憲
法
に
明
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
原
則
と
し
て
、
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「
地
方
公
共
団
体
は
基
礎
的
公
共
団
体
と
し
て
の
市
区
町
村
、
上
層
的
公
共
団
体
と
し
て
の
都
道
府
県
と
い
う
重
畳
的
構
造
の

建
前
を
要
求
し
て
い
る
」
と
み
る
べ
き
で
あ
る
の
に
、
特
別
区
の
地
域
で
は
都
の
み
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
仮
に
、
都

が
上
層
（
広
域
）
と
基
礎
を
併
有
し
て
い
る
と
い
う
建
前
を
と
っ
た
と
し
て
も
、「
次
の
如
き
地
方
自
治
の
本
旨
に
反
す
る
不

都
合
の
発
生
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
指
摘
し
ま
す
。「
す
な
わ
ち
、
23
区
以
外
の
三
多
摩
、
大
島
地
方
に
居
住
す
る

都
民
は
、
都
の
長
で
あ
る
都
知
事
を
選
出
し
得
る
が
、
こ
れ
ら
都
民
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
都
知
事
は
、
同
時
に
23
区
の
団
体

の
長
を
も
兼
ね
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
三
多
摩
、
大
島
地
方
に
居
住
す
る
都
民
は
、
自
己
の
所
属
す
る
自
治
体
以
外

の
公
共
の
長
の
選
出
に
も
関
与
し
た
こ
と
に
な
る
し
、
又
23
区
以
外
の
三
多
摩
、
大
島
地
方
の
選
出
し
た
都
議
会
議
員
が
、
23

区
の
行
政
に
対
し
て
も
発
言
権
を
持
つ
と
い
う
不
合
理
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
の
で
す
。
こ
れ
に
対
し
、
検
察

上
告
で
は
、
ま
ず
、「
い
わ
ゆ
る
二
重
構
造
論
」
と
し
て
、
そ
の
頃
も
議
論
に
な
っ
て
い
た
解
釈
論
の
立
場
か
ら
反
論
を
展
開

し
ま
す
。
そ
の
あ
と
、
地
裁
判
決
が
指
摘
す
る
「
不
都
合
の
発
生
」
に
言
及
し
ま
す
が
、
そ
れ
は
「
形
式
的
不
合
理
さ
」
に
す

ぎ
ず
、「
都
制
に
必
然
的
に
伴
う
も
の
」
で
あ
っ
て
、
大
都
市
行
政
や
東
京
都
の
「
実
体
」
か
ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
よ
り
合
理

的
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
不
都
合
は
、
地
裁
判
決
が
「
地
方
自
治
体
の
在
り
方
の
根
本
問
題
」
と

す
る
よ
う
に
、
住
民
の
権
利
や
自
治
の
本
質
に
か
か
わ
る
重
要
な
問
題
と
い
え
ま
す
が
、
最
高
裁
は
見
解
を
示
し
て
い
ま
せ
ん
。

続
く
論
点
８
に
お
い
て
も
、
地
裁
判
決
は
特
別
区
制
度
の
現
状
に
対
す
る
問
題
を
示
し
ま
す
。「
東
京
都
は
今
や
人
口
1
千

万
人
を
超
え
て
日
本
全
人
口
の
1
割
に
達
し
、
特
別
区
1
区
の
み
に
て
も
優
に
地
方
の
1
県
又
は
大
都
市
に
匹
敵
す
る
も
の
で

あ
り
、
こ
れ
を
都
の
内
部
に
吸
収
し
そ
の
内
部
的
機
構
と
す
る
こ
と
は
、
か
え
つ
て
幾
多
の
障
害
を
生
ず
る
虞お
そ
れな

し
」
と
は
い

え
な
い
と
、
や
が
て
現
実
化
す
る
諸
問
題
を
示
唆
し
ま
す
。
そ
し
て
、「
む
し
ろ
独
立
し
た
自
治
団
体
と
し
て
、
区
民
自
治
を
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全
う
」
す
る
こ
と
が
特
別
区
の
あ
り
方
で
あ
る
と
し
ま
す
。
検
察
上
告
の
ほ
う
は
、
実
体
論
と
政
策
論
の
立
場
か
ら
反
論
し
、

特
別
区
は
大
都
市
内
の
一
区
画
で
あ
っ
て
特
異
性
を
有
す
る
こ
と
や
時
代
の
変
化
な
ど
を
述
べ
ま
す
。
そ
の
な
か
で
、「
も
ち

ろ
ん
、
検
察
官
に
お
い
て
も
現
在
の
特
別
区
長
の
選
任
方
法
が
最
良
の
方
式
で
あ
る
と
考
え
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
非
難
の
多

い
制
度
で
あ
る
こ
と
も
承
知
し
て
い
る
。」
と
い
っ
た
発
言
も
し
て
い
ま
す
。
最
高
裁
は
、
こ
の
論
点
に
関
し
て
も
、
見
解
を

述
べ
て
は
い
ま
せ
ん
。

こ
う
し
た
論
点
と
判
断
の
違
い
か
ら
、
地
裁
と
検
察
・
最
高
裁
で
は
、
相
反
す
る
結
論
が
導
か
れ
ま
す
。
地
裁
判
決
は
、

「
以
上
の
如
く
で
あ
る
か
ら
、
特
別
区
の
区
長
公
選
制
を
廃
止
し
た
地
方
自
治
法
第
２
８
１
条
の
2
は
、
違
憲
の
譏そ
し

り
を
免

れ
な
い
無
効
の
も
の
と
解
す
る
の
外
な
い
の
で
あ
る
」
と
す
る
の
に
対
し
、
検
察
の
上
告
は
、「
以
上
に
明
ら
か
に
し
た
如
く
、

原
判
決
は
、
憲
法
及
び
地
方
自
治
法
そ
の
他
の
法
令
の
理
解
に
お
い
て
も
、
大
都
市
行
政
の
実
体
の
理
解
に
お
い
て
も
明
白
な

誤
り
を
犯
し
、
そ
の
結
果
地
方
自
治
法
第
２
８
１
条
の
2
の
規
定
を
憲
法
第
93
条
第
2
項
に
違
反
す
る
と
し
た
も
の
で
あ
る
」

と
反
論
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
最
高
裁
の
結
論
は
次
の
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。「
し
か
し
て
、
特
別
区
の
実
体
が
右
の
ご
と
き

も
の
で
あ
る
以
上
、
特
別
区
は
、
そ
の
長
の
公
選
制
が
法
律
に
よ
つ
て
認
め
ら
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
憲
法
制
定
当
時
に
お
い

て
も
ま
た
昭
和
27
年
８
月
地
方
自
治
法
改
正
当
時
に
お
い
て
も
、
憲
法
93
条
２
項
の
地
方
公
共
団
体
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
従
つ
て
、
改
正
地
方
自
治
法
が
右
公
選
制
を
廃
止
し
、
こ
れ
に
代
え
て
、
区
長
は
特
別
区
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
権
を
有

す
る
者
で
年
齢
25
年
以
上
の
も
の
の
中
か
ら
特
別
区
の
議
会
が
都
知
事
の
同
意
を
得
て
選
任
す
る
と
い
う
方
法
を
採
用
し
た
か

ら
と
い
つ
て
、
そ
れ
は
立
法
政
策＊
２

の
問
題
に
ほ
か
な
ら
ず
、
憲
法
93
条
2
項
に
違
反
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。」
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憲
法
解
釈
に
ま
で
及
ん
だ
事
件
は
、
最
高
裁
判
決
に
よ
っ
て
確
定
し
ま
し
た＊

３

。
こ
の
あ
と
は
、
主
と
し
て
最
高
裁
判
例
を
め

ぐ
っ
て
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

＊
１　

第
一
審
判
決
で
法
令
な
ど
を
違
憲
と
し
た
場
合
に
、
控
訴
を
経
ず
に
直
接
最
高
裁
判
所
に
申
し
立
て
る
も
の
で
す
。
重
要
な
法
律
問

題
に
つ
い
て
迅
速
に
最
高
裁
判
所
の
判
断
を
求
め
る
た
め
の
制
度
で
す
が
、
実
例
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。

＊
２　

こ
の
最
高
裁
判
決
の
裁
判
官
に
名
を
連
ね
て
い
た
入
江
俊
郎
氏
は
、
後
年
の
論
考
の
な
か
で
地
方
自
治
の
本
旨
と
立
法
政
策
の
関
係

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
、
あ
わ
せ
て
野
瀬
判
決
へ
の
批
判
と
も
受
け
取
れ
る
言
及
を
し
て
い
ま
す
。「
憲
法
に
い
わ
ゆ
る
地
方
自
治
の

本
旨
を
、
具
体
的
に
如
何
に
立
法
の
上
に
実
現
し
て
ゆ
く
か
と
い
う
こ
と
は
、
わ
が
国
地
方
自
治
の
歴
史
的
沿
革
、
社
会
構
造
、
経
済
組
織
、

国
民
の
政
治
意
識
、
な
か
ん
づ
く
国
民
の
地
方
自
治
に
対
す
る
認
識
の
程
度
を
十
分
勘
案
し
、
多
分
に
行
政
学
的
見
地
か
ら
の
科
学
的
資
料

に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
り
、
そ
の
大
部
分
は
立
法
政
策
の
領
域
に
属
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
大
き
な
枠
で
地
方
自
治
の
指
標

を
示
し
た
い
わ
ば
プ
ロ
グ
ラ
ム
的
規
定
と
も
い
う
べ
き
憲
法
92
条
の
条
文
の
文
言
の
み
を
手
掛
り
と
し
て
、
地
方
自
治
の
個
々
具
体
の
制
度
、

運
営
の
合
憲
、
違
憲
を
論
ず
る
よ
う
な
こ
と
は
大
い
に
戒
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。」
入
江
氏
は
、
法
制
官
僚
（
法
制
局
次
長
）
と
し

て
日
本
国
憲
法
制
定
に
大
き
く
か
か
わ
る
と
と
も
に
、「
共
同
体
意
識
」
な
ど
に
通
ず
る
隣
保
共
同
論
を
唱
え
て
も
い
ま
し
た
。（
巻
末
に
掲

載
の
参
考
文
献
の
［
入
江
］、［
斎
藤
ｂ
］、［
斎
藤
ｃ
］参
照
）

＊
３　

こ
の
判
決
文
に
は
、
判
決
の
理
由
に
続
い
て
、
垂
水
裁
判
官
の
補
足
意
見
が
記
載
さ
れ
、
判
決
理
由
よ
り
も
長
く
縷
々
綴
ら
れ
ま
す
。

そ
の
中
に
は
、「
私
は
、
東
京
都
の
特
別
区
を
地
方
公
共
団
体
と
し
て
扱
い
、
そ
の
区
長
を
公
選
す
る
制
度
を
採
る
な
ら
、
憲
法
の
地
方
自
治

の
本
旨
に
副
う
と
思
う
。」
と
か
「
私
は
、
或
る
地
方
の
住
民
を
法
律
で
地
方
公
共
団
体
と
す
る
場
合
な
ら
よ
い
が
、
反
対
に
一
旦
地
方
公
共

団
体
と
さ
れ
そ
の
権
利
を
与
え
ら
れ
た
も
の
か
ら
そ
の
権
利
を
奪
い
こ
れ
を
地
方
公
共
団
体
で
な
く
す
る
場
合
に
は
、
少
く
と
も
そ
の
地
方

公
共
団
体
の
公
的
総
意
を
聴
く
ぐ
ら
い
の
こ
と
を
す
る
方
が
民
主
的
で
あ
る
と
思
う
。
特
別
区
の
長
の
公
選
制
を
廃
止
す
る
地
方
自
治
法
２
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８
１
条
の
２
第
１
項
の
制
定
に
あ
た
り
、
公
述
人
の
意
見
を
聴
い
た
と
か
、
区
民
は
何
ら
反
対
し
な
か
つ
た
と
い
う
だ
け
で
は
不
十
分
の
よ

う
に
思
う
。」
と
い
っ
た
表
明
は
あ
り
ま
す
が
、
結
局
は
、
区
長
公
選
廃
止
は
違
憲
で
は
な
い
と
述
べ
、「
多
数
意
見
の
結
論
に
賛
成
す
る
」

と
結
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
補
足
意
見
に
対
し
て
は
、
当
時
か
ら
、
疑
問
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。「
率
直
に
い
っ
て
、
再
三
再
四
熟
読
し
て
も
、

補
足
意
見
が
何
を
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
つ
い
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。」「
補
足
意
見
の
論
旨
が
散
発
的
で
、
何
を

い
お
う
と
し
て
い
る
の
か
は
っ
き
り
つ
か
み
に
く
い
こ
と
で
あ
る
。
補
足
意
見
の
あ
り
か
た
と
し
て
、
一
考
を
要
す
る
の
で
は
な
い
か
。」

（［
有
倉
ｃ
］、［
成
田
ａ
］）

四
‐
三
　
判
決
の
波
紋

二
つ
の
相
反
す
る
判
決
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
す
る
新
聞
報
道
と
関
係
者
の
コ
メ
ン
ト
は
、
前
の
章
の
は
じ
め
の
ほ
う
で
い
く
つ

か
紹
介
し
ま
し
た
。
そ
の
時
、
法
律
の
専
門
家
た
ち
は
ど
う
反
応
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

判
決
の
後
す
ぐ
に
も
新
聞
に
専
門
家
の
論
評
記
事
が
掲
載
さ
れ
、
ま
も
な
く
す
る
と
専
門
雑
誌
な
ど
に
論
考
が
発
表
さ
れ
て

い
き
ま
す
。
そ
れ
ら
を
み
る
と
、
地
裁
判
決
と
最
高
裁
判
決
の
ど
ち
ら
に
つ
い
て
も
、
批
判
的
な
論
調
と
好
意
的
な
論
調
に
大

き
く
分
か
れ
ま
す＊
１

。
地
裁
の
野
瀬
判
決
に
対
し
て
は
、「
あ
ま
り
に
形
式
論
に
す
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
」、「
通
観
し
て
、
そ
の
あ

ま
り
に
単
純
簡
明
な
（
決
し
て
賞
め
た
意
味
で
は
な
い
）
論
理
構
成
に
は
驚
く
ば
か
り
で
あ
る
」
と
冷
や
や
か
な
反
応
が
あ
る

一
方
、「
特
別
区
に
関
す
る
憲
法
上
の
論
点
を
ほ
と
ん
ど
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
と
り
あ
げ
、［
…
］
ま
た
そ
の
論
旨
も
大
体
に
お

い
て
正
当
と
思
わ
れ
［
…
］
対
世
的
に
み
て
も
相
当
説
得
力
を
も
っ
た
論
旨
を
展
開
し
て
」
い
て
、
論
を
説
き
尽
し
革
新
的
で

も
あ
る
、
と
い
う
積
極
的
な
評
価
が
あ
り
ま
す
。
基
本
的
に
判
決
と
立
場
が
同
じ
な
が
ら
も
、「
共
感
す
る
と
こ
ろ
は
あ
る
が
、
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　　　良心と信念
定年退官に近づいた昭和45（1970）年、野瀬判事は、『法律時報』に

「裁判官の良心と信念について」という論を書きました。そのなかには、
違憲判決をする下級審の裁判官のことが述べられています。
「裁判官にとっては、一つの事件に対する裁判は、まさに血みどろの闘

いであるといわれている。特にそれが社会的に重大事件とか、憲法判断に
関するものであるときはなおさらである。法律の解釈にあたっては、それ
に関する著書雑誌類の文献はもちろん漁りつくし、その他国会委員会の速
記録にまで眼を通すことは一再に止まらない。［…］その間の心身の疲労
困憊は、その当事者でなければ到底理解しえないであろう。かくして第一
審は第一審なりに最善の努力をつくして判決となるのである。ある者がい
うごとく、軽い気持ちから違憲判決でも一つ出してやろうかというような
不埒な考えを持つ裁判官は一人もいない。少なくともいないと確信する。」
「違憲判断にふみきったとしても、一概にこれを無謀判断として非難し

きれない場合もあるのである。これもまた真摯なる一つの努力とみる必要
があろう。それゆえかかる場合には、なぜ違憲判断となったかにつき、慎
重に吟味することが大切である。そうでなければ裁判の進歩発展性は見る
由もなく、下級審はつねに、最高裁がみずからその非を認めて前判例を破
棄するまで、手を拱いているよりほかはなくなるであろう。」
「三十年間の永い間刑事裁判に専従してきた跡を振り返ってみると、裁

判官というものは、馬鹿固く、いざ裁判という段になると、まったく裁判
官精神に徹し、個人的な感情や、その個人が持っている学説、思想という
ものは、ほとんど影を薄めてしまうものである。まったく理屈では割り切
れない不思議な心境に置かれるというほかはない。これこそ司法の伝統と
いうか、裁判官を天職とする者の誇りと強みであると信じて疑わないので
ある。いわゆる裁判官的良心というものであろう。」
「いやしくも裁判官となった以上は、所長、長官というような行政的栄

進に捉われることなく、裁判の道に徹してもらいたいということである。
裁判官は行政的出世を夢みるようでは、裁判官としての正道を歩むものと
はいえない。そこでわれわれ裁判官の背骨には、一本太い筋金が通ってい
るかを確かめてみようではないか。そして司法の鞏固たる信念の大殿堂を
支える一本の鉄筋になって貰いたいものである。」
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啓
発
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
少
な
い
」
と
い
っ
た
評
も
あ
り
ま
し
た
。
最
高
裁
判
決
に
つ
い
て
も
、「
野
瀬
判
決
、
お
よ
び
こ
れ
を

攻
撃
す
る
東
京
地
検
の
上
告
趣
意
に
比
し
て
、
判
決
理
由
の
な
ん
と
簡
単
な
こ
と
か
。
こ
の
点
で
ま
ず
失
望
し
た
と
い
う
の
が

実
感
で
あ
る
」
と
感
慨
が
述
べ
ら
れ
る
一
方
、「
判
決
を
一
読
し
て
受
け
た
率
直
な
印
象
は
、
最
高
裁
の
あ
り
か
た
に
ふ
さ
わ

し
い
、
か
な
り
読
み
ご
た
え
の
あ
る
判
決
で
あ
る
と
い
う
一
言
に
尽
き
る＊
２

」
と
い
う
評
価
ま
で
大
き
く
分
か
れ
ま
す
。
な
か
に

は
最
高
裁
判
決
を
妥
当
と
す
る
立
場
を
と
り
な
が
ら
、「
検
察
側
の
意
見
に
ひ
き
ず
ら
れ
た
せ
い
」
で
立
論
の
な
か
に
「
若
干

気
に
な
る
」
こ
と
が
あ
る
な
ど
、
い
く
つ
か
懸
念
を
述
べ
る
論
調
も
み
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
二
つ
の
判
決
の
内
容
と
は
別
に
、
次
の
よ
う
な
評
価
も
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ま
で
の
区
長
選
任
を
め
ぐ
っ
て
違

憲
訴
訟
が
何
回
も
提
起
さ
れ
な
が
ら
、
裁
判
所
が
実
体
判
断
を
示
し
て
こ
な
か
っ
た
経
緯
か
ら
す
る
と
、
最
高
裁
の
合
憲
か
違

憲
か
の
判
断
を
受
け
る
チ
ャ
ン
ス
は
、「
よ
ほ
ど
ひ
ね
く
っ
た
納
税
者
訴
訟
で
も
起
こ
さ
な
い
限
り
、
ま
ず
あ
る
ま
い
、
と
考

え
ら
れ
て
い
た
が
、
今
日
、
全
く
予
想
だ
に
し
な
か
っ
た
訴
訟
形
態
で
最
高
裁
判
所
の
、
し
か
も
大
法
廷
の
判
断
に
接
す
る
こ

と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
や
や
春
秋
の
筆
法
の
き
ら
い
は
あ
る
が
、
か
よ
う
な
意
味
で
野
瀬
判
決
の
果
し
た
役
割
は
け
だ
し
絶

大
な
も
の
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
か
。」

判
決
の
内
容
に
対
す
る
論
評
の
多
く
は
、
評
者
の
立
場
に
応
じ
て
、
そ
れ
ま
で
の
合
憲
論
と
違
憲
論
の
議
論
を
繰
り
返
す
か

た
ち
に
な
っ
て
い
ま
す＊
３

。
そ
の
な
か
に
、
す
こ
し
趣
の
異
な
る
見
解
も
み
ら
れ
ま
す＊

４

。
そ
の
一
つ
は
、
地
裁
の
判
決
に
は
賛
成

で
き
ず
、
最
高
裁
の
判
決
が
正
当
と
考
え
る
と
し
な
が
ら
も
、「
区
長
公
選
復
活
の
主
張
に
共
鳴
し
た
い
」
と
語
り
、「
こ
れ
ま

で
、
憲
法
の
一
つ
の
た
て
ま
え
と
し
て
地
方
自
治
が
強
調
さ
れ
つ
つ
も
、
実
際
上
の
行
政
的
便
宜
の
要
求
に
お
さ
れ
、
地
方
の
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自
主
性
の
強
化
は
、
全
体
と
し
て
の
総
合
的
施
策
を
害
す
る
障
害
と
考
え
ら
れ
て
き
た
傾
き
が
あ
る
。
か
つ
て
の
区
長
公
選
の

廃
止
の
背
後
に
も
、
こ
の
よ
う
な
考
え
の
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
英
米
の
歴
史
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
治
的
共
同
体

の
う
ち
に
形
成
さ
れ
る
住
民
の
政
治
的
自
治
の
意
識
こ
そ
民
主
制
の
真
の
基
盤
で
あ
る
と
い
う
発
想
を
も
っ
て
、
区
長
の
選
任

方
法
を
再
考
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
」
と
指
摘
し
、「
区
が
自
治
体
と
し
て
成
長
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
野
瀬

判
決
に
通
じ
る
考
え
を
示
し
て
い
ま
す
。
も
う
一
つ
は
、「
区
長
公
選
制
は
た
と
え
違
憲
で
な
く
て
も
、
民
主
主
義
の
立
場
か

ら
い
っ
て
、
復
活
す
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
、
判
決
の
論
点
７
と
関
連
す
る
こ
と
を
、
よ
り
具
体
的
に
、「
三
鷹
市
の
市
長
の

選
挙
権
が
住
民
に
あ
る
の
に
杉
並
区
の
区
長
の
選
挙
権
は
な
く
、
東
京
都
知
事
の
選
挙
権
し
か
持
た
ぬ
と
い
う
の
は
、
東
京

の
区
民
に
と
っ
て
は
不
公
平
も
は
な
は
だ
し
い
。
地
方
の
住
民
と
く
ら
べ
て
も
東
京
の
区
民
が
日
常
生
活
と
結
び
つ
い
た
地
域

社
会
に
対
す
る
選
挙
権
を
削
ら
れ
て
い
る
の
は
不
合
理
で
あ
る
」
と
論
じ
た
う
え
、
さ
ら
に
、「
区
が
市
と
同
じ
取
り
扱
い
を

受
け
る
と
首
都
と
し
て
の
一
貫
性
を
欠
く
と
い
う
論
も
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
統
一
性
を
別
に
考
慮
す
れ
ば
い
い
こ
と
で
あ

る
」
と
加
え
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
別
の
観
点
か
ら
の
見
解
と
し
て
、
大
都
市
行
政
の
民
主
化
を
論
ず
る
な
か
で
、
野
瀬
判
決

に
言
及
し
、「
特
別
区
が
憲
法
制
定
以
前
に
区
長
公
選
を
し
て
い
る
事
実
か
ら
、
市
と
同
格
な
地
方
公
共
団
体
で
あ
り
、
都
と

の
関
係
で
特
殊
性
を
も
つ
団
体
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
一
層
完
全
な
自
治
体
へ
発
展
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
、
憲
法
の
趣
旨
に
沿
う
と
、

明
快
に
違
憲
論
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
の
判
決
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
特
別
区
は
東
京
に
お
け
る
行
政
民
主
化
の
手
が
か
り
で

あ
る
。
民
意
反
映
こ
そ
、
過
大
都
市
東
京
の
広
域
行
政
を
考
え
る
基
礎
条
件
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
し
よ
う
」
と
述
べ
、「
大

都
市
行
政
の
理
想
が
二
段
階
の
議
会
構
造
の
合
理
的
運
営
に
あ
る
と
い
う
ロ
ブ
ソ
ン＊
５

の
指
摘
は
、
日
本
の
よ
う
に
、
市
民
的
統

制
の
伝
統
が
よ
わ
く
、
ね
づ
よ
く
官
僚
的
統
制
が
力
を
も
っ
て
い
る
国
に
お
い
て
、
と
く
に
切
実
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
の
で
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は
あ
る
ま
い
か
」
と
結
ん
で
い
ま
す
。

や
が
て
、
識
者
の
論
調
は
、
合
憲
論
や
違
憲
論
の
立
場
か
ら
意
見
を
述
べ
た
り
、
あ
る
い
は
、
別
の
観
点
か
ら
自
己
の
見
解

を
示
し
た
り
す
る
も
の
か
ら
、
最
高
裁
判
決
の
祖
述
や
論
評
へ
と
移
行
し
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
に
つ
れ
地
裁
判
決
へ
の
言
及
は

す
く
な
く
な
り
ま
す＊
６

。

裁
判
が
確
定
し
て
以
降
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
憲
法
に
関
す
る
書
籍
や
判
例
解
説
、
地
方
自
治
を
扱
っ
た
書
籍
な
ど
を
み

る
と
、
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
こ
の
最
高
裁
判
決
の
こ
と
が
で
て
き
ま
す＊
７

。
記
述
の
ス
タ
イ
ル
は
、
①
判
決
以
上
に
は
言
及

の
な
い
も
の
、
②
判
決
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
も
の
、
の
二
つ
に
分
か
れ
ま
す
。

①
の
記
述
に
は
す
こ
し
差
が
み
ら
れ
、
最
高
裁
判
決
の
引
用
や
内
容
の
説
明
な
し
に
、
特
別
区
は
憲
法
上
の
地
方
公
共
団
体

に
あ
た
ら
な
い
旨
の
判
断
を
し
た
と
だ
け
記
す
も
の
、
判
決
の
引
用
あ
る
い
は
要
旨
の
紹
介
の
み
に
留
ま
る
も
の
、
こ
の
判
決

が
大
い
に
議
論
を
呼
び
、
不
満
を
噴
出
さ
せ
た
と
付
言
す
る
も
の
、
そ
の
後
の
地
方
自
治
法
改
正
の
事
実
だ
け
を
付
記
す
る
も

の
な
ど
が
あ
り
ま
す＊
８

。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
考
察
の
素
材
や
糸
口
の
な
い
ま
ま
読
者
に
判
断
が
委
ね
ら
れ
て
い
ま
す
。
特
別
区

に
つ
い
て
、
読
者
は
ど
の
よ
う
な
印
象
を
持
つ
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

②
の
最
高
裁
判
決
に
対
す
る
問
題
点
の
提
示
や
批
判
的
論
評
は
数
多
く
あ
り
ま
す
。
な
か
で
も
憲
法
上
の
地
方
公
共
団
体
に

該
当
す
る
た
め
の
三
つ
の
条
件＊
９

の
と
こ
ろ
に
集
中
し
て
い
ま
す
。
あ
ら
か
じ
め
、
最
高
裁
判
決
の
該
当
す
る
部
分
を
確
認
し
ま

す
と
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。「（
憲
法
第
93
条
第
２
項
の
）
地
方
公
共
団
体
と
い
い
得
る
た
め
に
は
、
単
に
法
律
で
地

方
公
共
団
体
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
足
ら
ず
、
事
実
上
住
民
が
経
済
的
文
化
的
に
密
接
な
共
同
生
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活
を
営
み
、
共
同
体
意
識
を
も
つ
て
い
る
と
い
う
社
会
的
基
盤
が
存
在
し
、
沿
革
的
に
み
て
も
、
ま
た
現
実
の
行
政
の
上
に
お

い
て
も
、
相
当
程
度
の
自
主
立
法
権
、
自
主
行
政
権
、
自
主
財
政
権
等
地
方
自
治
の
基
本
的
権
能
を
附
与
さ
れ
た
地
域
団
体
で

あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」

ま
ず
、「
共
同
生
活
」
の
と
こ
ろ
で
す＊1
＊

。「
人
口
移
動
の
範
囲
が
狭
か
っ
た
社
会
と
異
な
り
、
経
済
圏
の
拡
大
、
さ
ら
に
そ
れ

を
促
進
し
た
交
通
手
段
の
発
達
に
伴
う
人
々
の
生
活
圏
が
広
が
っ
て
い
る
現
在
の
生
活
実
態
か
ら
見
る
と
、
そ
の
基
準
の
有
用

性
に
は
疑
問
が
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
、
特
に
大
都
市
の
人
口
増
加
や
過
密
過
疎
の
問
題
か
ら
ど
れ
ほ
ど
の
説
得
力
が
あ
る
の
か

と
疑
問
視
さ
れ
ま
す
。

次
の
「
共
同
体
意
識
」
に
は
、
多
く
の
批
判
が
集
ま
り
ま
す＊＊
＊

。
判
断
基
準
と
し
て
は
漠
然
と
し
て
い
て
測
定
不
能
な
こ
と
、

住
民
の
内
心
に
か
か
わ
る
問
題
で
も
あ
っ
て
認
定
は
い
ち
じ
る
し
く
困
難
な
こ
と
、
意
識
の
濃
淡
の
量
的
相
違
が
公
選
制
廃
止

を
合
理
的
に
説
明
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
な
ど
の
批
判
の
ほ
か
、
現
在
の
都
市
問
題
の
中
で
住
民
の
自
治
意
識
を
村
落
社
会

的
共
同
体
意
識
の
発
想
の
中
に
と
じ
こ
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
人
口
移
動
の
激
し
さ
、
さ
ら
に
地
方
公
共
団
体
の
合
併
等

に
よ
る
拡
大
現
象
の
前
に
、
そ
の
説
得
力
は
む
な
し
く
響
く
、
時
代
に
よ
っ
て
変
り
う
る
も
の
で
あ
り
、
地
方
公
共
団
体
存
立

の
前
提
条
件
に
は
な
ら
な
い
、
と
も
指
摘
さ
れ
ま
す
。
仮
に
測
定
可
能
だ
と
し
て
も
、
市
の
な
か
で
も
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
化
や
昨

今
の
市
町
村
合
併
の
結
果
、
共
同
意
識
を
欠
く
も
の
は
少
な
く
な
く
、
こ
の
基
準
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
市
は
す
べ
て
憲
法

上
の
地
方
公
共
団
体
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
し
、
当
時
も
今
日
も
日
本
の
都
市
に
そ
う
し
た
地
方
公
共
団
体
を
見

出
す
こ
と
は
難
し
い
と
い
え
、
さ
ら
に
、
八
郎
潟
を
埋
め
立
て
て
で
き
た
大
潟
村
の
よ
う
な
新
設
の
村
の
場
合
、
村
民
全
員
が

移
住
者
の
た
め
、
当
初
か
ら
共
同
体
意
識
は
存
在
す
べ
く
も
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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社
会
的
基
盤
と
さ
れ
る
共
同
生
活
と
共
同
体
意
識
に
関
し
て
は
、「
生
活
実
態
か
ら
の
乖
離
に
加
え
、
特
別
区
に
お
け
る
こ

の
要
素
の
存
在
如
何
に
つ
い
て
、
本
判
決
が
直
接
に
は
述
べ
て
い
な
い
こ
と
が
批
判
さ
れ
て
」
も
い
ま
す＊1
＊

。
そ
の
一
方
、
特
別

区
民
に
共
同
体
意
識
が
欠
け
て
い
る
と
い
え
る
の
か
に
疑
問
の
声
も
あ
り
、
区
長
公
選
制
廃
止
反
対
運
動
、
違
憲
訴
訟
の
提
訴
、

区
長
準
公
選
運
動
、
区
長
公
選
復
活
運
動
な
ど
が
展
開
さ
れ
た
こ
と
が
証
す
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
特
別
区
に
は
自
治
の
社
会
的

基
盤
が
あ
る
と
い
う
見
解
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
次
の
「
基
本
的
権
能
」
の
と
こ
ろ
に
は
、「
沿
革
」
と
「
現
実
の
行
政
」
と
い
う
二
つ
の
観
点
が
で
て
き
ま
す＊1
＊

。「
沿

革
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
意
味
す
る
範
囲
が
明
治
憲
法
の
時
代
に
ま
で
及
ぶ
と
す
れ
ば
、
当
時
は
地
方
自
治
の
考
え
方
そ
の
も

の
が
今
と
は
ち
が
い
、
そ
の
と
き
の
沿
革
を
現
行
憲
法
下
の
地
方
公
共
団
体
の
判
断
基
準
に
す
る
の
は
お
か
し
い
で
す
し
、
む

し
ろ
実
態
は
不
完
全
自
治
体
で
あ
り
、
都
道
府
県
も
市
町
村
も
現
行
憲
法
が
予
定
す
る
条
件
を
備
え
て
は
い
な
か
っ
た
と
い
え
、

か
え
っ
て
地
方
公
共
団
体
性
を
否
定
す
る
要
因
と
し
て
機
能
す
る
可
能
性
す
ら
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す＊1
＊

。「
現
実
の
行
政
」
に

つ
い
て
は
論
理
的
に
も
問
題
に
な
り
ま
し
た
。
現
実
の
行
政
上
の
権
限
が
法
律
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
権
能
を

付
与
し
た
り
削
減
し
た
り
す
る
立
法
に
よ
っ
て
、
憲
法
上
の
地
方
公
共
団
体
の
範
囲
が
左
右
さ
れ
る
わ
け
で
、
中
央
政
府
が
法

律
改
正
に
よ
っ
て
権
能
を
奪
え
ば
、
憲
法
上
の
地
方
公
共
団
体
で
は
な
く
な
る
事
態
が
発
生
し
、
憲
法
上
の
保
障
の
問
題
を
立

法
者
に
ゆ
だ
ね
、
単
な
る
立
法
政
策
の
問
題
に
還
元
し
て
し
ま
う
結
果
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
上
位
規
範
で
あ
る

憲
法
規
定
の
解
釈
を
下
位
規
範
で
あ
る
法
律
の
規
定
の
し
か
た
に
よ
っ
て
決
す
る
と
い
う
論
理
の
逆
転
を
意
味
し
、
下
克
上
的

解
釈
と
も
呼
ば
れ
ま
す＊1
＊

。
こ
の
論
理
は
地
方
自
治
の
存
在
意
義
を
失
わ
せ
か
ね
ま
せ
ん
。
問
わ
れ
た
の
は
、
地
方
自
治
法
が
ど

の
よ
う
な
団
体
を
憲
法
上
の
地
方
公
共
団
体
と
し
て
処
遇
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
か
で
あ
っ
た
の
で
す
。
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野
瀬
判
決
は
東
京
都
が
広
域
の
自
治
体
と
基
礎
的
な
自
治
体
を
併
有
す
る
こ
と
の
問
題
（
論
点
７
）
を
提
起
し
ま
し
た
が
、

最
高
裁
は
直
接
的
に
言
及
し
て
い
ま
せ
ん
。
と
は
い
え
、「
所
詮
、
特
別
区
が
、
東
京
都
と
い
う
市
の
性
格
を
も
併
有
し
た
独

立
地
方
公
共
団
体
の
一
部
を
形
成
し
て
い
る
」
と
述
べ
、
検
察
の
主
張
に
そ
っ
た
評
価
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
東
京

の
特
殊
性
を
優
先
さ
せ
、
23
区
の
住
民
だ
け
が
選
挙
権
の
制
約
を
受
け
る
の
は
憲
法
に
反
し
な
い
と
判
断
し
た
と
い
え
ま
す＊1
＊

。

こ
の
点
も
批
判
の
対
象
と
な
り
ま
し
た＊1
＊

。
最
高
裁
の
見
方
は
上
か
ら
見
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
、
選
挙
権
と
い
う
重
大
な
部

分
で
均
衡
を
失
す
る
こ
と
は
釈
然
と
し
な
い
と
い
う
見
解
か
ら
、
憲
法
が
規
定
す
る
法
の
下
の
平
等
と
法
律
上
の
不
平
等
取
扱

い
の
禁
止
か
ら
み
て
、
重
大
な
権
利
の
不
平
等
が
生
じ
て
い
る
と
す
る
見
解
ま
で
あ
り
ま
す
。
住
民
の
参
政
権
の
保
障
、
人
権

の
保
障
の
問
題
を
問
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
野
瀬
判
決
が
「
地
方
自
治
体
の
あ
り
方
の
根
本
問
題
」
と
し
て
提
起
し
た
と
こ
ろ
で

す
。
自
治
体
の
存
在
も
自
治
の
制
度
も
、
住
民
の
人
権
を
実
現
す
る
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る
と
い
え
ま
す
。
地
方
自
治
の
本
質

は
人
権
保
障
の
原
理
と
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
地
方
自
治
の
本
旨
は
単
に
国
家
統
治
機
構
の
面
か
ら
ば
か
り
説
明
さ
れ
る
べ
き

で
は
な
く
、
住
民
の
人
権
論
と
深
く
か
か
わ
っ
て
く
る
べ
き
も
の
で
す
か
ら
、
地
方
公
共
団
体
の
存
立
が
立
法
政
策
の
中
に
あ

る
と
い
う
考
え
は
軽
々
し
く
提
出
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
さ
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
議
論
を
契
機
と
し
て
、
識
者
の
間
で
も
、

主
権
論
や
人
権
論
と
リ
ン
ク
さ
せ
て
地
方
自
治
の
本
旨
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
し
て
こ
な
か
っ
た
た
め
、
地
方
自
治
の
保
障

に
つ
い
て
の
原
理
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
点
で
不
十
分
で
あ
っ
た
、
人
権
問
題
を
基
本
に
す
え
る
観
点
を
欠
落
さ
せ
て
い
る
態
度

が
従
来
の
通
弊
で
あ
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
反
省
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す＊1
＊

。
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こ
の
よ
う
に
、
最
高
裁
判
決
に

対
す
る
論
評
は
さ
ま
ざ
ま
あ
り
ま

す
が
、
一
言
で
評
す
る
な
ら
ば
、

「
歴
史
的
・
社
会
的
実
体
に
一
般

基
準
と
し
て
は
言
及
し
つ
つ
、
具

体
的
に
は
法
律
上
の
権
能
に
依
拠

し
た
」
も
の
と
い
え
ま
す
し
、
そ

こ
に
は
、
次
の
よ
う
な
注
意
点
が

指
摘
さ
れ
て
い
ま
す＊1
＊

。「
本
判
決

は
、
様
々
な
文
脈
の
な
か
で
持
ち

だ
さ
れ
、
様
々
な
意
味
づ
け
を
与

え
ら
れ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
、
特

徴
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
判
決

の
射
程
を
十
分
に
吟
味
し
、〝
濫
用

的
〟
解
釈
に
警
戒
を
払
う
必
要
が

あ
る
。」

　　　特別区の設置
区長公選制が廃止された昭和27（1952）年の地方自治法改正の時、地

方自治法施行令に一つの条文が加わりました。「都内の市町村の区域の全
部又は一部による特別区の設置については、当該市町村は、議会の議決を
経て、これを都知事に申請しなければならない。この場合においては、都
知事は、都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を内閣総理大臣
に届け出なければならない。」というものです（第209条の２第１項）。そ
の後、かなりの時を経て、平成10（1998）年の地方自治法改正の際に、
この条文は、市町村議会の議決が除かれ、都知事の届け先が自治大臣（総
務大臣）になった程度の変更をうけて、政令から法律本体に移行しました

（第281条の4第8項）。
このように、ずっと以前から、都内の市町村は特別区になることが可能

なのです。しかし、いまだ適用例はありません。
この規定は、憲法上の地方公共団体であるはずの都内の市町村が、最

高裁判例にしたがえば、憲法の保障のない団体になるというとても重大
な変化をもたらすものです。しかも、一度特別区になると、元へはもど
れません。さらに、規定のできた当時は、長の公選制を失い、都の内部的
な団体になった特別区です。これほど重大なことを、そもそも法律ではな
く、その下位規定の政令で国会の審議を経ることなく定められるものなの
か、議会の議決を経るだけで住民投票を行わなくともよいのか、なぜ平成
10（1998）年の法改正であえて政令から法律にほぼそのまま移行したの
かなど、さまざまな問題や疑問が生じてきます。

現在、特別区は憲法上の地方公共団体であるといえるならば、問題のい
ちばん大きなところはひとまず解消しますが。
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最
高
裁
判
決
の
後
十
年
ほ
ど
し
た
昭
和
49
（
１
９
７
４
）
年
に
地
方
自
治
法
の
改
正
が
あ
り
、
特
別
区
の
区
長
公
選
制
は
復

活
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
時
を
経
た
平
成
10
（
１
９
９
８
）
年
の
同
法
改
正
の
結
果
、
特
別
区
は
、
基
礎
的
な
地
方
公
共
団
体
と

明
記
さ
れ
る
に
い
た
り
ま
し
た
。
こ
の
立
法
的
な
解
決
に
よ
り
、
今
日
で
は
、
最
高
裁
判
決
は
実
質
的
意
義
を
失
い
、
一
応
の

決
着
が
つ
い
た
と
い
う
見
解
が
あ
り
ま
す11
＊

。
さ
ら
に
、
よ
り
積
極
的
に
、
現
在
の
特
別
区
は
憲
法
上
の
地
方
公
共
団
体
と
解
す

べ
き
で
あ
る
と
述
べ
る
も
の
も
あ
り
ま
す1＊
＊

。
そ
の
一
方
で
、
法
改
正
を
経
た
現
在
で
も
な
お
、
特
別
区
は
憲
法
上
の
地
方
公
共

団
体
と
は
異
な
る
と
い
う
見
解
は
続
い
て
い
て
、
理
論
上
も
解
釈
上
も
依
然
と
し
て
問
題
は
残
り
、
解
決
さ
れ
た
と
は
い
え
そ

う
に
あ
り
ま
せ
ん11
＊

。

時
を
経
て
社
会
や
経
済
の
情
勢
が
大
き
く
変
化
し
、
ま
た
、
判
決
へ
の
批
判
的
議
論
が
さ
ま
ざ
ま
な
さ
れ
て
き
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
区
長
選
任
制
や
そ
れ
を
め
ぐ
る
事
件
は
、
も
は
や
過
去
の
出
来
事
に
す
ぎ
な
い
、
最
高
裁
判
決
を
め
ぐ
る
議
論
は
、

地
方
自
治
法
の
改
正
に
よ
っ
て
特
別
区
の
位
置
づ
け
が
事
実
上
復
権
し
た
現
在
、
も
う
過
去
の
こ
と
と
い
っ
て
よ
い
、
と
は
い

い
き
れ
な
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
は
、
野
瀬
判
決
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
こ
の
事
件
を
契
機
に
起
こ
っ
た
議
論
に
は
、

自
治
の
根
本
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
て
、
現
在
の
私
た
ち
に
、
自
治
を
ど
う
考
え
る
の
か
、
自
治
の
議
論
に
あ
た
っ
て
基
本
的

視
座
を
ど
こ
に
置
く
の
か
を
、
今
な
お
問
い
か
け
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
れ
は
、
憲
法
に
ど
う
向
き
合
う
の
か
を
問
う
こ
と
で

も
あ
る
で
し
ょ
う
。
二
つ
の
判
決
の
波
紋
と
反
響
は
今
な
お
続
い
て
い
ま
す
。

＊
１　

以
下
に
紹
介
す
る
論
評
の
出
典
は
、
巻
末
に
掲
載
の
参
考
文
献
の
［
佐
藤
功
ｂ
］、［
Ｓ
Ｈ
Ｅ
ａ
］、［
杉
村
ａ
］、［
杉
村
ｂ
］、［
有
倉

ｂ
］、［
有
倉
ｃ
］、［
成
田
ａ
］、［
Ｓ
Ｈ
Ｅ
ｂ
］
で
す
。
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＊
２　

な
お
、
こ
の
文
言
の
直
前
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。「
当
初
、
一
部
に
は
、
最
高
裁
は
、
贈
収
賄
罪
の
成
立
し
な
い
点

だ
け
を
論
じ
、
肝
心
の
憲
法
問
題
に
は
肩
す
か
し
を
喰
ら
わ
せ
る
の
で
は
な
い
か
、
憲
法
問
題
を
と
り
あ
げ
る
と
し
て
も
至
極
あ
っ
さ
り
と

片
付
け
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
憶
測
を
す
る
む
き
も
な
い
で
は
な
か
っ
た
が
、
こ
う
し
た
憶
測
が
杞
憂
に
終
っ
た
こ
と
は
喜
ば
し
い
こ

と
で
あ
る
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。」

＊
３　

そ
れ
ま
で
の
合
憲
論
と
違
憲
論
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
や
や
専
門
的
で
煩
瑣
に
な
る
た
め
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
る
こ
と
を
控
え
ま
す
。

議
論
の
概
要
は
、
例
え
ば
、
判
決
当
時
の
［
有
倉
ａ
］、［
成
田
ａ
］
に
、
評
者
の
見
解
を
交
え
つ
つ
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

＊
４　

以
下
の
見
解
は
、［
伊
藤
ａ
］、［
伊
藤
ｂ
］、［
中
村
］、［
大
島
］
に
よ
っ
て
い
ま
す
。

＊
５　

W
illiam

 A
lexander Robson, 1895-1980. 

ロ
ン
ド
ン
大
学
で
１
９
４
７
年
か
ら
１
９
６
２
年
ま
で
行
政
学
の
教
授
を
務
め
て
い
ま

す
。

“
Great Cities of the W

orld: their Governm
ent, Politics and Planning (1954)”

の
編
著
者
。
同
書
は
蝋
山
政
道
監
修
の
下
に
『
世

界
の
大
都
市
―
そ
の
行
政
と
政
治
と
計
画
―
』
と
題
し
て
翻
訳
さ
れ
、
昭
和
33
（
１
９
５
８
）
年
に
東
京
市
政
調
査
会
か
ら
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。

＊
６　

野
瀬
判
決
を
取
上
げ
る
論
考
は
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
途
切
れ
る
こ
と
な
く
続
い
て
い
ま
す
。
言
及
す
る
部
分
や
引
用
の
分
量
は

ま
ち
ま
ち
で
す
。
近
年
は
、
か
な
り
て
い
ね
い
な
紹
介
や
再
評
価
が
み
ら
れ
ま
す
が
、
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。［
有

倉
・
時
岡
］、［
鴨
野
］、［
後
藤
］、［
斎
藤
ａ
］、［
斎
藤
ｃ
］、［
渋
谷
ｂ
］、［
渋
谷
ｃ
］、［
中
里
見
］、［
針
生
］
な
ど
。

＊
７　

概
説
書
や
入
門
的
テ
キ
ス
ト
、
あ
る
い
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
解
説
記
事
の
な
か
に
は
、
最
高
裁
判
決
の
こ
と
に
言
及
す
る
こ
と

な
く
、
特
別
区
は
、
憲
法
が
保
障
す
る
自
治
体
で
は
な
い
、
区
長
の
直
接
公
選
や
地
位
や
権
能
は
法
律
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
う
る
、
い
ま
な

お
東
京
都
の
内
部
機
関
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
完
全
に
排
斥
し
き
れ
て
い
な
い
、
な
ど
の
記
載
が
み
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
特
別
区

に
関
し
て
、
さ
ら
に
不
可
解
な
こ
と
が
書
か
れ
て
も
い
ま
す
。

＊
８　

例
え
ば
、［
北
村
他
］、［
櫻
井
・
橋
本
］、［
長
谷
部
］、［
原
田
］、［
藤
田
］、［
三
好
他
］
な
ど
で
す
。
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＊
９　

表
４
の
論
点
３
、
論
点
５
、
論
点
６
の
部
分
に
該
当
し
ま
す
。

最
高
裁
判
決
に
対
し
て
批
判
的
論
評
が
指
摘
す
る
よ
う
な
内
容
を
、
野
瀬
判
決
は
、
次
の
よ
う
に
す
で
に
論
じ
て
い
ま
し
た
。

「
共
同
体
意
識
と
い
う
概
念
は
［
…
］
明
白
な
も
の
で
は
な
く
［
…
］
区
長
公
選
制
の
廃
止
と
い
う
特
別
区
の
実
体
が
消
滅
に
頻
す
る
や
、

忽
ち
に
し
て
各
区
民
の
間
に
激
越
な
る
反
対
が
惹
起
さ
れ
た
事
実
に
徴
す
る
も
、
い
わ
ゆ
る
区
民
の
共
同
体
意
識
が
全
然
な
か
つ
た
も
の
と

は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
現
今
の
市
町
村
の
実
態
を
見
る
と
き
は
、
交
通
不
便
な
る
昔
時
に
お
け
る
地
方
集
落
体
の
孤
立
し
た
時

代
と
は
異
り
、
都
市
が
膨
脹
、
発
展
、
隣
接
し
、
交
通
の
至
便
、
経
済
生
活
の
必
要
等
に
応
じ
、
各
市
区
町
村
間
の
住
民
の
交
流
が
極
め
て

頻
繁
な
る
現
状
に
お
い
て
は
、
共
同
体
意
識
と
い
う
観
念
は
し
か
く
強
固
で
あ
る
と
は
断
定
し
得
な
い
の
で
あ
る
。」

「
憲
法
制
定
当
時
に
お
い
て
、
如
何
な
る
公
共
団
体
が
こ
れ
に
該
当
し
た
か
を
検
討
す
る
必
要
が
存
す
る
の
で
あ
る
。」

「
地
方
自
治
に
関
し
憲
法
の
企
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
前
述
せ
る
如
く
地
方
自
治
を
確
立
し
、
そ
の
た
め
既
存
の
地
方
公
共
団
体
は
こ
れ
を
一

層
完
全
な
自
治
体
と
す
る
こ
と
に
あ
る
［
…
］
地
方
公
共
団
体
の
有
す
る
権
能
の
範
囲
の
如
何
に
よ
り
、
憲
法
に
お
け
る
地
方
公
共
団
体
で

あ
る
か
否
か
を
決
す
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
府
県
の
権
能
を
法
律
で
奪
い
、
そ
の
結
果
と
し
て
府
県
は
一
般
的
権
能
を
有
し
な
い
地
方
団

体
な
り
と
し
て
、
そ
の
長
の
公
選
制
を
否
定
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。」

＊
10　
［
後
藤
］、［
渋
谷
ａ
］
な
ど
。
ま
た
、
以
前
か
ら
次
の
よ
う
な
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。「
交
通
機
関
ま
た
は
通
信
機
関
の
発
達
、

そ
の
他
社
会
生
活
の
進
化
と
と
も
に
、
各
国
民
の
生
活
圏
の
範
囲
は
、
地
域
的
に
、
だ
ん
だ
ん
ひ
ろ
く
な
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
の
限
度
に
お

い
て
、
古
典
的
な
『
地
方
自
治
』
は
次
第
に
修
正
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
運
命
に
あ
る
。」（［
宮
澤
］）

＊
11　
［
新
井
］、［
宇
賀
］、［
鴨
野
］、［
後
藤
］、［
宍
戸
］、［
渋
谷
ａ
］、［
渋
谷
ｂ
］、［
野
中
他
］、［
廣
澤
ｂ
］、［
村
上
］
な
ど
。

最
高
裁
判
決
当
時
の
論
考
で
、
成
田
頼
明
氏
は
、
そ
の
判
決
を
ほ
ぼ
全
面
的
に
支
持
し
て
い
ま
し
た
が
、
時
が
た
ち
、
特
別
区
が
基
礎
的

な
自
治
体
に
復
権
し
た
平
成
10
（
１
９
９
８
）
年
の
地
方
自
治
法
改
正
を
扱
っ
た
論
文
（［
成
田
ｂ
］）
で
は
、
注
の
か
た
ち
を
と
り
な
が
ら
、

次
の
よ
う
に
疑
問
を
呈
し
て
い
ま
す
。「
今
回
の
改
正
に
よ
っ
て
、
38
年
判
決
が
憲
法
上
の
地
方
公
共
団
体
の
一
般
的
基
準
の
一
つ
と
し
て
示

し
た
『
相
当
程
度
の
自
主
立
法
権
、
自
主
行
政
権
、
自
主
財
政
権
等
地
方
公
共
団
体
の
基
本
的
権
能
を
付
与
さ
れ
た
地
域
団
体
』
と
い
う
要

件
は
ほ
ぼ
充
足
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
が
、
判
決
に
い
う
『
相
当
程
度
』
が
具
体
的
に
ど
こ
ま
で
の
基
本
的
権
能
を
指
す
の
か
明
ら
か
で
な
い
。

右
の
判
決
で
は
、
こ
の
ほ
か
も
う
一
つ
の
要
件
と
し
て
社
会
的
基
盤
や
歴
史
的
沿
革
ま
で
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
地
縁
性
や
住
民
の
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共
同
意
識
を
要
件
と
す
る
な
ら
ば
、
今
日
の
大
都
市
や
そ
の
周
辺
の
ベ
ッ
ト
タ
ウ
ン
都
市
等
は
こ
の
要
件
を
欠
く
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い

か
。」

＊
12　

引
用
は
［
飯
島
］、
以
下
は
［
阿
部
］、［
小
林
・
渡
名
喜
］、［
辻
村
］、［
村
上
］、［
廣
澤
ａ
］
な
ど
。

＊
13　
［
阿
部
］、［
新
井
］、［
飯
島
］、［
宇
賀
］、［
大
隈
］、［
後
藤
］、［
塩
野
］、［
宍
戸
］、［
渋
谷
ａ
］、［
渋
谷
ｂ
］、［
杉
原
］、［
野
中
他
］、

［
廣
澤
ａ
］、［
廣
澤
ｂ
］
な
ど
。

＊
14　

も
し
、
沿
革
の
範
囲
が
現
行
憲
法
に
関
係
す
る
時
期
に
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、「
憲
法
制
定
当
時
に
お
い
て
、
如
何
な
る
公
共
団

体
が
こ
れ
に
該
当
し
た
か
を
検
討
す
る
必
要
が
存
す
る
の
で
あ
る
」
と
す
る
野
瀬
判
決
と
符
合
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

＊
15　

こ
の
ほ
か
、
基
本
的
権
能
に
関
す
る
こ
の
論
理
は
、
最
高
裁
が
「
違
憲
立
法
審
査
権
を
行
使
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
」
と
の
指
摘

や
、「
地
方
自
治
の
基
本
権
能
を
付
与
さ
れ
た
地
域
団
体
が
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
権
能
を
付
与
す
る
法
規
を
、
憲
法
そ
の

も
の
で
あ
る
と
理
解
し
て
の
こ
と
な
ら
ば
、
問
い
に
答
え
る
に
問
い
を
も
っ
て
す
る
、
と
い
う
不
合
理
を
侵
す
こ
と
に
な
り
、
か
り
に
、
そ

れ
を
、
法
律
で
あ
る
と
理
解
し
て
の
こ
と
な
ら
ば
、
法
律
の
内
容
を
も
っ
て
憲
法
の
内
容
と
す
る
、
と
い
う
憲
法
解
釈
の
方
法
上
誤
り
を
あ

え
て
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
」、「
問
い
に
対
し
て
問
い
を
も
っ
て
答
え
［
…
］
問
い
に
対
す
る
独
立
し
た
回
答
は
な
い
こ
と
を
含
意
し
て
い

る
」
な
ど
の
指
摘
が
あ
り
ま
す
。

＊
16　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
す
こ
し
穿
っ
た
見
方
が
あ
り
ま
す
。「
判
決
が
特
別
区
は
憲
法
93
条
2
項
に
い
う
『
地
方
公
共
団

体
』
に
該
当
し
な
い
と
す
る
理
由
は
か
な
り
長
文
で
あ
る
が
、
要
点
は
、『
特
別
区
が
、
東
京
都
と
い
う
市
の
性
格
を
も
併
有
し
た
独
立
地
方

公
共
団
体
の
一
部
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
に
基
因
す
る
』
と
い
う
部
分
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
特
別
区
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
な

ぜ
そ
の
長
の
直
接
公
選
制
を
廃
止
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
。
そ
の
点
は
、
判
決
文
自
体
か
ら
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
筆
者
の
推
測
に
よ

れ
ば
、
23
区
つ
ま
り
特
別
区
の
存
在
す
る
地
域
の
地
方
自
治
は
、
区
長
の
直
接
公
選
制
を
廃
止
し
て
も
、
東
京
都
知
事
の
直
接
公
選
制
が
維
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持
さ
れ
る
限
り
、
実
現
さ
れ
う
る
も
の
と
見
る
か
ら
で
あ
ろ
う
（
さ
ら
に
そ
の
背
後
に
は
、
東
京
都
知
事
の
直
接
公
選
制
に
は
23
区
以
外
の

住
民
も
参
加
す
る
が
、
23
区
の
住
民
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
、
東
京
都
知
事
は
、
実
質
的
に
は
23
区
の
住
民
の
『
市
長
』
で
あ
る
と
い
う
考

慮
が
働
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
）。」（［
山
内
］）
そ
う
で
あ
れ
ば
、
実
質
的
に
、「
都
知
事
は
23
区
の
市
長
、
都
議
会
は
23
区
の
議
会
」
と
い
う

こ
と
な
の
で
し
ょ
う
が
、
特
別
区
以
外
の
都
内
の
市
町
村
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
こ
れ
は
大
い
に
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

＊
17　
［
鴨
野
］、［
木
村
］、［
後
藤
］、［
小
林
・
渡
名
喜
］、［
杉
原
］、［
辻
村
］、［
中
里
見
］、［
針
生
］
な
ど
。

＊
18　

地
方
自
治
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
、「
結
社
の
自
由
論
・
団
体
の
憲
法
上
の
権
理
論
の
領
域
」（［
木
村
］）
の
視
点
も
指
摘
さ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
別
の
観
点
と
し
て
次
の
よ
う
な
見
解
も
あ
り
ま
す
。「
憲
法
は
国
政
を
行
う
機
構
を
政
治
の
領
域
と
法
の
領
域
に
大
別
し
た
上

で
、
政
治
領
域
に
つ
い
て
『
中
央
の
政
治
（
狭
義
の
「
国
政
」）』
と
『
地
方
（
自
治
体
）
の
政
治
』
に
分
割
す
る
『
垂
直
的
権
力
分
立
』
を

採
用
し
て
お
り
、
憲
法
第
8
章
の
『
地
方
自
治
』
と
は
こ
れ
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
説
明
が
有
力
化
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

説
明
は
、
同
章
の
英
文
タ
イ
ト
ル
が”

local self-governm
ent”

で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
自
然
な
も
の
と
い
え
る
。」（［
宍
戸
］）

＊
19　
［
斎
藤
ｃ
］
と
［
飯
島
］。

＊
20　
［
飯
島
］、［
塩
野
］、［
村
上
］
な
ど
。

＊
21　
［
宍
戸
］、［
高
橋
］
な
ど
。
な
お
、
後
者
に
は
、
都
の
区
で
あ
る
特
別
区
に
と
ど
ま
ら
ず
、
東
京
都
以
外
の
と
こ
ろ
に
設
置
さ
れ
る
特

別
区
に
つ
い
て
も
言
及
が
あ
り
ま
す
。「
２
０
１
２
年
に
制
定
さ
れ
た
『
大
都
市
に
お
け
る
特
別
区
の
設
置
に
関
す
る
法
律
』
に
よ
り
設
置
さ

れ
る
特
別
区
は
、
市
町
村
を
廃
し
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
設
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
憲
法
上
の
『
地
方
公
共
団
体
』
に
含
ま
れ
る
。」

＊
22　
［
阪
田
］、［
原
田
］、［
廣
澤
ａ
］
な
ど
。
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　　　普通と特別
地方自治法では、地方公共団体に普通と特別という区分を設け、普通には都道

府県と市町村、特別には特別区、地方公共団体の組合、財産区が含まれるとして
います。この区分と憲法上の地方公共団体との関係について明確な根拠がないた
め、特に、特別区に関して議論となり、解釈が分かれています。最近の例をみて
も、①②のように特別区の位置づけはまったく異なります。

①憲法92条以下では、地方自治の主体を『地方公共団体』と呼ぶが、これは
普通地方公共団体を意味しており、憲法上の地方自治の保障は普通地方公共団体
のみに及ぶ。

②憲法でいう地方公共団体は、地域を基礎にそこにおける一般的・包括的な事
務権限を有する団体、すなわち「統治」の主体と理解すべきであり、地方自治法
に定める普通地方公共団体および特別地方公共団体のうち特別区（東京都の区）
はこれに該当するが、その他の特別地方公共団体は自治体の特定事務の遂行の便
宜のために設置されるもので、憲法にいう地方公共団体ではない。

最高裁判決は、①と同じく特別区を憲法上の地方公共団体ではないとしました
が、普通と特別の区分のことは一か所だけ法制定時の事実として触れているのみ
で、それ以上には言及していません。また、政府にも明言はなく、むしろちがう
趣旨の発言をしています。例えば、地方自治法立法時の昭和22（1947）年3月
24日の帝国議会貴族院で、宮沢俊義氏が普通と特別の区分の標準と実益を問う
と、政府委員（鈴木俊一氏）は、「是は特に立法の技術上の関係が非常に影響致
して居り」ますと答弁がありました。これに対して質問者は、東京都の扱いも含
め理論的におかしいし、立法技術的にもはたして必要かと付言しています。最近
では、平成24（2012）年9月4日開催の第30次地方制度調査会第19回専門小委
員会において、会長の西尾勝氏がこの区分のことや東京都が特別でないことを問
うと、総務省の行政課長は「現在の地方自治法の解釈は、普通地方公共団体イコ
ール憲法上の団体とか、そのように考えているわけではなく［…］特別地方公共
団体であったからといって、憲法上の団体であるとかないとかには直接結びつか
ないと考えます」と答えています。

技術的・形式的ではなく、理論的・実質的な面から論ずるのが②です。ただし、
最高裁判例とは齟齬をきたします。なお、同じ観点に立つと思われる野瀬判決に
は、特別地方公共団体への言及はありません。

今の法制度のもとでは、新しい判例のでる可能性はとても少なく、古い唯一の
判例を引きずったまま、定まらない状態が続いています。

※①②の出典は巻末の参考文献の［櫻井・橋本］と［高橋］です。帝国議会に
ついては『改正地方制度資料第二部』内務省, 昭和22年（1947年）,228- 229
頁に、地方制度調査会については総務省のホームページ「地方制度調査会：会議
資 料 」（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/chihou_seido/kaigi.
html）によっています。
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五
　
都
行
政
の
変

朝
鮮
戦
争
を
契
機
に
立
ち
直
り
を
み
せ
は
じ
め
た
日
本
の
経
済
は
、
し
だ
い
に
高
度
経
済
成
長
へ
の
道
を
歩
み
は
じ
め
ま
す
。

そ
の
一
方
、
東
京
の
都
市
整
備
は
大
幅
に
遅
延
し
て
い
た
た
め
、
東
京
へ
の
人
口
・
産
業
の
集
中
を
吸
収
し
よ
う
と
し
て
、
国

は
、
昭
和
31
（
１
９
５
６
）
年
に
、
そ
れ
ま
で
の
首
都
建
設
法
に
か
え
て
首
都
圏
整
備
法
を
定
め
ま
す
。
東
京
駅
を
起
点
に
半

径
１
０
０
キ
ロ
の
範
囲
を
新
た
に
首
都
圏
と
し
ま
す
が
、
効
を
奏
す
る
に
は
い
た
ら
ず
、
東
京
へ
の
集
中
は
加
速
す
る
一
方
で

す
。
や
が
て
、
東
京
大
都
市
地
域
へ
の
過
度
な
集
中
の
た
め
に
、
新
た
な
弊
害
が
顕
在
化
し
て
い
き
ま
す
。
東
京
プ
ロ
ブ
レ
ム

と
呼
ば
れ
た
深
刻
な
都
市
問
題
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
す
。
こ
の
事
態
を
迎
え
、
市
で
も
あ
り
府
県
で
も
あ
る
と
い
う
変
則
的

な
性
格
を
も
つ
東
京
都
は
、
自
治
体
と
し
て
機
能
不
全
の
事
態
に
陥
り
ま
す
。

五
‐
一
　
成
長
と
集
中

東
京
大
都
市
地
域
の
人
口
は
、
戦
時
中
、
学
童
集
団
疎
開
や
死
者
９
万
人
・
被
災
者
３
百
万
人
と
言
わ
れ
る
昭
和
20
（
１
９

４
５
）
年
３
月
の
東
京
大
空
襲
に
よ
り
、
戦
前
の
ピ
ー
ク
時
で
あ
る
昭
和
15
（
１
９
４
０
）
年
の
約
６
８
０
万
人
か
ら
約
２
８

０
万
人
へ
と
約
４
百
万
人
も
減
少
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
戦
後
の
復
興
が
進
む
に
つ
れ
て
、
昭
和
25
（
１
９
５
０
）
年
に
は
約
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５
４
０
万
人
と
順
調
に
回
復
し
、
昭
和
30
（
１
９
５
５
）
年
に
は
約
７
０
０
万
人
と
戦
前
の
ピ
ー
ク
を
越
え
て
増
え
続
け
、
昭

和
40
（
１
９
６
５
）
年
に
は
約
８
９
０
万
人
と
、
戦
後
の
20
年
間
で
３
倍
以
上
に
急
増
し
ま
し
た
。

東
京
大
都
市
地
域
へ
の
人
口
集
中
と
と
も
に
、
商
店
や
工
場
も
活
気
を
取
り
戻
し
て
急
速
に
成
長
し
て
い
き
ま
す
。
事
業
所

数
を
例
に
全
国
と
比
較
し
て
み
ま
す
と
、
昭
和
26
（
１
９
５
１
）
年
か
ら
昭
和
29
（
１
９
５
４
）
年
の
３
年
間
で
全
国
の
事
業

所
数
の
増
加
率
は
２
・
７
％
に
対
し
て
、
東
京
は
12
・
５
％
の
増
加
率
で
あ
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
、
従
業
者
数
は
、
全
国
７
・

８
％
増
に
対
し
、
東
京
は
30
・
５
％
と
大
き
く
増
加
し
て
い
ま
す
。

昭
和
31
（
１
９
５
６
）
年
７
月
に
は
、「
も
は
や
戦
後
で
は
な
い
」
と
経
済
企
画
庁
は
年
次
経
済
報
告
で
宣
言
し
、
経
済
成

長
が
戦
後
回
復
期
か
ら
近
代
化
に
転
換
し
た
こ
と
を
示
し
ま
し
た
。
そ
の
な
か
で
も
東
京
は
、
圧
倒
的
な
ス
ピ
ー
ド
で
経
済
復

興
し
て
い
き
ま
し
た
。

早
期
復
興
に
向
か
う
東
京
都
の
強
い
要
望
を
背
景
に
、
昭
和
25
（
１
９
５
０
）
年
７
月
４
日
、
首
都
と
し
て
の
東
京
が
政
治

・
経
済
・
文
化
な
ど
の
機
能
が
発
揮
で
き
る
よ
う
国
は
首
都
建
設
法
を
制
定
し
ま
す
。
こ
の
法
律
に
基
づ
き
５
か
年
計
画
を
策

定
し
ま
す
が
、
権
限
や
国
か
ら
の
財
政
支
援
が
十
分
で
は
な
く
、
４
年
が
経
過
し
た
時
点
で
も
実
施
率
は
４
割
程
度
と
低
く
、

期
待
し
た
ほ
ど
の
成
果
は
上
げ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
国
は
、
首
都
建
設
法
に
か
え
て
、
新
た
に
首
都
圏
整
備
法
を

定
め
、
東
京
に
集
中
す
る
人
口
と
産
業
を
一
都
七
県
の
地
域
に
分
散
・
定
着
さ
せ
よ
う
と
し
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
東
京
へ
の
人

口
集
中
は
依
然
と
し
て
続
い
て
い
き
ま
し
た
。

こ
う
し
た
復
興
と
成
長
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
に
、
昭
和
39
（
１
９
６
４
）
年
10
月
１
日
に
、
第
18
回
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
東
京

大
会
が
開
幕
し
ま
す
。
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五
‐
二
　
都
市
問
題
の
深
刻
化

復
興
期
の
人
口
増
加
と
と
も
に
急
速
に
住
宅
不
足
に
陥
り
、
応
急
的
な
バ
ラ
ッ
ク
住
宅
が
無
秩
序
に
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
東

京
都
は
住
宅
建
設
を
進
め
、
戦
後
か
ら
昭
和
38
（
１
９
６
３
）
年
ま
で
に
、
約
11
万
５
千
戸
の
都
営
住
宅
を
建
設
し
、
都
内
の

住
宅
戸
数
は
、
昭
和
37
（
１
９
６
２
）
年
に
は
２
１
５
万
戸
ま
で
増
え
ま
す
が
、
依
然
と
し
て
量
的
に
は
不
十
分
で
し
た
。
住

環
境
面
で
も
ア
パ
ー
ト
は
木
造
が
多
く
、
共
同
の
台
所
や
便
所
も
多
く
、
水
洗
便
所
普
及
率
も
低
い
状
態
で
し
た
。

昭
和
30
年
代
の
地
価
の
上
昇
は
、
持
ち
家
を
取
得
す
る
人
々
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。
東
京
大
都
市
地
域
の
住
宅
地

は
10
年
間
で
10
倍
に
上
昇
す
る
な
ど
、
住
宅
は
よ
り
狭
く
、
よ
り
遠
く
に
求
め
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
が
住
環
境
の

悪
化
や
朝
夕
の
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ワ
ー
と
言
わ
れ
た
通
勤
通
学
時
の
混
雑
に
拍
車
を
か
け
ま
し
た
。

都
内
の
車
両
は
、
戦
後
か
ら
昭
和
27
（
１
９
５
２
）
年
に
か
け
て
、
自
動
車
約
13
万
台
、
自
転
車
約
93
万
８
千
台
と
急
増
し

ま
し
た
。
こ
の
頃
、
新
た
に
原
動
機
付
自
転
車
が
現
れ
、
人
々
の
手
軽
な
移
動
手
段
と
し
て
普
及
し
始
め
ま
す
。
そ
の
後
も
都

内
の
車
両
数
は
伸
び
続
け
、
昭
和
39
（
１
９
６
４
）
年
に
は
、
自
動
車
数
は
百
万
台
を
突
破
し
ま
す
。

東
京
都
は
、
ト
ロ
リ
ー
バ
ス
や
都
電
の
運
行
を
す
す
め
ま
す
が
、
運
行
で
き
る
範
囲
が
限
定
さ
れ
て
い
た
た
め
エ
リ
ア
拡
大

に
よ
る
コ
ス
ト
削
減
が
難
し
く
、
ま
た
、
道
路
の
渋
滞
に
よ
る
遅
れ
な
ど
で
利
用
者
が
減
少
し
採
算
が
悪
化
し
て
い
き
ま
し
た
。

恒
久
対
策
と
し
て
は
、
地
下
鉄
を
中
心
と
し
た
交
通
網
の
整
備
に
力
を
入
れ
ま
す
。

成
長
は
、
工
場
の
増
加
を
も
た
ら
し
、
騒
音
・
振
動
・
有
臭
な
ど
の
公
害
が
増
え
て
い
き
ま
す
し
、
東
京
の
空
は
、
工
場
や
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火
力
発
電
所
等
の
ば
い
煙
や
自
動
車
の
排
気
ガ
ス
な
ど
に
よ
る
大
気
汚
染
の
影
響
で
、
白
い
ス
モ
ッ
グ
に
度
々
覆
わ
れ
、
河
川

も
工
場
排
水
や
下
水
道
の
不
備
な
ど
の
た
め
水
質
汚
染
が
進
み
ま
し
た
。
工
場
に
よ
る
地
下
水
の
く
み
上
げ
が
原
因
と
さ
れ
る

地
盤
沈
下
も
問
題
と
な
り
ま
し
た
。

集
中
に
よ
っ
て
、
水
不
足
に
も
悩
ま
さ
れ
ま
す
。
な
か
で
も
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
行
わ
れ
た
昭
和
39
（
１
９
６
４
）
年
、

「
東
京
砂
漠
」
と
も
い
わ
れ
た
異
常
な
渇
水
に
見
舞
わ
れ
ま
し
た
。
開
催
直
前
の
８
月
14
日
に
は
、
都
民
の
水
瓶
で
あ
る
小
河

内
ダ
ム
の
貯
水
率
が
２
％
と
な
る
事
態
に
陥
り
ま
す
。

五
‐
三
　
都
の
機
能
不
全

過
度
の
人
口
・
産
業
の
集
中
は
、
都
の
行
財
政
に
重
圧
を
く
わ
え
、
区
民
は
、
都
市
施
設
の
不
足
や
生
活
環
境
の
悪
化
に
直

面
し
ま
す
。
同
時
に
、
中
央
線
や
私
鉄
各
線
に
沿
っ
て
、
東
京
大
都
市
地
域
へ
の
通
勤
者
は
西
に
押
し
出
さ
れ
た
よ
う
に
住
宅

を
求
め
、
23
区
だ
け
で
は
な
く
三
多
摩
地
域
で
も
人
口
の
急
増
と
住
民
構
成
の
急
変
が
起
こ
り
、
無
秩
序
な
都
市
化
の
進
行
が

も
た
ら
さ
れ
る
な
ど
、
都
内
の
市
町
村
へ
の
影
響
も
顕
著
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
な
か
、
武
蔵
野
市
長
は
、
昭
和
35
（
１
９
６
０
）
年
6
月
の
地
方
制
度
調
査
会
の
事
情
聴
取
で
、
都
政
の
問
題

点
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。
三
多
摩
地
域
は
事
実
上
23
区
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
な
っ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
各
種
の
公
共
施
設

な
ど
に
つ
い
て
も
23
区
の
地
域
と
の
不
均
衡
が
甚
だ
し
い
と
例
を
あ
げ
て
述
べ
、
９
０
０
万
を
超
え
る
人
口
を
か
か
え
る
東
京

都
は
、
そ
の
８
割
に
あ
た
る
23
区
の
住
民
に
は
直
接
行
政
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
の
都
住
民
に
対
し
て
「
府
県
行
政
に



　86

専
念
し
て
い
な
い
」
と
訴
え
ま
し
た
。
市
で
も
あ
り
府

県
で
も
あ
る
と
い
う
変
則
的
な
都
制
度
は
、
現
実
の
運

営
面
で
も
支
障
を
き
た
し
て
い
る
の
で
す
。

人
口
・
産
業
政
策
、
地
域
開
発
政
策
の
よ
う
な
都
市

構
造
に
関
連
す
る
問
題
ば
か
り
か
、
水
、
道
路
、
住
宅

と
い
っ
た
身
近
な
問
題
に
つ
い
て
も
、
東
京
都
は
、
も

は
や
自
主
的
に
は
解
決
が
困
難
に
な
り
、
住
民
生
活
に

責
任
を
も
つ
自
治
体
と
し
て
の
機
能
を
は
た
す
こ
と
が

で
き
な
い
状
態
に
陥
り
ま
し
た
。

　　　首都行政の現状
東龍太郎都知事（昭和34年から42年）を支えた鈴木俊一副知事が、当

時、特別区協議会発行の機関誌『区政春秋』に都制の運営について寄せた
感想文から、過大都市の実態を紹介します。
「東京都という自治団体は、制度的にも、また運営上も幾多の困難な病

根とも言うべき問題を包蔵して」いてその病根から問題が派生していると
し、それは昭和18（1943）年の「東京都制」制定当時からある「府市合
体の性格、すなわち、23区内では、都が市であり、三多摩地区では、都
が府県であるというヌエ的性格」で、今日も制度的には同じだが、当時は、
都政運営の困難さは、予想されていたし、また克服できると考えられても
いた。だから、「三多摩を切り離して、理論的にすっきりした都制を制定
するよりも、これを包含した都制の方が却って、実際的であり、実現上も
容易である」と考えられていた。しかし当時は、「今日の一千万人の自治
体というような巨大な自治体を想像することは、到底できなかった」とふ
り返られ、「上下水道、道路、学校等の公共施設は、造れども、造れども
需要に追いつかず」人口に比して過少な公共施設のもたらす弊害と欠陥が
自治体の行財政を窮地に陥れているとの感想を記述されています。

（「現行首都制度とその運営についての若干の感想」より）
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復
権
の
第
一
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首
都
制
度
を
め
ぐ
る
東
京
の
問
題
に
つ
い
て
、
第
４
次
地
方
制
度
調
査
会
は
、
別
途
考
究
す
る
と
答
申
に
記
し
て
先
送
り
し

ま
し
た
。
そ
の
際
、「
現
行
特
別
区
の
存
す
る
区
域
に
つ
い
て
は
、
基
礎
的
地
方
公
共
団
体
を
設
け
る
等
必
要
な
調
整
を
講
ず

る
こ
と
」
と
述
べ
て
は
い
ま
し
た
。
続
く
第
５
次
地
方
制
度
調
査
会
は
、
こ
の
問
題
を
取
上
げ
な
が
ら
も
、
緊
急
課
題
の
審
議

が
優
先
さ
れ
、
本
格
的
な
審
議
に
は
い
れ
な
い
ま
ま
終
わ
り
ま
し
た
。
こ
の
後
、
第
６
次
か
ら
第
７
次
、
さ
ら
に
第
８
次
の
地

方
制
度
調
査
会
へ
と
、
首
都
制
度
の
問
題
は
引
き
継
が
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
な
か
で
、
都
区
制
度
の
見
直
し
が
具
体
化
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

六
‐
一
　
審
議
の
は
じ
ま
り　

先
送
り
さ
れ
て
き
た
首
都
制
度
の
問
題
が
、
国
の
場
で
い
よ
い
よ
審
議
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
第
６
次
地
方
制
度
調

査
会
は
、
検
討
項
目
を
示
し
、
特
別
区
か
ら
意
見
を
聴
く
な
ど
し
て
、
中
間
報
告
を
次
期
の
調
査
会
に
申
し
送
り
し
ま
す
。
こ

の
中
間
報
告
で
は
、
都
制
度
の
見
直
し
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
第
７
次
地
方
制
度
調
査
会
は
、
検
討
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら

も
結
論
を
得
る
ま
で
に
は
い
た
ら
ず
、
さ
ら
に
第
８
次
地
方
制
度
調
査
会
に
託
し
ま
し
た
。
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◆
検
討
の
視
点

昭
和
34
（
１
９
５
９
）
年
10
月
１
日
に
発
足
し
た
第
６
次
地
方
制
度
調
査
会
は
、
行
政
部
会
を
設
け
て
こ
の
検
討
に
あ
た
り

ま
す
。
行
政
部
会
は
同
じ
月
の
27
日
に
次
の
よ
う
な
三
点
の
主
要
検
討
事
項
を
掲
げ
ま
し
た
。

一
、
東
京
の
特
殊
性
に
つ
い
て

（
１
）
東
京
は
、
首
都
と
し
て
ど
の
よ
う
な
特
殊
性
を
有
し
て
い
る
か
。

（
２
）
東
京
の
特
殊
性
は
、
他
の
地
方
公
共
団
体
と
異
な
る
特
別
の
制
度
を
必
要
と
し
て
い
る
か
。

二
、
現
行
都
制
の
問
題
点
に
つ
い
て

（
１
） 

東
京
の
特
殊
性
に
応
ず
る
特
別
の
制
度
と
し
て
、
区
域
・
性
格･

事
務
配
分
・
構
成
や
組
織
・
財
政
に
問
題
は
な

い
か
。

（
２
）
現
行
都
制
を
補
う
措
置
（
首
都
圏
整
備
事
業
・
首
都
高
速
道
路
事
業
等
）
は
、
効
果
を
あ
げ
て
い
る
か
。

三
、
改
革
の
方
向
に
つ
い
て

（
１
）
地
方
制
（
道
州
制
）
の
も
と
に
お
い
て
、
①
都
制
を
存
続
し
つ
つ
そ
の
改
善
は
可
能
か
。

②
大
都
市
と
し
て
事
務
配
分
の
特
例
等
を
考
慮
す
る
に
と
ど
め
る
か
。

③
そ
れ
以
外
の
制
度
を
考
慮
す
る
必
要
が
在
る
場
合
ど
の
よ
う
な
制
度
が
適
当
か
。

（
２
） 

地
方
制
の
実
施
前
に
お
い
て
も
、
首
都
制
度
に
つ
い
て
改
革
を
は
か
る
必
要
は
な
い
か
。
あ
る
場
合
に
は
ど
の

よ
う
な
改
革
が
必
要
か
。
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そ
し
て
、
11
月
18
日
に
、
東
京
の
特
殊
性
と
現
行
都
制
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
必
要
な
調
査
を
審
議
し
て
い
ま

す
。◆

特
別
区
の
意
見
表
明

そ
の
一
週
間
ほ
ど
後
の
11
月
26
日
、
特
別
区
協
議
会
は
、
自
治
庁
か
ら
意
見
聴
取
の
申
し
込
み
を
受
け
ま
し
た
。
地
方
制
度

調
査
会
行
政
部
会
で
、
12
月
７
日
と
８
日
の
両
日
、
特
別
区
の
問
題
点
に
関
し
て
、
意
見
を
聴
き
た
い
と
い
う
の
で
す
。
そ
の

意
見
の
口
述
人
は
、
23
区
を
代
表
す
る
区
長
三
人
と
議
長
一
人
で
、
あ
ら
か
じ
め
文
書
で
示
さ
れ
た
事
情
聴
取
事
項
に
つ
い
て
、

質
問
の
時
間
を
含
み
一
人
約
一
時
間
程
度
と
い
う
も
の
で
し
た
。
こ
の
事
情
聴
取
の
目
的
は
、
区
の
実
情
を
あ
り
の
ま
ま
聴
く

こ
と
で
、
政
治
的
な
要
望
や
意
見
に
つ
い
て
は
後
日
聴
く
予
定
な
の
で
、
口
述
人
の
一
人
は
総
括
的
に
説
明
し
、
三
人
は
そ
れ

ぞ
れ
の
区
の
実
情
を
あ
り
の
ま
ま
に
話
し
て
欲
し
い
こ
と
、
あ
ら
か
じ
め
示
し
た
事
情
聴
取
事
項
の
各
項
目
を
分
担
し
て
説
明

す
る
こ
と
は
さ
け
て
ほ
し
い
こ
と
、
ま
た
、
聴
取
事
項
の
中
で
該
当
事
例
や
意
見
の
な
い
も
の
は
強
い
て
発
言
を
希
望
し
な
い

こ
と
が
申
し
添
え
て
あ
り
ま
し
た
。

同
日
の
午
後
２
時
か
ら
５
時
ま
で
、
都
総
務
局
の
企
画
課
長
の
立
会
の
も
と
で
、
特
別
区
協
議
会
の
箕
輪
信
夫
調
査
部
長
と

自
治
庁
の
岸
昌
行
政
課
長
と
の
打
合
せ
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
総
括
説
明
以
外
の
区
長
の
説
明
に
つ
い
て
、
自
治
庁
と
し
て
は
、

特
殊
性
ま
た
は
変
化
の
著
し
い
新
宿
（
副
都
心
）
と
大
田
（
人
口
急
増
・
川
崎
市
と
の
比
較
）
の
両
区
を
内
々
希
望
し
て
い
ま

し
た
。

12
月
２
日
、
二
瓶
哲
治
江
東
区
長
・
矢
野
永
宗
江
東
区
議
会
議
長
・
岡
田
昇
三
新
宿
区
長
・
橋
爪
儀
八
郎
大
田
区
長
が
集
ま
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っ
て
協
議
し
、
７
日
は
二
瓶
区
長
会
会
長
と
岡
田
区
長
が
、
８
日
は
矢
野
議
長
会
会
長
と
橋
爪
区
長
が
口
述
す
る
こ
と
と
に
な

り
ま
し
た
。

こ
の
行
政
部
会
の
意
見
聴
取＊
１

で
、
も
っ
と
も
注
目
を
浴
び
た
の
は
、
聴
取
事
項
の
「
特
別
区
の
立
場
か
ら
み
た
現
行
都
制
の

問
題
点
」
の
な
か
の
「
問
題
が
あ
る
と
し
た
ら
ど
の
よ
う
な
措
置
を
講
じ
た
ら
よ
い
か
」
に
対
し
て
、
二
瓶
区
長
会
会
長
が

「
新
都
制
の
構
想
試
案
」
を
提
出
し
説
明
し
た
こ
と
、
そ
れ
を
聴
い
た
委
員
か
ら
「
結
構
な
考
え
方
を
聴
い
た
」
と
謝
意
表
明

が
、
ま
た
、
岸
行
政
課
長
か
ら
も
「
よ
い
資
料
を
受
け
た
。
今
日
の
口
述
は
非
常
に
よ
か
っ
た
。」
と
特
別
区
協
議
会
事
務
局

長
に
さ
さ
や
か
れ
た
こ
と
で
し
た
。
こ
の
注
目
さ
れ
た
「
新
都
制
の
構
想
試
案
」
は
、
昭
和
30
（
１
９
５
５
）
年
２
月
に
区
長

会
の
首
都
自
治
制
度
調
査
会
が
作
成
し
、
区
長
会
・
議
長
会
合
同
会
が
特
別
区
の
構
想
と
し
て
仮
決
定
し
た
「
首
都
自
治
制
度

の
構
想
試
案
」（
25
頁
）
と
全
く
同
一
の
構
想
で
し
た
。「
東
京
特
別
市
」
を
「
都
」
に
、「
特
別
区
」
を
「
特
別
市
」
に
言
い

換
え
た
も
の
で
す
。

そ
の
後
、
行
政
部
会
は
、
昭
和
35
（
１
９
６
０
）
年
６
月
に
三
多
摩
地
域
の
代
表
（
武
蔵
野
市
長
、
小
平
町
長
、
秋
多
町
長
、

八
王
子
市
議
会
議
長
）、
同
年
７
月
に
都
知
事
か
ら
事
情
聴
取
を
行
い
、
９
月
16
日
に
は
、
鈴
木
都
副
知
事
か
ら
中
央
官
庁
の
意

見
に
つ
い
て
の
所
見
を
聴
取
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
審
議
の
時
間
的
余
裕
が
な
く
な
っ
た
た
め
、
答
申
は
諦
め
て
経
過
報
告
に

と
ど
め
る
こ
と
に
し
、
報
告
文
案
を
９
月
30
日
に
決
定
し
、
中
間
報
告
と
し
て
第
７
次
調
査
会
に
申
し
送
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。

＊
１　

行
政
部
会
意
見
聴
取　

議
題
は
「
特
別
区
関
係
者
の
都
制
に
関
す
る
意
見
の
聴
取
」
で
、
12
月
７
日
の
聴
取
で
は
、
会
長
・
副
会
長
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を
含
め
地
方
制
度
調
査
会
か
ら
の
出
席
委
員
は
16
名
、
自
治
庁
か
ら
は
事
務
次
官
、
行
政
課
長
等
が
出
席
し
、
翌
８
日
の
聴
取
は
、
地
方
制

度
調
査
会
か
ら
は
副
会
長
を
含
め
13
名
、
自
治
庁
事
務
次
官
等
が
出
席
し
て
両
日
と
も
全
国
町
村
会
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

◆
注
目
す
べ
き
指
摘

翌
日
の
昭
和
35
（
１
９
６
０
）
年
10
月
１
日
に
第
７
次
地
方
制
度
調
査
会
が
発
足
し
ま
す
が
、
第
６
次
調
査
会
の
委
員
全
員

が
引
き
続
き
第
７
次
の
委
員
に
任
命
さ
れ
、
３
日
開
か
れ
た
総
会
で
、
第
６
次
地
方
制
度
調
査
会
か
ら
引
き
継
が
れ
た
中
間
報

告
が
、
行
政
部
会
長
か
ら
報
告
さ
れ
ま
す
。

最
終
的
答
申
を
行
う
ま
で
に
は
、
な
お
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
が
少
な
く
な
い
が
、
現
在
ま
で
調
査
審
議
を
行
っ

た
と
こ
ろ
か
ら
も
、
東
京
都
は
、
首
都
と
し
て
ま
た
大
都
市
と
し
て
複
雑
か
つ
困
難
な
多
く
の
問
題
に
直
面
し
て
い
る
と
指
摘

し
、
早
急
に
解
決
を
は
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
を
示
し
ま
す
。

東
京
都
へ
の
人
口
流
入
と
産
業
の
過
度
集
中
が
、
都
の
行
財
政
に
非
常
な
重
圧
を
も
た
ら
し
住
宅
問
題
、
土
地
問
題
、
交
通

の
混
乱
、
公
害
問
題
な
ど
解
決
を
迫
ら
れ
る
問
題
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
全
国
的
規
模
に
お
い
て
人
口
と
産
業
の
集
中

を
抑
制
す
る
措
置
を
真
剣
に
考
慮
す
べ
き
段
階
に
立
ち
入
っ
て
い
る
こ
と
、
東
京
都
が
直
面
し
て
い
る
困
難
な
諸
問
題
の
解
決

の
た
め
に
は
、
全
国
的
視
野
に
立
つ
総
合
的
で
一
貫
し
た
方
策
の
樹
立
と
そ
の
実
施
面
に
お
け
る
関
係
各
機
関
の
権
限
の
調
整

と
協
力
が
必
要
な
こ
と
、
そ
し
て
都
と
特
別
区
と
の
間
の
事
務
の
再
配
分
と
財
源
の
合
理
化
等
の
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
と
き
、
都
区
の
関
係
者
が
注
視
し
た
の
は
、
中
間
報
告
の
結
び
の
部
分
で
し
た
。
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現
行
制
度
の
手
直
し
と
運
用
上
の
改
善
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
効
果
に
は
お
の
ず
か
ら
限
度
が
あ
る
の
で
、
さ
ら
に
問
題
の

抜
本
的
解
決
を
は
か
り
、
恒
久
的
な
態
勢
を
確
立
す
る
た
め
に
は
、
首
都
と
し
て
の
東
京
都
に
関
す
る
現
行
制
度
に
「
相
当
思

い
切
っ
た
再
検
討
が
必
要
で
あ
る
」
と
、
現
行
都
制
度
の
見
直
し
の
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
た
の
で
す
。

第
７
次
地
方
制
度
調
査
会
の
行
政
部
会
は
、
翌
年
の
昭
和
36
（
１
９
６
１
）
年
に
も
、
９
月
18
日
と
19
日
の
２
日
間
に
わ
た

っ
て
審
議
を
行
い
ま
し
た
が
、
結
論
を
得
る
に
い
た
ら
ず
、
第
１
回
総
会
で
報
告
し
た
「
中
間
報
告
」
の
ま
ま
、
前
田
多
門
氏

が
さ
ら
に
続
い
て
会
長
を
務
め
る
こ
と
に
な
る
第
８
次
の
調
査
会
に
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

六
‐
二
　
期
待
と
現
実

昭
和
36
（
１
９
６
１
）
年
10
月
５
日
、
第
７
次
地
方
制
度
調
査
会
委
員
の
全
員
が
引
き
続
き
委
員
に
任
命
さ
れ
、
第
８
次
地

方
制
度
調
査
会
が
発
足
し
、
長
い
あ
い
だ
待
た
れ
て
い
た
答
申
は
、
よ
う
や
く
昭
和
37
（
１
９
６
２
）
年
10
月
１
日
に
、「
首

都
制
度
当
面
の
改
革
に
関
す
る
答
申
」
と
し
て
報
告
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
う
け
て
、
地
方
自
治
法
の
改
正
へ
と
特
別
区
の
復

権
は
第
一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

◆
審
議
の
結
果

第
８
次
地
方
制
度
調
査
会
の
第
１
回
総
会
は
、
昭
和
36
（
１
９
６
１
）
年
10
月
18
日
に
開
か
れ
、
第
１
次
以
来
会
長
を
務
め

て
き
た
前
田
多
門
（
翌
年
６
月
４
日
逝
去
）
氏
を
引
き
続
き
会
長
に
互
選
し
、
次
い
で
従
来
ど
お
り
調
査
会
を
行
政
部
会
と
財
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政
部
会
に
分
け
ま
す
が
、
さ
ら
に
行
政
部
会
を
２
つ
に
分
け
て
、
専
ら
首
都
制
度
改
革
案
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
た
め
の
首
都

制
度
小
委
員
会
を
設
け
て
審
議
に
は
い
り
ま
す
。

首
都
制
度
小
委
員
会
は
、
11
月
９
日
か
ら
首
都
制
度
全
般
に
わ
た
っ
て
審
議
を
行
い
、
首
都
問
題
は
公
共
施
設
の
整
備
そ
の

他
現
在
の
都
行
政
の
行
き
詰
ま
り
を
打
開
す
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
と
し
、
昭
和
37
（
１
９
６
２
）
年
２
月
９
日
か
ら
７
月
24

日
ま
で
、
都
お
よ
び
特
別
区
の
制
度
の
合
理
化
、
首
都
行
政
お
よ
び
首
都
整
備
へ
の
国
の
配
慮
、
な
ら
び
に
人
口
・
産
業
の
過

度
集
中
の
抑
制
策
に
つ
い
て
審
議
を
重
ね
、
８
月
３
日
か
ら
は
起
草
委
員
会
で
答
申
原
案
が
作
成
さ
れ
、
８
月
29
日
、
首
都
制

度
小
委
員
会
は
答
申
案
を
得
ま
す
。

こ
の
頃
、
区
側
で
は
、
９
月
３
日
、
議
長
会
が
、
全
議
長
連
名
で
区
制
調
査
特
別
委
員
長
会
が
立
案
し
た
「
首
都
行
政
制

度
の
構
想
」（
47
頁
）
を
全
面
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
陳
情
し
、
さ
ら
に
９
月
22
日
に
も
、
議
長
連
名
で
、
答
申
に
当
た
っ
て
は
、

「
区
長
は
住
民
が
直
接
選
挙
す
る
」「
議
員
定
数
は
、
現
行
制
度
の
と
お
り
と
す
る
」
よ
う
、
特
別
の
配
慮
を
陳
情
し
ま
す
が
、

９
月
24
日
の
行
政
部
会
は
小
委
員
会
案
を
了
承
し
10
月
1
日
の
総
会
に
答
申
案
と
し
て
提
出
し
ま
す
。

総
会
で
は
、
委
員
で
も
あ
る
東
都
知
事
が
、
区
長
に
つ
い
て
は
都
制
調
査
会
の
答
申
（
44
頁
）
の
よ
う
に
「
公
選
と
す
る
」

修
正
案
を
提
出
し
ま
す
が
、
賛
成
者
少
数
で
否
決
さ
れ
、
原
案
ど
お
り
に
決
定
さ
れ
て
、
翌
２
日
に
内
閣
総
理
大
臣
に
答
申
さ

れ
ま
す
。

な
お
、
こ
の
答
申
は
、
東
京
都
が
直
面
す
る
問
題
を
打
開
す
る
た
め
に
、
新
た
に
委
譲
さ
れ
る
事
務
と
し
て
、
社
会
福

祉
、
環
境
衛
生
（
し
尿
の
終
末
処
理
を
除
く
。）、
幹
線
道
路
以
外
の
道
路
の
建
設
及
び
管
理
、
公
営
住
宅
の
管
理
等
が
例
示
さ
れ
、

さ
ら
に
福
祉
事
務
所
、
保
健
所
、
清
掃
事
務
所
、
授
産
所
な
ど
も
移
管
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
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◆
趣
旨
と
精
神

特
別
区
の
関
係
者
間
で
は
、
最
大
目
標
で
あ
る
区
長
公
選
問
題
を
、
今
回
の
制
度
改
正
の
運
営
状
況
を
見
た
う
え
で
「
さ
ら

に
検
討
す
る
」
と
先
送
り
し
た
第
８
次
地
方
制
度
調
査
会
答
申
を
め
ぐ
り
議
論
が
起
こ
り
ま
す
が
、
自
治
省
の
動
き
は
素
早
く

岸
昌
行
政
課
長
と
乗
富
光
義
課
長
補
佐
は
、
答
申
一
週
間
後
の
10
月
８
日
午
後
２
時
に
、
特
別
区
協
議
会
を
訪
れ
ま
す
。
事
務

局
で
は
、
浅
井
幸
七
事
務
局
長
・
橋
口
惣
二
総
務
部
長
・
箕
輪
信
夫
調
査
部
長
が
対
応
し
ま
し
た
。

岸
行
政
課
長
は
、
地
方
制
度
調
査
会
の
考
え
方
は
、「
都
は
仕
事
を
抱
え
込
み
す
ぎ
て
責
任
を
果
た
し
て
い
な
い
」、
そ
の
た

め
「
都
は
行
き
詰
ま
っ
て
い
る
」、
こ
の
原
因
を
取
り
除
く
た
め
に
、
都
を
身
軽
に
し
て
、
仕
事
の
大
部
分
を
特
別
区
に
任
せ

る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
直
接
答
申
に
書
け
な
い
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
趣
旨
と
精
神
を
伝
え
た
い
、
と
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
説
明
の
主
要
な
部
分
は
次
の
と
お
り
で
す
。

市
に
関
す
る
規
定
の
適
用
は
、「
区
長
公
選
」
を
除
き
、
昭
和
22
年
地
方
自
治
法
制
定
の
考
え
方
に
返
る
。
し
た
が
っ
て
、

市
に
関
す
る
規
定
を
特
別
区
に
適
用
し
、
都
は
市
に
関
す
る
仕
事
を
原
則
と
し
て
行
わ
な
い
よ
う
に
す
る
。
ま
た
、
府
県
事
務

で
あ
っ
て
も
特
別
区
の
『
首
都
行
政
制
度
の
構
想
』
以
上
に
仕
事
が
特
別
区
に
行
く
が
、
都
制
調
査
会
答
申
の
よ
う
に
知
事
の

取
消
権
や
代
執
行
権
は
認
め
な
い
。
そ
の
事
務
は
原
則
と
し
て
特
別
区
が
自
主
的
に
処
理
す
る
も
の
と
し
、
統
一
的
処
理
が
必

要
な
ら
ば
「
都
区
協
議
会
」
で
調
整
す
れ
ば
よ
い
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
区
長
の
選
任
に
つ
い
て
は
、
自
治
省
は
、
公
選
制
に
踏
み
切
っ
て
い
た
が
、
小
委
員
会
・
行
政
部
会
・
総
会
で
も
委

員
の
比
重
は
任
命
制
が
強
か
っ
た
。
し
か
し
、
地
方
制
度
調
査
会
は
、
当
面
の
問
題
に
関
す
る
答
申
で
あ
り
、
区
長
公
選
問
題
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は
今
後
さ
ら
に
検
討
さ
れ
る
。

そ
の
後
、
事
務
局
と
の
質
疑
応
答
が
あ
り
、
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
特
別
区
の
性
格
に
つ
い
て
、
行
政
課
長
は
、「
実
質
的

に
は
基
礎
的
自
治
体
だ
が
、
区
長
公
選
を
打
ち
出
し
て
い
な
い
の
で
、
基
礎
だ
と
表
面
は
い
え
な
い
」
と
応
え
た
こ
と
で
し
た
。

最
後
に
行
政
課
長
は
、
区
長
会
、
議
長
会
に
出
席
し
て
説
明
申
し
上
げ
て
も
い
い
と
発
言
さ
れ
、
説
明
や
質
疑
が
終
わ
っ
た

と
き
に
は
、
時
計
は
午
後
５
時
を
廻
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
後
、
岸
行
政
課
長
は
、
10
月
22
日
の
区
長
会
に
、
乗
富
課
長
補
佐
は
、
11
月
７
日
の
議
長
会
と
区
制
調
査
特
別
委
員
長

会
の
合
同
会
に
そ
れ
ぞ
れ
出
席
し
て
、
同
様
に
改
革
の
趣
旨
と
精
神
に
つ
い
て
説
明
を
行
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
、
自
治
省
の
説
明
を
う
け
て
、
区
側
は
、「
区
長
公
選
」
は
今
後
に
期
待
し
つ
つ
も
、
多
年
の
要
望
が
認
め
ら
れ

た
答
申
を
冷
静
に
受
け
入
れ
た
の
で
し
た
。

◆
前
進
へ
の
協
調

次
い
で
、
10
月
24
日
、
都
か
ら
東
知
事
、
鈴
木
・
大
田
両
副
知
事
、
総
務
・
財
務
両
局
長
、
企
画
室
長
の
ほ
か
、
総
務
局
の

総
務
部
長
、
行
政
部
長
と
区
政
課
長
が
、
区
側
か
ら
は
、
区
長
会
会
長
の
江
東
区
長
、
副
会
長
の
中
野
区
長
と
港
・
北
・
世
田

谷
・
江
戸
川
の
各
区
長
の
ほ
か
、
特
別
区
協
議
会
の
事
務
局
長
と
総
務
部
長
が
出
席
し
、
都
区
連
絡
懇
談
会
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。ま

ず
、
鈴
木
副
知
事
は
、
膨
大
な
事
務
を
抱
え
て
動
き
が
と
れ
な
い
都
政
の
行
き
詰
ま
り
を
打
開
す
る
た
め
に
、
こ
の
際
、

徹
底
的
に
区
に
事
務
委
譲
を
考
え
て
い
る
が
、
法
改
正
が
必
要
な
も
の
も
あ
り
政
府
に
申
し
出
た
い
た
め
、
本
日
の
懇
談
会
を
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開
催
し
た
、
と
趣
旨
を
述
べ
て
、
法
改
正
に
向
け
て
区
側
の
理
解
を
求
め
ま
し
た
。

続
い
て
、
企
画
室
長
か
ら
、
都
が
考
え
て
い
る
区
へ
の
移
管
事
務
に
つ
い
て
、
福
祉
事
務
所
、
環
境
衛
生
、
清
掃
事
務
等
は

答
申
ど
お
り
特
別
区
に
移
管
す
る
た
め
に
準
備
を
進
め
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
府
県
事
務
で
政
令
指
定
都
市
が
で
き
る
仕
事

の
う
ち
、
都
市
計
画
・
区
画
整
理
な
ど
23
区
で
統
一
的
処
理
を
必
要
と
す
る
仕
事
を
除
き
、
原
則
的
に
特
別
区
に
移
す
こ
と
に

つ
い
て
調
査
中
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
他
に
も
、
生
活
館
・
母
子
施
設
・
幹
線
街
路
を
除
く
道
路･

中
小
の
公
園
な
ど
の
移
管
を

考
え
て
い
る
と
の
説
明
が
あ
り
ま
す
。
あ
わ
せ
て
、
保
健
所
移
管
は
厚
生
省
や
都
の
局
の
中
に
も
反
対
が
あ
る
こ
と
を
例
に
、

法
改
正
が
必
要
な
仕
事
の
移
管
に
は
、
各
省
庁
間
、
都
庁
内
部
の
調
整
が
必
要
だ
と
加
え
ま
す
。

そ
し
て
、
東
都
知
事
は
、
移
管
事
務
に
密
接
な
関
係
に
あ
る
方
々
の
意
見
を
聞
き
、
調
整
し
て
法
律
改
正
に
も
っ
て
い
き
た

い
と
語
り
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
、
区
長
会
会
長
は
、
今
回
の
答
申
を
み
る
と
、
わ
れ
わ
れ
が
多
年
要
望
し
た
も
の
が
、
大
体
満
た
さ
れ
た
感
が

し
て
お
り
、
今
日
の
話
を
伺
い
、
区
側
も
相
談
し
て
意
見
を
申
し
上
げ
た
い
、
都
政
の
当
面
の
問
題
解
決
策
は
こ
の
外
に
な
い
、

と
理
解
を
示
し
ま
す
。
そ
の
後
、
特
別
区
は
法
改
正
に
向
け
て
都
と
共
同
歩
調
を
と
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

六
‐
三
　
復
権
へ
の
扉　

順
調
に
進
む
か
に
み
え
た
答
申
の
実
現
は
、
地
方
自
治
法
改
正
案
の
作
成
の
段
階
で
関
係
省
庁
と
の
折
衝
な
ど
の
調
整
に
て

ま
ど
り
ま
す
。
法
改
正
案
が
国
会
に
提
案
さ
れ
て
か
ら
も
、
第
５
回
統
一
地
方
選
挙
の
実
施
や
２
度
に
わ
た
る
衆
議
院
解
散
な



97　六　復権の第一歩

ど
の
た
め
成
立
に
い
た
ら
ず
、
よ
う
や
く
昭
和
39
（
１
９
６
４
）
年
７
月
に
公
布
さ
れ
ま
し
た
。
昭
和
37
（
１
９
６
２
）
年
10

月
の
答
申
か
ら
２
年
あ
ま
り
の
期
間
を
要
し
ま
し
た
。

◆
改
正
案
の
後
退

昭
和
37
（
１
９
６
２
）
年
12
月
か
ら
翌
年
５
月
に
か
け
て
、
地
方
自
治
法
改
正
の
第
１
次
案
か
ら
第
６
次
案
ま
で
、
そ
の
つ

ど
自
治
省
か
ら
特
別
区
側
に
提
示
さ
れ
ま
し
た
。
な
か
で
も
法
案
が
全
体
と
し
て
ま
と
ま
っ
た
昭
和
38
（
１
９
６
３
）
年
３
月

の
第
３
次
案
は
、
特
別
区
の
事
務
の
範
囲
を
極
力
拡
大
す
る
た
め
に
３
０
０
件
に
わ
た
る
法
律
を
精
査
し
た
と
い
わ
れ
る
案
で
、

関
連
す
る
法
律
の
改
正
は
34
件
に
の
ぼ
る
も
の
で
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
各
省
庁
と
の
折
衝
を
反
映
し
て
、
同
年
３
月
の

第
５
次
案
で
は
、
関
連
す
る
法
律
の
改
正
数
は
16
件
に
激
減
し
ま
す
。
当
初
か
ら
難
航
が
予
想
さ
れ
て
い
た
保
健
所
の
区
移
管

に
つ
い
て
は
、
一
元
的
・
統
一
的
仕
事
だ
と
し
て
反
対
す
る
厚
生
省
や
都
の
関
係
職
員
を
は
じ
め
日
本
医
師
会
か
ら
の
重
圧
は

大
き
く
、
昭
和
38
（
１
９
６
３
）
年
５
月
17
日
の
区
長
会
で
、
鈴
木
副
知
事
よ
り
最
終
改
正
案
の
閣
議
決
定
に
い
た
る
経
過
が

説
明
さ
れ
ま
し
た
。
保
健
所
に
つ
い
て
は
、
施
設
の
管
理
の
み
区
に
移
す
と
い
う
内
容
で
し
た
。
区
長
会
は
、
原
案
に
固
執
し

て
す
べ
て
か
ゼ
ロ
か
に
な
る
よ
り
は
、
あ
る
程
度
の
妥
協
は
や
む
を
得
な
い
と
考
え
、
保
健
所
は
将
来
区
に
一
元
化
す
る
よ
う

都
区
双
方
で
努
力
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
決
着
し
ま
し
た
。

こ
う
し
て
、
５
月
21
日
に
受
領
し
た
最
終
案
で
は
、
法
律
の
改
正
件
数
は
同
じ
な
が
ら
、
内
容
は
さ
ら
に
後
退
し
て
、
保
健

所
移
管
は
実
現
し
な
い
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

そ
う
し
た
な
か
で
も
、
特
別
区
が
行
う
仕
事
へ
の
都
知
事
の
統
制
権
（
事
務
処
理
基
準
・
是
正
措
置
要
求
）
と
い
う
当
時
設
け
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ら
れ
て
い
た
規
定
に
つ
い
て
は
、
特
別
区
の
自
主
性
を
拘
束
す
る
も
の
と
し
て
、
第
４
次
案
で
是
正
措
置
要
求
の
規
定
が
削
除

さ
れ
、
最
終
案
で
事
務
処
理
規
定
制
定
権
が
知
事
の
「
助
言
・
勧
告
権
」
の
内
容
に
吸
収
さ
れ
る
な
ど
し
て
、
特
別
区
が
行
う

仕
事
は
特
別
区
が
自
主
的
に
処
理
す
る
こ
と
に
な
り
、
統
一
的
処
理
を
必
要
と
す
る
仕
事
に
つ
い
て
も
、
円
滑
な
処
理
を
図
る

た
め
に
協
議
会
（
都
区
協
議
会
）
を
設
け
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
は
、
特
別
区
の
復
権
へ
の
一
歩
で
は
あ
り
ま
し
た
。

◆
国
会
へ
の
働
き
か
け

地
方
自
治
法
改
正
案
は
、
昭
和
38
（
１
９
６
３
）
年
６
月
の
第
43
回
通
常
国
会
で
衆
議
院
に
提
出
さ
れ
、
７
月
４
日
に
は
審

議
が
開
始
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
２
日
後
に
与
野
党
対
立
に
よ
る
国
会
混
乱
に
よ
り
衆
議
院
が
散
会
と
な
っ
た
た
め
に
、
審
議
未

了
で
廃
案
と
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
10
月
の
第
44
回
臨
時
国
会
に
お
い
て
参
議
院
に
再
度
提
出
さ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
も
、
同
月

23
日
の
衆
議
院
解
散
、
参
議
院
閉
会
に
よ
り
、
審
議
未
了
で
再
び
廃
案
と
な
り
ま
す
。
11
月
21
日
に
は
解
散
総
選
挙
が
行
わ
れ
、

12
月
20
日
に
、
第
46
回
通
常
国
会
が
招
集
さ
れ
ま
す
。

そ
の
一
週
間
後
の
27
日
、
区
長
会
会
長
と
自
治
省
行
政
局
長
と
の
打
合
せ
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
自
治
省
は
佐
久
間
行
政
局

長
、
倉
橋
行
政
課
長
、
乗
富
課
長
補
佐
が
、
特
別
区
か
ら
は
、
二
瓶
区
長
会
会
長
と
特
別
区
協
議
会
の
浅
井
事
務
局
長
が
出
席

し
ま
す
。
行
政
局
長
か
ら
は
、
厚
生
省
関
係
の
折
衝
で
保
健
所
の
件
が
ご
破
算
と
な
り
実
に
心
外
だ
っ
た
が
、
保
健
所
が
都
に

残
っ
た
影
響
で
、
清
掃
事
業
に
つ
い
て
国
会
提
案
に
は
反
対
し
な
い
が
、
国
会
審
議
で
反
対
す
る
動
き
が
あ
る
こ
と
、「
原
案

に
は
、
区
長
公
選
が
な
い
か
ら
反
対
だ
」
と
の
区
議
会
の
文
書
が
出
回
っ
て
い
て
、
与
野
党
の
政
調
会
か
ら
特
別
区
は
熱
望
し

て
い
る
の
か
と
反
問
さ
れ
た
こ
と
の
話
し
が
ま
ず
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
休
会
明
け
の
国
会
に
、
な
る
べ
く
早
く
改
正
案
を
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提
出
し
て
成
立
に
努
力
す
る
の
で
、
区
長
会
、
議
長
会
で
関
係
大
臣
、
都
内
選
出
国
会
議
員
等
へ
の
協
力
方
陳
情
を
願
い
た
い
、

特
別
区
と
は
今
後
も
気
脈
を
通
じ
て
い
き
た
い
と
の
申
し
出
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
区
長
会
会
長
は
、
区
長
公
選
制
に

つ
い
て
今
は
原
案
で
い
く
こ
と
で
区
側
の
意
思
統
一
が
で
き
て
い
る
、
清
掃
事
業
は
今
直
ち
に
よ
こ
せ
と
は
い
わ
な
い
が
、
本

法
に
方
針
を
決
め
て
後
は
移
せ
る
時
期
に
移
せ
ば
よ
く
、
都
区
協
議
会
が
法
定
さ
れ
れ
ば
、
そ
こ
で
協
議
す
れ
ば
よ
い
と
応
じ

て
、
区
議
会
と
足
並
み
を
揃
え
て
関
係
方
面
へ
働
き
か
け
る
こ
と
を
約
束
し
ま
し
た
。

最
終
原
案
が
、
昭
和
39
（
１
９
６
４
）
年
１
月
29
日
に
衆
議
院
に
提
出
さ
れ
、
翌
日
地
方
行
政
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
後
、

審
議
が
始
ま
る
10
日
前
の
４
月
７
日
に
、
元
足
立
区
議
会
で
自
治
権
拡
充
委
員
長
で
あ
っ
た
鯨
岡
兵
輔
代
議
士
か
ら
浅
井
事
務

局
長
へ
電
話
が
あ
り
、
地
方
行
政
委
員
に
加
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
改
正
案
に
つ
い
て
特
別
区
の
見
解
を
聞
き
た
い
と
依

頼
が
あ
り
ま
し
た
。
４
月
９
日
に
事
務
局
長
が
代
議
士
と
会
見
し
、
こ
れ
ま
で
の
顚
末
と
見
解
を
述
べ
て
、
原
案
ど
お
り
の
可

決
成
立
を
懇
請
し
ま
し
た
。

４
月
14
日
に
始
ま
っ
た
衆
議
院
行
政
委
員
会
の
審
議
が
進
む
な
か
、
5
月
７
日
に
再
び
鯨
岡
代
議
士
か
ら
浅
井
事
務
局
長
に

電
話
が
あ
り
、
清
掃
事
業
に
つ
い
て
は
原
案
（
収
集
と
運
搬
等
の
移
管
）
ど
お
り
と
し
、
移
管
時
期
を
附
則
で
「
別
に
法
律
で

定
め
る
」
と
い
う
こ
と
で
話
し
合
い
、
調
整
が
つ
い
た
と
伝
え
て
き
ま
し
た
。

こ
う
し
て
、
鯨
岡
代
議
士
の
調
整
も
あ
っ
て
、
法
案
は
、
５
月
14
日
、
三
党
（
自
民
・
社
会
・
民
社
）
共
同
に
よ
る
一
部
修

正
・
付
帯
決
議
付
き
で
委
員
会
を
通
過
し
、
翌
日
の
衆
議
院
本
会
議
で
可
決
さ
れ
、
参
議
院
に
送
付
さ
れ
ま
し
た
。
参
議
院
で

は
、
６
月
４
日
の
地
方
行
政
委
員
会
に
お
い
て
、
区
長
公
選
制
を
内
容
と
す
る
一
部
修
正
案
が
出
さ
れ
ま
す
が
、
否
決
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
後
、
衆
議
院
送
付
案
ど
お
り
地
方
行
政
委
員
会
で
可
決
さ
れ
る
と
、
同
月
12
日
に
は
参
議
院
本
会
議
で
可
決
さ
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れ
ま
し
た
。

◆
開
か
れ
た
扉

こ
の
地
方
自
治
法
改
正
は
、

東
京
都
と
特
別
区
と
の
間
の
事

務
の
合
理
的
配
分
を
図
り
、
都

行
政
の
行
き
詰
ま
り
を
改
善
す

る
た
め
で
し
た
が
、
結
果
的
に

は
特
別
区
の
自
治
権
を
普
通
の

市
に
近
づ
け
る
改
革
の
始
ま
り

と
な
り
ま
し
た
。
福
祉
事
務
所

な
ど
の
事
務
権
限
が
大
幅
に
区

に
移
り
、
特
別
区
の
長
年
の
願

い
が
叶
い
ま
し
た
。
財
政
面
で

は
地
方
税
法
に
課
税
権
が
法
定

さ
れ
、
都
区
協
議
会
も
法
定
化

さ
れ
て
、
実
質
的
な
成
果
を
得

　　　特別区の性格
昭和39年６月4日の参議院地方行政委員会で、区長選任の問題をめぐる

質問に、当時法改正の責任者であった自治省の佐久間局長は、次のように
答弁しています。
「十分民意を反映しながら住民の批判と監視のもとに行政を行なってい

くという地方自治の基本の考え方からいたしましても、行政区とすること
には賛成しがたい。さりとて、いま申したような理由から、市町村と同様
な完全な自治区にするということも適切でないということで、やはり従来
どおりの制限自治区という性格をそのまま維持をしていくべきであるとい
う考え方に立っておるわけでございます。［．．．］今後のいき方といたしま
して制限自治区という性格はそのまま維持をしながら、しかし、その与え
られる自治権の範囲というものは、可能な限り普通の市に近づけてまいる
という考え方が正しいのではなかろうかというふうに考えておるわけでご
ざいます。」
「（区長の選任方法の）問題につきましては、事務委譲後の状況を見て、

なお今後さらに検討するということで、今回は選任方法には触れないと
いうことに答申が出されたわけでございます。［．．．］しかしながら、私
どもといたしましては、現行の方式が最善だとは、先刻申しましたとおり
に、思っておりませんので、この選任方法をどう改めたらいいかというこ
とにつきましては、引き続き地方制度調査会の御審議をいただきまして善
処をしてまいりたい。さような考え方をただいまとっておるわけでござい
ます。」

特別区と歩調を合わせるかのように、国でも、復権の扉を開けようとす
る動きのあったことがうかがえます。

（『改正地方自治資料第十六部』より）
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る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
一
方
で
、
悲
願
で
あ
っ
た
区
長
公
選
制
や
人
事
権
の
確

立
に
つ
い
て
は
実
現
せ
ず
、
保
健
所
移
管
も
土
壇
場
で
実
施
で
き
な
く
な
り
ま
し

た
。し

か
し
、
法
改
正
の
付
帯
決
議
の
形
で
、

一
、 

今
回
の
改
正
は
、
首
都
制
度
の
改
革
の
う
ち
、
当
面
執
る
べ
き
措
置
に
つ

い
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
都
お
よ
び
特
別
区
制
度
の
根
本
問
題
に

つ
い
て
も
、
今
後
さ
ら
に
鋭
意
検
討
す
る
こ
と
、

二
、 

特
別
区
の
行
政
水
準
を
向
上
し
、
特
別
区
相
互
間
の
行
政
格
差
を
是
正
す

る
た
め
、
特
別
区
の
財
源
の
充
実
を
は
か
る
と
と
も
に
、
財
政
調
整
の
合

理
化
に
つ
い
て
配
慮
す
る
こ
と
、

三
、 

都
制
の
性
格
に
か
ん
が
み
、
特
別
区
の
存
す
る
区
域
に
お
け
る
清
掃
事
務

の
実
施
に
当
っ
て
は
、
都
区
の
一
体
性
と
作
業
の
一
貫
性
を
保
持
す
る
よ

う
特
段
の
配
慮
を
す
る
こ
と
、
と
国
会
が
政
府
に
対
し
て
決
議
し
た
こ
と

で
、
特
別
区
の
基
礎
的
な
自
治
体
復
活
へ
の
道
筋
が
見
え
て
き
ま
し
た
。

特
別
区
に
と
っ
て
、
昭
和
39
（
１
９
６
４
）
年
の
法
改
正
は
、
自
治
権
復
権
へ

の
扉
が
開
か
れ
た
瞬
間
で
す
。
残
さ
れ
た
課
題
は
、
区
長
公
選
制
を
実
現
す
る
制

度
改
革
に
向
け
た
自
治
権
拡
充
運
動
に
継
続
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　　　連携による一大改革
区長会・議長会の事務局長を勤めた浅井幸七氏は、自身が執筆した『特

別区政の変遷』のなかで、昭和39（1964）年の地方自治法改正のときのこ
とを、次のように振り返っています。
「法律改正の場合もそうであつたが、政令の改正に当っては、自治省は

都区と密接な連携をとり、十分にその意見を徴し、都区双方納得の線で立
案せられた。これは、今次首都制度の改革が、明治十一年郡区町村編成法
施行以来，実に八十五年振りの一大改革であり、法改正の趣旨を完全に実
現するためには、当然の措置であつたかも知れない。」

（『特別区政の変遷』 総括篇〔その七〕より）
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お
わ
り
に

地
方
自
治
法
が
昭
和
22
（
１
９
４
７
）
年
に
制
定
さ
れ
、特
別
区
は
基
礎
的
な
自
治
体
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。
そ
の
後
、

４
回
に
わ
た
る
地
方
自
治
法
の
改
正
を
経
て
今
に
至
り
ま
す
。

こ
の
「
東
京
大
都
市
地
域
の
物
語
」
の
３
冊
目
「
東
京
23
区
再
生
の
い
し
ず
え
」
は
、
第
１
回
目
の
地
方
自
治
法
改
正
の
直

後
か
ら
始
ま
り
、
第
２
回
目
の
改
正
ま
で
の
お
話
で
す
。
第
１
回
目
の
改
正
で
は
、
特
別
区
の
性
格
は
、
都
の
内
部
的
団
体
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
ま
す
。
司
法
で
も
特
別
区
は
憲
法
上
の
自
治
体
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
、
暗
黒
の
時
代
と
な
り
ま
す
。
そ

う
し
た
中
で
、
特
別
区
は
自
ら
の
自
治
権
を
回
復
さ
せ
る
た
め
の
理
論
を
構
築
し
運
動
を
展
開
し
ま
す
。

第
２
回
目
の
改
正
で
は
、
特
別
区
の
事
務
権
限
の
拡
大
、
課
税
権
や
都
区
協
議
会
の
法
定
化
な
ど
が
実
現
し
ま
す
。
事
務
や

財
政
面
で
は
基
礎
的
な
自
治
体
に
近
づ
い
た
と
い
え
ま
す
。
ま
さ
に
特
別
区
の
自
治
権
復
権
へ
の
扉
が
開
か
れ
た
瞬
間
で
す
。

し
か
し
、
区
長
公
選
制
や
都
配
属
職
員
制
度
に
つ
い
て
は
、
先
送
り
さ
れ
た
形
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
保
健
所
の
移
管
に

つ
い
て
は
、
土
壇
場
で
ご
破
算
と
な
り
ま
す
。
残
さ
れ
た
課
題
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
の
自
治
権
拡
充
運
動
に
繫
が
っ
て
い
き

ま
す
。

悲
願
で
あ
る
区
長
公
選
を
実
現
す
る
た
め
の
、
特
別
区
の
運
動
の
様
子
は
、
こ
の
あ
と
４
冊
目
に
続
き
ま
す
。
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特
別
区
の
自
治
権
拡
充
運
動
関
連
年
表

昭
和
27
年
（
１
９
５
２
）

　

９
・
１　

 
改
正
地
方
自
治
法
施
行
、
自
治
庁
施
行
通
達

　

12
・
16　

第
１
次
地
方
制
度
調
査
会
発
足

昭
和
28
年
（
１
９
５
３
）

　

３
・
31　

 「
都
と
特
別
区
及
び
特
別
区
相
互
間
の
財
政
調
整

に
関
す
る
条
例
」
を
都
が
制
定

　

５
・
１　

渋
谷
区
長
リ
コ
ー
ル
成
立
（
公
選
制
区
長
初
）

　

８
・
３　

角
谷
輔
清
渋
谷
区
長
就
任
（
初
の
選
任
区
長
）

　

10
・
16　

 

第
１
次
地
制
調
、地
方
制
度
の
改
革
に
関
す
る
答
申

昭
和
29
年
（
１
９
５
４
）

　

11
・
16　

区
長
会
に
「
首
都
自
治
制
度
調
査
会
」
を
設
置

昭
和
30
年
（
１
９
５
５
）

　

２
・
16　

 

区
長
会
・
議
長
会
が
「
首
都
自
治
制
度
の
構
想
試

案
」
を
仮
決
定

　

４
・
23　

安
井
誠
一
郎
都
知
事
３
選

　

５
・
25　

 

区
長
会
役
員
会
で
「
自
治
法
改
正
案
」(

特
別
区

の
権
限
縮
小)

を
都
が
提
示
し
区
の
意
見
求
め
る

　

５
・
27　

 

区
長
会
・
議
長
会
、
自
治
庁
及
び
都
に
法
改
正
反

対
の
意
思
表
明
を
決
定

　

５
・
30　

 

区
長
会
役
員
・
議
長
会
代
表
が
自
治
庁
長
官
と
会
見

　

５
・
30　

 

区
長
会
役
員
・
議
長
会
代
表
が
都
副
知
事
と
会
見

昭
和
31
年
（
１
９
５
６
）

　

１
・
12　

都
が
都
制
調
査
会
条
例
公
布
施
行

　

４
・
26　

首
都
圏
整
備
法
公
布

昭
和
32
年
（
１
９
５
７
）

　

４
・
24　

 

都
制
調
査
会
、
起
草
委
員
答
申
作
業
に
着
手

　

６
・
18　

 

議
長
会
、
各
区
議
会
に
「
特
別
区
制
調
査
特
別
委

員
会
」（「
特
々
委
員
会
」）
の
設
置
を
決
定

　

８
・
１　

 

各
区
議
会
、
特
々
委
員
会
の
長
が
連
合
し
「
区
制

調
査
特
別
委
員
長
会
」
を
結
成

　

９
・
30　

 

都
知
事
、
都
制
調
査
会
に
一
次
諮
問
の
結
論
は
出

さ
せ
な
い

　

10
・
５　

 
区
長
会
会
長
、
特
々
委
員
長
会
に
「
道
州
制
下
に

お
け
る
特
別
区
の
あ
り
方
」
の
検
討
を
要
請
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10
・
18　

 

第
４
次
地
制
調
、「
地
方
制
」
を
答
申

　

12
・
５　

渋
谷
区
長
選
任
収
賄
事
件
（
区
議
7
人
起
訴
）

　

12
・
11　

 

安
井
都
知
事
、
都
制
調
査
会
に
諮
問
第
２
号
「
地

方
制
下
の
首
都
制
度
の
要
綱
」
を
諮
問

　

12
・
11　

 
都
制
調
査
会
第
１
次
答
申
案
を
知
事
の
意
に
反
し

公
表

　

12
・
18　

 

区
長
会
は
都
制
調
査
会
の
答
申
案
公
表
に
声
明
を

発
表
、
反
対
運
動
を
展
開

昭
和
33
年
（
１
９
５
８
）　

　

１
・
16　

 

都
知
事
、
答
申
案
は
意
味
の
な
い
も
の
と
釈
明

　

11
・
２　

 

第
５
次
地
制
調
「
地
方
財
政
に
関
す
る
当
面
の
措

置
に
つ
い
て
」 

昭
和
34
年
（
１
９
５
９
）

　

４
・
27　

 

東
京
都
知
事
に
東
龍
太
郎
就
任

　

６
・
12　

都
副
知
事
に
鈴
木
俊
一
就
任

　

10
・
１　

第
６
次
地
制
調
発
足
（
三
た
び
首
都
制
諮
問
）

　

11
・
16　

 

区
長
会
・
議
長
会
役
員
合
同
会
、「
首
都
自
治
制

度
の
構
想
試
案
」（
仮
決
定
試
案
）
を
確
認

　

12
・
７　

 

二
瓶
哲
治
区
長
会
会
長
が
地
制
調
で
意
見
陳
述

　

12
・
７　

岡
田
昇
三
新
宿
区
長
が
地
制
調
で
意
見
陳
述

　

12
・
８　

橋
爪
儀
八
郎
大
田
区
長
が
地
制
調
で
意
見
陳
述

　

12
・
８　

矢
野
永
宗
議
長
会
会
長
が
地
制
調
で
意
見
陳
述

昭
和
35
年
（
１
９
６
０
）

　

２
・
１　

 

東
都
知
事
、
都
制
調
査
会
に
「
首
都
制
度
当
面
の

改
革
」
を
追
加
諮
問
（
調
査
会
は
書
面
を
要
求
）

　

２
・
19　

 

都
知
事
職
務
代
理
副
知
事
が
、
調
査
会
に
追
加
諮

問
書
簡
を
提
出

　

10
・
３　

 

第
７
次
地
制
調
、
第
６
次
の
「
首
都
制
度
の
改
革

に
関
す
る
行
政
部
会
中
間
報
告
」
を
総
会
に
提
出

昭
和
36
年
（
１
９
６
１
）

　

４
・
10　

 

特
々
委
員
長
会
が
「
首
都
行
政
制
度
の
構
想
」
を

決
定
案
と
し
て
議
長
会
に
送
付

　

５
・
４　

 

区
議
長
会
が
「
首
都
行
政
制
度
の
構
想
」
を
正
式

決
定

　

10
・
５　

第
８
次
地
制
調
発
足
、
首
都
制
度
小
委
員
会
設
置

昭
和
37
年
（
１
９
６
２
）

　

２
・
14　

都
制
調
査
会
が
「
首
都
制
度
当
面
の
改
革
」
答
申

　

２
・
26　

 

東
京
地
裁
判
決
、
渋
谷
区
長
選
任
収
賄
で
区
長
間

接
選
任
制
は
憲
法
違
反
（
検
察
は
跳
躍
上
告
）
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８
・
29　

 

第
８
次
地
制
調
（
行
政
部
会
小
委
員
会)

で
「
首

都
制
度
当
面
の
改
革
」
に
関
す
る
答
申
案
を
起
草

　

９
・
３　

 
区
議
長
会
が
第
８
次
地
制
調
に
「
首
都
行
政
制
度

の
構
想
」
の
実
現
を
陳
情

　

９
・
８　

 
都
制
調
査
会
が
「
首
都
制
度
に
関
す
る
答
申
」
を

知
事
に
提
出

　

10
・
１　

 

第
８
次
地
制
調
、「
首
都
制
度
当
面
の
改
革
に
関

す
る
答
申
」

　

10
・
８　

自
治
省
が
答
申
を
説
明
（
特
別
区
協
議
会
）

　

10
・
22　

自
治
省
が
答
申
を
説
明
（
区
長
会
）

　

11
・
７　

自
治
省
が
答
申
を
説
明
（
議
長
会
・
委
員
長
会
）

　

12
・
12　

 

特
別
区
協
議
会
、
第
１
次
「
地
方
自
治
法
改
正
案

要
項
」（
首
都
制
度
関
係
）
を
自
治
省
よ
り
受
領

昭
和
38
年
（
１
９
６
３
）

　

３
・
22　

 

特
別
区
協
議
会
、
第
３
次
「
地
方
自
治
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
を
自
治
省
よ
り
受
領

　

３
・
27　

 

最
高
裁
差
戻
判
決
、
渋
谷
区
長
選
任
は
合
憲

　

５
・
21　

 

特
別
区
協
議
会
、
第
６
次
「
地
方
自
治
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
を
自
治
省
よ
り
受
領

　

５
・
27　

 

第
43
回
国
会
に
自
治
法
改
正
法
律
案
を
提
出

　

７
・
４　

衆
院
解
散
（
自
治
法
改
正
は
審
議
未
了
廃
案
）

　

８
・
13　

 

臨
時
行
政
調
査
会
、「
首
都
行
政
改
革
に
関
す
る

意
見
」
答
申

　

10
・
15　

 

第
44
回
臨
時
国
会
に
自
治
法
改
正
法
律
案
を
提
出

　

10
・
23　

 

衆
院
解
散
、
参
院
閉
会
（
自
治
法
改
正
は
廃
案
）

　

11
・
29　

 

自
治
省
、「
東
京
都
の
行
財
政
調
査
に
基
づ
く
助

言
勧
告
」
を
発
表

昭
和
39
年
（
１
９
６
４
）

　

１
・
29　

第
46
回
国
会
に
自
治
法
改
正
法
律
案
を
提
出

　

５
・
２　

差
戻
審
、
渋
谷
区
長
選
任
収
賄
で
被
告
は
有
罪

　

５
・
14　

 

衆
院
地
方
行
政
委
員
会
、
自
治
法
改
正
案
の
一
部

修
正
案
（
清
掃
事
業
は
別
に
法
律
で
定
め
る
日
ま

で
の
間
は
都
が
処
理
）
附
帯
決
議
付
で
可
決

　

６
・
４　

 

参
院
地
方
行
政
委
員
会
、
自
治
法
改
正
案
を
可
決

（
区
長
公
選
の
一
部
修
正
案
は
否
決
）

　

６
・
12　

参
院
本
会
議
、
自
治
法
改
正
案
を
可
決

　

10
・
10　

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
会
（
94
か
国
参
加
）

昭
和
40
年
（
１
９
６
５
）

　

４
・
１　

 

改
正
地
方
自
治
法
施
行
、
地
方
税
法
施
行
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主
要
参
考
文
献
等
（*

印
は
「
特
別
区
自
治
情
報
・
交
流
セ
ン
タ
ー
」
公
益
財
団
法
人
特
別
区
協
議
会
事
業
部
所
蔵
）　

浅
井
幸
七
『
都
区
財
政
調
整
に
関
す
る
条
例
沿
革 

昭
和
42
年
版
』
特
別
区
協
議
会
、
昭
和
42
（
１
９
６
７
）
年*

浅
井
幸
七
『
特
別
区
政
の
変
遷 

総
括
資
料
篇
〔
そ
の
三
〕』
特
別
区
協
議
会
、
昭
和
41
（
１
９
６
６
）
年*

浅
井
幸
七
『
特
別
区
政
の
変
遷 

総
括
篇
〔
そ
の
四
〕』
特
別
区
協
議
会
、
昭
和
46
（
１
９
６
９
）
年*

浅
井
幸
七
『
特
別
区
政
の
変
遷 

総
括
篇
〔
そ
の
五
〕』
特
別
区
協
議
会
、
昭
和
46
（
１
９
６
９
）
年*

浅
井
幸
七
『
特
別
区
政
の
変
遷 

総
括
篇
〔
そ
の
六
〕』
特
別
区
協
議
会
、
昭
和
46
（
１
９
７
１
）
年*

浅
井
幸
七
『
特
別
区
政
の
変
遷 
総
括
篇
〔
そ
の
七
〕』
特
別
区
協
議
会
、
昭
和
47
（
１
９
７
２
）
年*

阿
部
泰
隆
「
憲
法
上
の
地
方
公
共
団
体
の
意
義
」『
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト　

地
方
自
治
判
例
百
選
［
第
3
版
］』
１
６
８
号
、
平
成
15
（
２
０
０
３
）
年

新 

井
隆
一
「
地
方
自
治
の
本
旨
」
芦
部
信
喜
・
池
田
政
章
・
杉
原
泰
雄
編
『
演
習　

憲
法
〔
新
演
習
法
律
学
講
座
１
〕』
青
林
書
院
、
昭
和
59
（
１

９
８
４
）
年

有
倉
遼
吉
（
ａ
）「
区
長
公
選
を
め
ぐ
る
憲
法
問
題
」『
法
律
の
ひ
ろ
ば
』
14
巻
11
号
、
昭
和
36
（
１
９
６
１
）
年

有
倉
遼
吉
（
ｂ
）「
特
別
区
長
選
任
違
憲
判
決
に
つ
い
て
」『
法
律
時
報
』
第
34
巻
第
５
号
、
昭
和
37
（
１
９
６
２
）
年

有
倉
遼
吉
（
ｃ
）「
特
別
区
長
選
任
制
に
関
す
る
最
高
裁
判
決
」『
法
律
時
報
』
第
35
巻
第
５
号
、
昭
和
38
（
１
９
６
３
）
年

有
倉
遼
吉
（
ｄ
）『
憲
法
秩
序
の
保
障
』
日
本
評
論
社
、
昭
和
44
（
１
９
６
９
）
年

有
倉
遼
吉
・
時
岡　

弘
編
『
条
解　

日
本
国
憲
法
〔
改
訂
版
〕』
三
省
堂
、
平
成
１
（
１
９
８
９
）
年

飯
島
淳
子
「
憲
法
上
の
地
方
公
共
団
体
の
意
義
」『
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
２
１
５
号　

地
方
自
治
判
例
百
選
［
第
４
版
］』、
平
成
25
（
２
０
１
３
）
年

伊
藤
正
己
（
ａ
）「
区
長
公
選
に
共
鳴
す
る
」
昭
和
37
（
１
９
６
２
）
年
３
月
２
日
朝
日
新
聞

伊
藤
正
己
（
ｂ
）「
正
当
な
憲
法
解
釈　

政
策
と
し
て
は
再
考
の
要
」
昭
和
38
（
１
９
６
３
）
年
３
月
27
日
朝
日
新
聞

伊
藤
正
己
（
ｃ
）『
憲
法
［
第
3
版
］』
弘
文
堂
、
平
成
７
（
１
９
９
５
）
年

入
江
俊
郎
「
憲
法
と
地
方
自
治
」『
地
方
自
治
法
二
十
周
年
記
念　

自
治
論
文
集
』
第
一
法
規
出
版
、
昭
和
43
（
１
９
６
８
）
年*

宇
賀
克
也
『
地
方
自
治
法
概
説
［
第
６
版
］』、
平
成
27
（
２
０
１
５
）
年

遠
藤
湘
吉
監
修
・
東
京
都
政
調
査
会
『
昭
和
３
９
年
度
版
東
京
都
の
財
政
』
東
京
都
政
調
査
会
、
昭
和
39
（
１
９
６
４
）
年*

大
島
太
郎
「
大
都
市
行
政
の
民
主
化
」『
行
政
研
究
叢
書
』
第
６
号
、
昭
和
39
（
１
９
６
４
）
年*
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大
隅
義
和
「
特
別
区
と
憲
法
上
の
地
方
公
共
団
体
」『
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
１
８
７
号　

憲
法
判
例
百
選
Ⅱ
［
第
５
版
］』、
平
成
19
（
２
０
０
７
）
年

大
田
区
『
区
民
自
治
擁
護
連
盟
大
田
区
本
部
書
類
』
大
田
区
、
昭
和
25
（
１
９
５
０
）
年
～
昭
和
34
（
１
９
５
９
）
年*

大
田
区
『
区
民
自
治
擁
護
連
盟
大
田
区
本
部
書
類
』、
昭
和
25
（
１
９
５
０
）
年
～
昭
和
34
（
１
９
５
９
）
年*

鴨
野
幸
雄
「
憲
法
上
の
地
方
公
共
団
体
と
二
段
階
制
の
保
障
」
奥
平
康
弘
・
杉
原
泰
雄
『
憲
法
学
（
６
）』
有
斐
閣
、
昭
和
52
（
１
９
７
７
）
年

北
区
役
所
『
北
区
議
会
史
』
東
京
都
北
区
役
所
、
昭
和
46
（
１
９
６
９
）
年

北
村
和
生
・
佐
伯
彰
洋
・
佐
藤
英
世
・
高
橋
明
男
『
行
政
法
の
基
本
［
第
４
版
］』
法
律
文
化
社
、
平
成
22
（
２
０
１
０
）
年*

木
村
草
太
「
地
方
自
治
の
本
旨
」『
憲
法
学
の
現
代
的
論
点
［
第
２
版
］』
有
斐
閣
、
平
成
２
１
（
２
０
０
９
）
年*

江
東
区
『
江
東
区
史
（
下
）』
江
東
区
、
平
成
９
（
１
９
９
７
）
年*

小
嶋
和
司
『
憲
法
概
説
』
良
書
普
及
会
、
昭
和
62
（
１
９
８
７
）
年

後
藤
光
男
「
地
方
自
治
」
浦
田
賢
治
・
大
須
賀　

明
編
『
新
・
判
例
コ
メ
ン
タ
ー
ル
日
本
国
憲
法
３
』
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